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様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組

等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の

下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が

認められる。 

平成３０年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和２年度 

（2020 年度） 

令和３年度 

（2021 年度） 

令和４年度 

（2022 年度） 

Ｂ Ａ - - - 

評定に至った理由 項目別評定のとおり、研究開発成果の最大化に向けて、「エネルギーシステム分野」、「省エネルギー・環境分野」、「産業技術分野」、「新産業創出・シーズ発掘等分野」におい

て、それぞれ顕著な成果を得ており、「業務運営の効率化に関する事項」、「財務内容の改善に関する事項」、「その他業務運営に関する重要事項」の項目についても着実な業務運

営がなされていることから、Ａ評定とした。 

※平成３０年度の評定は、大臣評価の結果である。 

 

２．法人全体に対する評価 

○「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項」については、以下のような顕著な成果が認められるため、それぞれＡ評価とした。 

＜エネルギーシステム分野＞ 

・数値目標について、基幹目標となっている非連続なナショナルプロジェクトにつながるテーマの比率（数値目標１．－３）及び産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦略の割合（数値目

標３．－１）について、目標値を達成。また、非基幹目標である「マネジメント」「成果」の評点（数値目標１．－２）、中堅・中小・ベンチャー企業の採択率（数値目標２．－１）及びマッチング

件数（数値目標）は目標値を大きく達成した（達成率 120％以上）。 

・実用化見通し（数値目標１．－１、基幹目標）及び若手・女性研究者数（数値目標３．－２）については、目標未達となったが、実用化見通しでは例えば、太陽光発電の長期安定運用における安全

性の確保のための新たなガイドラインを策定したところ、国や独法のホームページでの本ガイドラインの公開といった公的機関での実活用に進み、発電関連業界での実案件への適用が進んだもの

や、研究開発の開始時点より政府目標が前倒しされたにも関わらず、参画したうちの２社が市場参入時期を前倒しして上市するといった地道な成果に結びついている。また、若手・女性研究者数で

は例えば、若手・女性研究者の参加を促す取組としては、一部プロジェクトにおいては公募採択時に若手・女性研究者の参加を促しているプロジェクトについて、高い評価（加点）を行うといった

取組を 2019 年度から行い、公募時点における事業者側の若手・女性研究者参加に係る意識拡大につなげるなどの活動を行い、この数値目標においても、成果向上のための取組がなされており、十

分に評価するもの。 

・第２回水素閣僚会議を開催の開催に当たり、機構は経済産業省とともに各国関係機関との事前調整から本会議の運営を主体的に担い、大きく貢献。「カーボンリサイクル産学官国際会議」及び「Ｌ

ＮＧ産消会議」とも連携し同時に開催。平成 30 年の議長声明 Tokyo Statement（東京宣言）を基にして今後の水素・燃料電池に関する行動指針として「グローバル・アクション・アジェンダ」を

議長声明として発表することに貢献。 

・水素社会構築技術開発事業において、液化水素運搬船が世界で初めて進水（2019 年 12 月）、再生可能エネルギー等を用いた世界最大の水素製造施設である「福島水素エネルギー研究フィールド」

が完成（2020 年３月）、またバイオジェット燃料生産技術開発事業では本邦初のバイオジェット燃料を給油した有償デモフライトを運航予定など、世界初・それに類する成果等を創出した。 

＜省エネルギー・環境分野＞ 

・数値目標について、基幹目標となっている実用化見通し（数値目標１．－１）、非連続なナショナルプロジェクトにつながるテーマの比率（数値目標１．－３）及び産学連携研究開発プロジェクト

につながった技術戦略の割合（数値目標３．－１）について、目標値を達成。また、非基幹目標である「マネジメント」「成果」の評点（数値目標１．－２）、中堅・中小・ベンチャー企業の採択率

（数値目標２．－１）、若手・女性研究者数（数値目標３．－２）及びマッチング件数（数値目標）は目標値を大きく達成した（達成率 120％以上）。 

・未利用熱エネルギーの革新的活用技術開発において、熱電発電試験用標準参照モジュールを世界に先駆けて開発、あるいはカーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発においては、世界で初め

て排出源から実際に分離回収したＣＯ２を用いた試験を実施するなど技術開発における世界初となる成果等を創出した。 

＜産業技術分野＞ 

・数値目標について、基幹目標となっている実用化見通し（数値目標１．－１）、非連続なナショナルプロジェクトにつながるテーマの比率（数値目標１．－３）及び産学連携研究開発プロジェクト

につながった技術戦略の割合（数値目標３．－１）について、目標値を達成。また、非基幹目標である中堅・中小・ベンチャー企業の採択率（数値目標２．－１）、若手・女性研究者数（数値目標

３．－２）及びマッチング件数（数値目標）は目標値を大きく達成した（達成率 120％以上）。 

・「マネジメント」「成果」の評点（数値目標１．－２）については、目標を達成したが、当該項目においては、プロジェクトを進捗されるためのマネジメントの工夫として複数の関係者間の合意形成

を採る、さらに標準的仕様等を作る、ひいてはその成果は所管官庁から個別自治体への通達に使われるといった実績があがっており、この数値目標においても、成果向上のための取組がなされてお

り、十分に評価するもの。 
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・低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスにおいて、世界初の低電圧で駆動するＳｉパワーデバイスの開発に成功、超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクトにおいて、世界最高性能

の生産性を有する触媒システムをきわめて短い期間で開発、高輝度・高効率次世代レーザー技術開発において、海外装置と同等のサイズで世界最高のエネルギーを出力する装置の開発に成功など技

術開発における世界初となる成果等を創出した。 

＜新産業創出・シーズ発掘等分野＞ 

・数値目標について、基幹目標となっている非連続なナショナルプロジェクトにつながるテーマの比率（数値目標１．－３）及び外部資金獲得額（数値目標３．－１）について、目標値を達成。ま

た、非基幹目標である若手・女性研究者数（数値目標３．－２）及びマッチング件数（数値目標）は目標値を大きく達成した（達成率 120％以上）。 

・中堅・中小・ベンチャー企業の採択率（数値目標２．－１）については、採択実績は 64％と目標を達成したが、当該項目においては、予算の増減による中堅・中小・ベンチャー企業（以下、「中小

企業等」）新規採択数が左右されないように、研究開発型ベンチャー企業のステージに沿ったシームレスな支援、優秀な提案への加点の仕組みなど、中小企業等が公募意欲を持ち、なおかつ採択さ

れる環境を作りながらさらなる、中小企業等の採択率を高める取組を継続するなどの活動を行い、この数値目標においても、成果向上のための取組がなされており、十分に評価するもの。 

・民間事業者の「オープンイノベーション」の取組の推進及び「ベンチャー宣言」の実現により、イノベーション創出及び競争力強化に寄与する活動を行う場としてのオープンイノベーション・ベン

チャー創造協議会（ＪＯＩＣ）の事務局を機構が担当しピッチイベント、ワークショップ、セミナーの開催や、ベンチャーキャピタルとの協調支援プログラムを中心にした複数のプログラムを実施

するなどの研究開発型スタートアップに対するシームレスな支援を実施するなど、着実な研究開発型ベンチャー企業等の育成に貢献するなど十分に評価するもの。 

○「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」、「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」、「Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項」については、中長期計画、2019 年度計画に基づき、着実な業務運営がなされ

ていることから、それぞれＢ評価とした。 

○以上を踏まえ、全体評定をＡ評価とした。 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

・第４期中長期計画に基づき、さらなる技術開発マネジメントの機能強化を通じて研究開発成果の最大化を図るとともに、研究成果を速やかに社会実装につなげるための取組を推進。 

 

 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

－（大臣評価において記載） 

 

 

監事の主な意見 －（大臣評価において記載） 
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 平成３

０年度 

令和元

年度 

令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

  平成３

０年度 

令和元

年度 

令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項（７５％）  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項（７．５％）  

 エネルギーシステム分野 Ａ Ａ○重    Ⅰ－１            

省エネルギー・環境分野 Ｂ Ａ○重    Ⅰ－２            

産業技術分野 Ｂ Ａ○重    Ⅰ－３            

新産業創出・シーズ発掘等

分野 

Ｂ Ａ○重    Ⅰ－４            

                  

                   

                  

                  

                  

           
 

Ｂ Ｂ    Ⅱ  

          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項（７．５％） 

                   

                  

                  

                  

           
 

Ｂ Ｂ    Ⅲ  

          Ⅳ．業務運営に関する重要事項（１０％） 

                   

                  

                  

                  

 
 

Ａ Ａ        
 

Ｂ Ｂ    Ⅳ  

※平成３０年度の評定は、大臣評価の結果である。 

 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、平成 30年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ エネルギーシステム分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３７１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０３７９国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率 

25％以上 

(５年累積) 

平成 24 年度から平成 28 年度に終了したナショナルプロジェクトの

終了後５年経過後実用化達成率について中長期目標期間末で 25％以

上を目標としている。 

予算額（千円） 56,507,682 55,632,786    

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合 

50％以上 

(５年累積) 

50％ 42.8％    決算額（千円） 46,443,922 53,229,599    

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2区分の割合 

70％以上 

(５年累積) 

50％ 85.7％    経常費用（千円） 46,433,490 53,320,226    

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合 

40％以上 

(５年累積) 

100％ 

 

100.0％    経常利益（千円） 783,835 691,246    

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率 

15％以上 

(５年累積) 

国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、中長期目標期間末ま

でに国際標準化提案を行ったプロジェクトの比率 15％以上を目標と

している。 

行政コスト（千円） 

※ 

45,341,470 53,355,201    

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合 

15％以上 

(５年累積) 

21.9％ 21.6％    従事人員数 985 の内数 1,060 の内数    

数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

110％以上 

(５年累積) 

150％ 200.0％          
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ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合 

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等 

500 人以上 

(毎年度) 

588 人 1,057 人          

技術シーズのマッチ

ング件数 

－ 270 件 

(平成 30 年

度目標：100

件以上) 

394 件 

（令和元年

度目標：100

件以上） 

         

海外機関との情報交

換協定等締結状況 

― 

(モニタリ

ング指標) 

１件 ２件          

海外技術情報の発信

数 

― 

(モニタリ

ング指標) 

48 件 31 件          

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

※「基準値等」中の「（５年累積）」とあるのは、中長期目標期間評価における評価対象。                          注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※「行政コスト」の平成 30 年度については、行政サービス実施コストを計上しておりましたが、独法会計基準の改訂に伴い、令和

元年度より行政コストを計上しております。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 省エネルギー・環境分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３７１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０３７９国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率 

25％以上 

(５年累積) 

平成 24 年度から平成 28 年度に終了したナショナルプロジェクトの

終了後５年経過後実用化達成率について中長期目標期間末で 25％以

上を目標としている。 

予算額（千円） 44,924,946 45,355,955    

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合 

50％以上 

(５年累積) 

― ―    決算額（千円） 34,219,155 38,004,935    

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2区分の割合 

70％以上 

(５年累積) 

― ―    経常費用（千円） 34,210,154 38,077,994    

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合 

40％以上 

(５年累積) 

100.0％ 

 

75.0％    経常利益（千円） 630,360 491,309    

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率 

15％以上 

(５年累積) 

国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、中長期目標期間末ま

でに国際標準化提案を行ったプロジェクトの比率 15％以上を目標と

している。 

行政コスト（千円） 

※ 

38,880,045 38,105,946    

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合 

 

15％以上 

(５年累積) 

57.4％ 37.5％    従事人員数 985 の内数 1,060 の内数    

数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

110％以上 

(５年累積) 

150.0％ 150.0％          
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ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合 

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等 

200 人以上 

(毎年度) 

272 人 1,135 人          

技術シーズのマッチ

ング件数 

－ 114 件 

(平成 30 年

度目標：100

件以上) 

499 件 

（令和元年

度目標：100

件以上） 

         

海外機関との情報交

換協定等締結状況 

― 

(モニタリ

ング指標) 

１件 ２件          

海外技術情報の発信

数 

― 

(モニタリ

ング指標) 

21 件 41 件          

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

※「基準値等」中の「（５年累積）」とあるのは、中長期目標期間評価における評価対象。                          注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※「行政コスト」の平成 30 年度については、行政サービス実施コストを計上しておりましたが、独法会計基準の改訂に伴い、令和

元年度より行政コストを計上しております。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 産業技術分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３７１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０３７９国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率 

25％以上 

(５年累積) 

平成 24 年度から平成 28 年度に終了したナショナルプロジェクトの

終了後５年経過後実用化達成率について中長期目標期間末で 25％以

上を目標としている。 

予算額（千円） 49,298,803 52,885,670    

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合 

50％以上 

(５年累積) 

50.0％ 50.0％    決算額（千円） 60,749,613 59,994,714    

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2区分の割合 

70％以上 

(５年累積) 

50.0％ 75.0％    経常費用（千円） 60,739,665 60,054,759    

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合 

40％以上 

(５年累積) 

66.7％ 

 

50.0％    経常利益（千円） 738,967 750,538    

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率 

15％以上 

(５年累積) 

国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、中長期目標期間末ま

でに国際標準化提案を行ったプロジェクトの比率 15％以上を目標と

している。 

行政コスト（千円） 

※ 

59,762,050 60,083,042    

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合 

 

15％以上 

(５年累積) 

16.5％ 25.3％    従事人員数 985 の内数 1,060 の内数    

数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

110％以上 

(５年累積) 

300.0％ 333.3％          
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ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合 

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等 

500 人以上 

(毎年度) 

906 人 1,791 人          

技術シーズのマッチ

ング件数 

－ 1,355 件 

(平成 30 年

度目標：500

件以上) 

2,808 件 

（令和元年

度目標：500

件以上） 

         

海外機関との情報交

換協定等締結状況 

― 

(モニタリ

ング指標) 

― １件          

海外技術情報の発信

数 

― 

(モニタリ

ング指標) 

168 件 160 件          

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

※「基準値等」中の「（５年累積）」とあるのは、中長期目標期間評価における評価対象。                          注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※「行政コスト」の平成 30 年度については、行政サービス実施コストを計上しておりましたが、独法会計基準の改訂に伴い、令和

元年度より行政コストを計上しております。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 新産業創出・シーズ発掘等分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－３、数値目標２．－２ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３７１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０３７９国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合 

40％以上 

(5 年累積) 

54.5％ 

 

44.4％    予算額（千円） 6,330,000 9,382,346    

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合 

60％以上 

(5 年累積) 

84.7％ 64.6％    決算額（千円） 7,240,827 5,293,225    

数値目標２．－２ 

NEDO の支援をきっか

けとして、研究開発

型ベンチャーが民間

VC 等から得た外部資

金をNEDO支援額で除

して得られる倍率 

3.46 倍 

以上 

(5 年累積) 

1.52 倍 

(平成 30 年

度目標：

0.69 倍以

上) 

2.84 倍 

（令和元年

度 目 標 ：

1.38 倍 以

上） 

   経常費用（千円） 7,239,630 5,294,786    

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等 

200 人以上 

(毎年度) 

60 人 471 人    経常利益（千円） 

 

 

97,893 112,813    

技術シーズのマッチ

ング件数 

－ 1,123 件 

(平成 30 年

度目標：

500 件以上) 

1,180 件 

（令和元年

度目標：500

件以上） 

   行政コスト（千円） 

※ 

7,030,600 5,298,281    

       従事人員数 985 の内数 1,060の内数    

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

※「基準値等」中の「（５年累積）」とあるのは、中長期目標期間評価における評価対象。                          注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※「行政コスト」の平成 30 年度については、行政サービス実施コストを計上しておりましたが、独法会計基準の改訂に伴い、令和

元年度より行政コストを計上しております。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価（Ⅰ－１～Ⅰ－４の項目の内容をまとめて記載） 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 
 ※下記中長期目標は改定（令

和 2 年 2 月）前のもの（ポ
スト 5Ｇ情報通信システム
基盤強化研究開発事業関連
を除く） 

※下記中長期計画は改定（令和
2 年 3 月）前のもの（ポスト
5Ｇ情報通信システム基盤強
化研究開発事業関連を除く） 

※下記年度計画は令和 2 年 3
月改定のもの 

  ＜自己評価＞ 
 
エネルギーシステム分野 Ａ 
省エネルギー・環境分野 Ａ 
産業技術分野 Ａ 
新産業創出・シーズ発掘等分野 Ａ 
 
○以下の内容のとおり、顕著な成果が
出ていることから、本項目の自己評価
をＡとした。 
 

評

定 

 

 

 

Ⅲ．研究開発成果の最大化そ
の他の業務の質の向上に関す
る事項 
 第４期中長期目標期間にお
いては、研究開発成果の最大
化その他の業務の質の向上の
ため、以下のとおり、上記ミッ
ションを実現するため、１．か
ら４．の業務項目毎に取組を
行うものとする。 

また、ＮＥＤＯの業務活動
単位が、概ね①エネルギーシ
ステム分野、②省エネルギー・
環境分野、③産業技術分野、④
新産業創出・シーズ発掘等分
野に分類され、この分類ごと
に組織上の責任者を配置して
業務を実施することが望まし
いことから、当該分類を一定
の業務等のまとまりと捉えて
「評価単位」とし、評価に当た
っては、別紙のとおり、評価単
位ごとに１．から４．の評価項
目について評価軸等に基づき
実施するものとする。なお、異
分野の技術の融合がますます
重要になってきていることを
踏まえ、評価単位の設定によ
る内部の縦割りを助長するこ
とのないよう十分留意すると
ともに、分野横断の視点で全
体を俯瞰しつつ、異分野の技
術の融合を図る技術開発マネ
ジメントにも適切に取組むも
のとする。 

Ⅰ．研究開発成果の最大化その
他の業務の質の向上に関する
事項 
 第４期中長期目標期間にお
いては、研究開発成果の最大化
その他の業務の質の向上のた
め、以下のとおり、１．から４．
の業務項目毎に取組を行うも
のとする。 
 また、機構の業務活動単位を
①エネルギーシステム分野、②
省エネルギー・環境分野、③産
業技術分野、④新産業創出・シ
ーズ発掘等分野とし、これらの
分類ごとに組織上の責任者を
配置して業務を実施する。 
 なお、異分野の技術の融合が
ますます重要になってきてい
ることを踏まえ、評価単位の設
定による内部の縦割りを助長
することのないよう十分留意
するとともに、分野横断の視点
で全体を俯瞰しつつ、異分野の
技術の融合を図る技術開発マ
ネジメントにも適切に取組む
ものとする。 

Ⅰ．研究開発成果の最大化そ
の他の業務の質の向上に関す
る事項 
 第４期中長期目標及び計画
で定められた目標達成のた
め、平成３１年度は研究開発
成果の最大化その他の業務の
質の向上のため、以下のとお
り、１．から４．の業務項目毎
に取組を行うものとする。 
また、機構の業務活動単位を
①エネルギーシステム分野、
②省エネルギー・環境分野、③
産業技術分野、④新産業創出・
シーズ発掘等分野とし、これ
らの分類ごとに組織上の責任
者を配置して業務を実施す
る。 
なお、異分野の技術の融合

がますます重要になってきて
いることを踏まえ、評価単位
の設定による内部の縦割りを
助長することのないよう十分
留意するとともに、分野横断
の視点で全体を俯瞰しつつ、
異分野の技術の融合を図る技
術開発マネジメントにも適切
に取り組むものとする。 

 Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の
質の向上に関する事項 
 第４期中長期目標及び計画で定められた
目標達成のため、2019 年度（平成 31年度・
令和元年度。以下、「主な業務実績等」にお
いては、「2019 年度」という）は研究開発成
果の最大化その他の業務の質の向上のた
め、以下の１．から４．のとおり業務を実
施。 
 また、機構の業務活動単位を①エネルギ
ーシステム分野、②省エネルギー・環境分
野、③産業技術分野、④新産業創出・シー
ズ発掘等分野とし、これらの分類ごとに組
織上の責任者を配置して業務を実施。 
 なお、異分野の技術の融合がますます重
要になってきていることを踏まえ、評価単
位の設定による内部の縦割りを助長するこ
とのないよう十分留意するとともに、分野
横断の視点で全体を俯瞰しつつ、異分野の
技術の融合を図る技術開発マネジメントに
も適切に取り組んだ。 

【外部有識者（業績点検委員）の主な
意見】 
○エネルギーシステム分野 
・実用化に向けて世界最先端の成果

をあげている。特にバイオジェッ
ト燃料生産技術開発において、有
償デモフライトを予定するところ
まで進んだことは評価。 

・事後評価における実用化の見通し
について目標をやや下回っている
が、エネルギー分野は本来実用化、
社会実装に時間を要する分野であ
ることを考慮すると高く評価でき
ると考える。（数値目標１．－１関
係） 

・また、今年度は内閣府の「革新的環
境イノベーション戦略」の策定等
府省の複数の重要政策立案に重要
な貢献をしたことは特記できる。 

 
○省エネルギー・環境分野 
・国内外の活発な展示会・セミナー・

成果報告会等の主催、40 歳以下の
若手や女性研究者をプロジェクト
に参加・誘導することで達成して
おり、評価。 

・ＣＣＳについては 100 万ｔ規模の
技術的知見を得るなど大規模ＣＣ
Ｓを安全に実施できること示せた
こと、単気筒ガスエンジンで世界
最高水準の超高出力運転を達成し
たこと等の重要な成果を得たもの
であり、評価。 

・日本は火力発電中心のエネルギー
に中期的には頼らざるを得ない近
未来に、世界に先駆けて開発・実証
した多くの技術を、世界標準につ
なげ、規模とコスト面で世界に貢
献できるような連携体制をＮＥＤ
Ｏと政策支援当局に期待。【今後の
期待】 

 
○産業技術分野 
・ＩｏＴを活用した新産業創出基盤

整備に関して、データ連携の重要
性・有用性を実証する取組を強化
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し、水道インフラ（浄水場システ
ム）へ適用するなど、データ活用型
社会に向け、データ連携基盤の構
築に注力し、今後大いに期待でき
るものであり、その成果・活動内容
を評価。（数値目標１．－２関係） 

・戦略的知財を中心とした参入障壁
だけではなく、ブラックボックス
化した製造技術が特に重要であ
り、国際標準を推進し、先行優位性
を活かし、技術でまず勝って、ビジ
ネスでも勝つことを推進していた
だきたい。【今後の期待】 

 
○新産業創出・シーズ発掘等分野 
・新規採択額に占める中堅・ベンチャ

ー企業の割合につき、他の各３分
野では 15％以上であり 21.6％～
37.5％になっているが、当分野は
64.6％であり、１件当たりの採択
額が少額ということを配慮すると
この実績は、ＮＥＤＯの戦略的努
力が窺われるもので、評価に値す
る。（数値目標２．－１関係） 

・ＮＥＤＯの戦略的努力は、プロジェ
クトの成果事例で窺われる。先導
プログラムも順調に推移してお
り、多くの国家プロジェクトへの
移行を達成している。 

 
○その他横断的な意見 
・従来から引き続き、中堅・中小企業、

ベンチャー企業への新規採択を積
極的に取り組み高い採択率を得て
おり、また、大学等と連携したベン
チャー発掘にも積極的に取り組ん
でいる点は評価できる。 

・細部の工夫を積み重ねながら、実績
をあげている。 

・プロジェクトの実効性を高めるに
は、競合中で優位な企業に研究開
発者のシェアリング（移動）の推進
等、世界水準で競争できる人財活
用の具体的な方法まで一歩踏み込
むことが必要。【今後の期待】 

・ＮＥＤＯが追及している４分野の
技術におけるインテリジェンス向
上による技術開発マネジメント
が、ますます重要。【今後の期待】 

・コロナ禍で周回遅れの日本のＩＣ
Ｔ産業と言われたが、ますます引
き離されているという現実が明確
になった。ベンチャー企業などで
は取り組んでいるところが多い
が、大学や企業の研究開発現場と
企業との橋渡し機能を持つＮＥＤ
Ｏに期待。【今後の期待】 

 

 

１．技術開発マネジメント等
による研究成果の社会実装の
推進 
 第４期中長期目標期間にお
いては、さらなる技術開発マ

１．技術開発マネジメント等に
よる研究成果の社会実装の推
進 
 第４期中長期目標期間におい
ては、さらなる技術開発マネジ

１．技術開発マネジメント等
による研究成果の社会実装の
推進 
平成３１年度においては、

第４期中長期目標及び中長期

 １．技術開発マネジメント等による研究成
果の社会実装の推進 
 2019 年度においては、第４期中長期目
標、中長期計画及び年度計画で定められた
目標の達成に向けて、さらなる技術開発マ

―  
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ネジメントの機能強化を通じ
て研究開発成果の最大化を図
るとともに、研究成果を速や
かに社会実装へつなげるため
の取組を強化するものとす
る。 

メントの機能強化を通じて研
究開発成果の最大化を図ると
ともに、研究成果を速やかに社
会実装へつなげるための取組
を強化するものとする。 

計画で定められた目標を達成
し、さらなる技術開発マネジ
メントの機能強化を通じて研
究開発成果の最大化を図ると
ともに、研究成果を速やかに
社会実装へつなげるための取
組を強化するものとする。 

ネジメントの機能強化を通じて研究開発成
果の最大化を図るとともに、研究成果を速
やかに社会実装へつなげるための取組を強
化。 

 

（１）世界最先端の研究開発
プロジェクトの実施と成果の
最大化 

ＮＥＤＯが行う研究開発プ
ロジェクトについては、事業
終了段階での事後評価結果と
ともに、追跡調査によって把
握される結果により評価を行
うものとし、以下の数値目標
を掲げ、その目標の達成状況
を公表するものとする。 

（１）世界最先端の研究開発プ
ロジェクトの実施と成果の最
大化 
機構が行う研究開発プロジェ
クトについては、事業終了段階
での事後評価結果とともに、追
跡調査によって把握される結
果により評価を行うものとし、
以下の数値目標を掲げ、その目
標の達成状況を公表するもの
とする。 

（１）世界最先端の研究開発
プロジェクトの実施と成果の
最大化 
機構が行う研究開発プロジ

ェクトについては、事業終了
段階での事後評価結果ととも
に、追跡調査によって把握さ
れる結果により評価を行うも
のとし、以下の数値目標を掲
げ、その目標の達成状況を公
表するものとする。 

 （１）世界最先端の研究開発プロジェクト
の実施と成果の最大化 
 

―  

 

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
 平成 23 年度以前に終了し
たナショナルプロジェクト
243 件の終了 5 年経過後の実
用化達成率（製品化又は上市
段階の比率。以下同じ。）は
26.2%であるが、平成 27 年度
以降、長期的な技術戦略に基
づいてナショナルプロジェク
トが組成される仕組みが導入
され、プロジェクトの難易度
が上がっていること、第 3 期
中長期目標における実用化達
成率目標 25%以上の数値引き
上げは、難易度が低く実用化
に近いナショナルプロジェク
トの組成につながりかねない
懸念が生じるため、第 4 期中
長期目標ではナショナルプロ
ジェクトであって、非連続ナ
ショナルプロジェクト以外の
ものについては、事業終了後、
５年経過後の時点での実用化
達成率を第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単位の
それぞれにおいて、いずれも
２５％以上とすることを目標
とし、その達成状況を評価す
る。 
 加えて、終了 5 年経過後時
点で実用化達成率のみを評価
すると、第 4 期中長期目標期
間中に終了するナショナルプ
ロジェクトの実用化達成率は
反映されないこととなるた
め、事業終了後、5 年が経過し
ていないナショナルプロジェ
クト（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）について
は、事業終了後に実施する外
部評価委員会による事後評価
における「成果の実用化・事業
化に向けた取組及び見通し」
の評価項目の 4 段階評点が最

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
平成 23 年度以前に終了した

ナショナルプロジェクト243件
の終了 5 年経過後の実用化達
成率（製品化又は上市段階の比
率。以下同じ。）は 26.2%である
が、平成 27 年度以降、長期的
な技術戦略に基づいてナショ
ナルプロジェクトが組成され
る仕組みが導入され、プロジェ
クトの難易度が上がっている
こと、第 3期中長期目標におけ
る実用化達成率目標 25%以上の
数値引き上げは、難易度が低く
実用化に近いナショナルプロ
ジェクトの組成につながりか
ねない懸念が生じるため、第４
期中長期目標ではナショナル
プロジェクトであって、非連続
ナショナルプロジェクト以外
のものについては、事業終了
後、５年経過後の時点での実用
化達成率を第４期中長期目標
期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
２５％以上とすることを目標
とし、その達成状況を評価す
る。 
加えて、終了 5年経過後時点

で実用化達成率のみを評価す
ると、第 4期中長期目標期間中
に終了するナショナルプロジ
ェクトの実用化達成率は反映
されないこととなるため、事業
終了後、5 年が経過していない
ナショナルプロジェクト（非連
続ナショナルプロジェクトを
除く。）については、事業終了後
に実施する外部評価委員会に
よる事後評価における「成果の
実用化・事業化に向けた取組及
び見通し」の評価項目の 4段階
評点が最上位又は上位の区分
となる比率を第4期中長期目標

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェクトで
あって、非連続ナショナルプ
ロジェクト以外のものについ
ては、事業終了後、５年経過後
の時点での実用化達成率を第
４期中長期目標期間全体で該
当する評価単位のそれぞれに
おいて、いずれも２５％以上
とする中長期計画の達成に向
けて取り組み、その達成状況
を評価する。 
加えて、事業終了後、５年が

経過していないナショナルプ
ロジェクト（非連続ナショナ
ルプロジェクトを除く。）につ
いては、事業終了後に実施す
る外部評価委員会による事後
評価における「成果の実用化・
事業化に向けた取組及び見通
し」の評価項目の４段階評点
が最上位又は上位の区分とな
る比率を第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単位の
それぞれにおいて、いずれも
５０％以上とする中長期計画
の達成に向けて取り組むとと
もに、成果の実用化に向けた
マネジメントに、より一層取
り組むものとし、当該比率を
基に実用化達成率の将来予測
を行うものとする。 

【評価軸】 
○技術開発マネジメ
ントの成果が実用化
につながっているか。 
 
【関連する評価指標】 
○事業終了後、５年経
過後の時点での実用
化達成率又は（及び）
外部評価委員会によ
る事後評価における
「実用化見通し」の評
価項目の評点（評価指
標） 

○数値目標１.‐１ 「基幹目標」 
 
【事業終了後、５年経過後の実用化達成率
25％：年度評価対象外】 
 
【事後評価における「実用化の見通し」の
評点（評価指標）】 
・事業終了後に実施する外部評価委員会に
よる事後評価おいて、「成果の実用化・事業
化に向けた取組及び見通し」の評価項目の
４段階評点が最上位又は上位の区分となっ
た比率について、2019 年度の実績は以下の
とおり。 
 
［エネルギーシステム分野］ 
42.8％（３プロジェクト／７プロジェク
ト） 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
 ※2019 年度は、対象となる事後評価案件

無し 
 
［産業技術分野］ 
50.0％（２プロジェクト／４プロジェク
ト） 
 

 
 
【評価の根拠】 
・2019 年度に終了するプロジェクト
11 件の事後評価を予定どおり実施
し、その結果を公表。評価の結果、
「実用化の見通し」 （数値目標１
－１）については、対象案件があっ
たエネルギーシステムのセグ メン
トは 42.8％、産業技術セグメント
は 50.0％。 

・なお、2019 年度は、一部達成しなか
った評価単位があった。 

・一方で、当該評価単位の活動をつぶ
さに確認していくと、数値目標の達
成に向けた各種取組が行われてい
る（エネルギーシステム）。 

【取組例１】「太陽光発電リサイクル
技術開発プロジェクト」 
太陽電池モジュールの低コスト分
解処理技術の確立を行う当事業で
は、世界初となるガラスを粉砕しな
い分解技術を当初予定より早期に
開発し、分解コスト 3.38 円／Ｗと
目標の５円／Ｗを大きく上回った。
ガラスを粉砕せずに分解できるこ
とから、これまで産業廃棄物になっ
ていたガラスを板ガラスの原料に
でき、有価物の価値を向上させ、こ
のことは、分離コスト低減と環境負
荷低減に貢献した。また、事業性に
ついて、プロジェクト期間中である
2019 年１月から、ガラス分離装置
の販売を開始した。ガラス分離装置
は 2019 年で２台を販売し、2020 年
では３台を販売する予定である。 

【取組例２】「固体高分子形燃料電池
利用高度化技術開発事業」 
自動車用燃料電池の高効率・高耐
久・低コスト化を実現する触媒や膜
電極接合体等の開発において、機構
がハブとなって最終製品を市場投
入して顕在化しつつある産業界の
共通課題ニーズを抽出し、プロジェ
クト運営に反映する取組を開始。そ
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上位又は上位の区分となる比
率を第 4 期中長期目標期間全
体で該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも50%以
上（平成 23年度以前に終了し
たナショナルプロジェクト
243 件の実績は 41%）とするこ
とを目標として、成果の実用
化に向けたマネジメントに、
より一層取り組むものとし、
当該比率を基に実用化達成率
の将来予測を行うものとす
る。 

期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
50%以上（平成 23年度以前に終
了したナショナルプロジェク
ト 243 件の実績は 41%）とする
ことを目標として、成果の実用
化に向けたマネジメントに、よ
り一層取り組むものとし、当該
比率を基に実用化達成率の将
来予測を行うものとする。 

の結果 2020 年１月には燃料電池の
耐久性を４倍以上に高める白金-コ
バルト合金水素極触媒を開発。ま
た、数多くのプロジェクト成果の技
術や材料サンプルを産業界へ提供
して活用を開始されるなど、実用
化・事業化に向けた進捗が確実に推
進されているところ。 

【取組例３】「分散型エネルギー次世
代電力網構築実証事業」 
昨今の家庭用太陽光発電の大量導
入による導入の妨げとなる配電系
統中の電圧問題について、当該プロ
ジェクトでは配電系統の電圧対策
を低コストで効果的に社会実装す
るために、次世代パワー半導体Ｓｉ
Ｃを活用した電圧調整機器を開発
し、実系統における検証を行った。
その結果、ＳｉＣの特性を活かした
設置場所制約の解消、電力ロスの低
下、メンテナンス性向上等の実用性
の高い装置を開発。さらに全国共通
の技術仕様を明示し一般送配電事
業者に展開したところ。今後は社会
実装に向けて、ＳｉＣモジュールの
量産への取組や電圧調整の高機能
化にむけた研究開発を実施。実施者
はこれらの自社開発を進め、早けれ
ば 2020 年度中に製品化開発を完了
予定。 

【取組例４】「太陽光発電システム効
率向上・維持管理技術開発プロジェ
クト」 
発電システムの設計施工・保守運用
における安全性の確保に関する当
該プロジェクトでは、太陽光発電普
及のため、設置費用や発電量を
10％以上改善可能な技術を幅広く
開発し、ＰＣＳメーカーやパネルメ
ーカーによる採用が進んでいる。ま
た、地域における発電事業としての
社会的責任を全うするための指針
として、「地上設置型太陽光発電シ
ステムの設計ガイドライン」を策定
し災害等による被害を未然に防止
するための、設計方法や施工事例な
ど様々な技術情報を盛り込んだ。本
ガイドラインは、経済産業省の「電
気設備の技術基準の解釈」やその解
説で引用、環境省の「太陽光発電の
環境配慮ガイドライン」における内
容の例示、太陽光発電協会ホームペ
ージで公開等、公的機関での実活用
に進んでいる。 

【取組例５】「再生可能エネルギー熱
利用技術開発」 
地中熱・雪氷熱等の普及拡大のた
め、導入コスト・運用コスト低減を
促す当該プロジェクトにおいて、事
業終了から１年経過後、既に社会実
装まで進んだ成果を挙げている。例
えば、地中熱は導入実現に２年以上
かかるところ、本事業で実用化した
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帯水層蓄熱システムは事業終了か
ら１年程度で受注実績を上げてい
る。また、雪氷熱は当初の目標値を
２～６倍上回った導入・運用コスト
削減を達成（従来比 50％以上の削
減）したことから、事業終了後１年
以内にデータセンター建設等２件
への導入という受注実績を上げて
いるところであり、着実な社会実装
に向けた取組が行われている。 

【取組例６】「固体酸化物形燃料電池
等実用化推進技術開発」 
本プロジェクトにおいては一部、野
心的なコスト目標に未達であった
ことにより、実用化見込に関しては
低い評価となったが、成果に対する
評価は高かったところ。具体的に
は、業務・産業用のＳＯＦＣの市場
投入時期はプロジェクト開始時点
では 2020 年としていたが、2014 年
６月に定められた水素・燃料電池戦
略ロードマップにおいて 2017 年に
前倒して設定。これを受けて実用化
の取組を加速し、2017 年にはプロ
ジェクト参加していた３社が、現在
我が国で業務・産業用として実用化
されている全てのＳＯＦＣとなる
３種類を 2017 年に前倒しで市場に
投入し、市場化を実現。いずれにせ
よ本プロジェクトに参加していた
他社も現在進行形で上市に向けて、
鋭意研究開発が進捗しているとこ
ろ。 

【取組例７】「電力系統出力変動対応
技術研究開発事業」 
天候により出力が変動する不安定
な再エネを電力系統により多く導
入するため、中核となる再エネの予
測、制御、運用の３つの技術に焦点
をあてた当該プロジェクトでは、複
数の予測技術を統合した新たな風
力発電量の予測技術の開発し目標
値を２～５倍上回る世界最高レベ
ルの精度を達成、プロジェクト終了
後には当該成果の普及展開を目指
したコンソーシアムを構築し社会
実装に向けて取り組んでいる。ま
た、制御及び運用に関する技術で
は、開発した太陽光及び風力発電の
遠隔制御方式が 2019 年度以降に設
置された日本全国のすべての発電
事業用の太陽光及び風力発電シス
テムに導入されている。 

・このような活動結果から、数値目標
の未達を補う取組がなされている
ことを評価するもの。 
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【重要度：高】【優先度：高】 
 研究開発プロジェクトの実
施にかかる成果を測る指標と
して、実用化に繋がった率を
もって評価することが最も適
切と考えられるため、当該率
をもって評価を行うものとす
る。ナショナルプロジェクト
は、民間企業等のみでは取り
組むことが困難な、実用化・事
業化までに中長期の期間を要
し、かつリスクの高い技術開
発であるが、一方でＮＥＤＯ
の技術開発マネジメントによ
って早期に実用化し社会に実
装されることも求められる。
このため、社会実装へ向けた
進捗状況を示す本目標の重要
度は高いものであり、かつ、平
成２７年３月に第３期中長期
目標を変更し、技術シーズの
迅速な事業化を促すため、Ｐ
Ｍへの大幅な権限付与等によ
るプロジェクトマネジメント
の強化を実施しており、この
強化した内容を含むＮＥＤＯ
の技術開発マネジメントによ
る業務成果を直接測るもので
もあるため、指標としての優
先度も高いものである。 
【難易度：高】 
技術開発マネジメントの機能
強化を図る等ＮＥＤＯの業務
執行努力によって、実用化達
成率が高まるものと考えられ
るが、一方で研究開発は常に
不確実性を有することに加
え、平成 27年度以降長期的な
技術戦略に基づいてナショナ
ルプロジェクトが組成される
仕組みが導入され、プロジェ
クトの難易度が上がっている
ため、難易度は高とする。 

― ―  ― ―  

 

（２）技術開発マネジメント
の機能強化 
 ＮＥＤＯが行う技術開発マ
ネジメントについては、事業
終了段階での事後評価結果に
より評価を行うものとし、以
下の数値目標を掲げ、その目
標の達成状況を公表するもの
とする。 

（２）技術開発マネジメントの
機能強化 
機構が行う技術開発マネジ

メントについては、事業終了段
階での事後評価結果により評
価を行うものとし、以下の数値
目標を掲げ、その目標の達成状
況を公表するものとする。 

（２）技術開発マネジメント
の機能強化 
機構が行う技術開発マネジ

メントについては、事業終了
段階での事後評価結果により
評価を行うものとし、以下の
数値目標を掲げ、その目標の
達成状況を公表するものとす
る。 

 （２）技術開発マネジメントの機能強化 
 

―  

 

○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 第 3 期中長期目標期間で
は、ＮＥＤＯが行った技術開
発マネジメントを評価するた
め、ナショナルプロジェクト
終了後に実施する外部評価委
員会による事後評価全体の結
果について、４段階評点が最
上位又は上位の区分の評価を

○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 第３期中長期目標期間では、
機構が行った技術開発マネジ
メントを評価するため、ナショ
ナルプロジェクト終了後に実
施する外部評価委員会による
事後評価全体の結果について、
４段階評点が最上位又は上位
の区分の評価を得る比率を６

○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 「研究開発マネジメント」及
び「研究開発成果」の評価項目
の４段階評点が最上位又は上
位の区分の評価を得る比率に
ついて、第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単位の
それぞれにおいて、いずれも
７０％以上とする中長期計画

【評価軸】 
○適切な技術開発マ
ネジメントを行って
いるか。 
 
【関連する評価指標】 
○事業終了後に実施
する外部評価委員会
による事後評価にお
ける「マネジメント」

○数値目標１.‐２ 
【事後評価における「マネジメント」及び
「成果」の評点（評価指標）】 
・事業終了後に実施する外部評価委員会に
よる事後評価おいて、「研究開発マネジメ
ント」及び「研究開発成果」の評価項目
の４段階評点が最上位又は上位の区分の
評価を得た比率について、2019 年度の実
績は以下のとおり。 

 

 
【評価の根拠】 
・「マネジメント」及び「成果」 （数
値目標１．-２）については、エネ
ルギーシステムのセグメントは
85.7％、産業技術セグメントは
75.0％。 

・２０１９年度は、上記のとおり、全
て目標を達成しているが、一部評価
単位の活動について、その活動をつ
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得る比率を６０％以上とする
ことを目標としていたが、第
4期は、マネジメント結果を直
接的に測定できる「研究開発
マネジメント」及び「研究開発
成果」の評価項目に特化する
こととし、同評価項目の４段
階評点が最上位又は上位の区
分の評価を得る比率につい
て、第４期中長期目標期間全
体で該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも７
０％以上（平成 28 年度までに
事後評価を完了したナショナ
ルプロジェクト 358 件の実績
値は６８％）とすることを目
標とし、その達成状況を評価
する。 

０％以上とすることを目標と
していたが、第４期は、マネジ
メント結果を直接的に測定で
きる「研究開発マネジメント」
及び「研究開発成果」の評価項
目に特化することとし、同評価
項目の４段階評点が最上位又
は上位の区分の評価を得る比
率について、第４期中長期目標
期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
７０％以上（平成２８年度まで
に事後評価を完了したナショ
ナルプロジェクト３５８件の
実績値は６８％）とすることを
目標とし、その達成状況を評価
する。 

の達成に向けて取り組み、そ
の達成状況を評価する。 

及び「成果」の評点（評
価指標） 

［エネルギーシステム分野］ 
 85.7％（６プロジェクト／７プロジェク

ト）  
 
［省エネルギー・環境分野］ 
 ※2019 年度は対象となる事後評価案件

無し 
 
［産業技術分野］ 
 75.0％（３プロジェクト／４プロジェク

ト）  

ぶさに確認していくと、数値目標の
大幅達成は難しかったものの、それ
を達成するための取組が行われて
いる（産業技術）。 

【取組例１】「インフラ維持管理・更
新等の社会課題対応システム開発
プロジェクト」 
本プロジェクトは既存インフラの
効果的・効率的な維持管理・更新等
のためモニタリングシステムの技
術開発及び維持管理を行うロボッ
ト・非破壊検査装置の技術開発を行
い、インフラの維持管理・更新等の
課題に寄与する。 
本プロジェクトでは、「実現場にお
いて実際に機能する具体的なシス
テムの開発」が大きな目標に設定さ
れており、成果としてプロトタイプ
が完成し、インフラ維持管理の省力
化・少人化やデータの取得が見込め
る技術等の成果を創出した。 
研究開発の達成状況と実用化状況
についてはＴＲＬ（Technology 
Readiness Level）という指標を導
入し、点検・モニタリング機器開発
および診断といったすべての研究
課題において、当初目標であるＴＲ
Ｌ７以上をシステムとして達成。 
本プロジェクトは国交省との連携
事業であり、この関連で実施された
国交省の実証実験において高評価
を得て、現場で採用が進められる個
別テーマも実績として出た。 
マネジメントにおいては、ステージ
ゲートの設定、追加採択、前倒し可
能な技術の先行事業化などの早期
実用化を目指したプロジェクトマ
ネジメントを実現するなどの成果
を上げた。また、プロジェクトの目
標を明確化し、委員会において繰返
し強調するなどプロジェクトリー
ダーの強力なリーダーシップとプ
ロジェクトマネージャーとの適切
な連携により事業を推進し、指揮命
令系統及び責任体制が有効に機能
した。 

【取組例２】「次世代プリンテッドエ
レクトロニクス材料・プロセス基盤
技術開発」 
省エネルギーで高効率な電子回路、
軽量・薄型の大面積なフレキシブル
センサーなどを、印刷技術を活用し
て開発するプリンテッドエレクト
ロニクスでは、世界初となる多様な
形状のデバイス製造の実現を可能
とする次世代の基盤技術確立を目
的として技術開発を実施した。 
成果の用途を広げるための実証に
も取り組み、さらにプロジェクト開
始当初の計画にはなかったプリン
テッドエレクトロニクスをＭＥＭ
ＳやＩｏＴの技術と融合して発展
させるためのコンソーシアムをプ
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ロジェクト終了後の研究体制とし
て立ち上げるなど、先を見据えた研
究開発の推進を行った。 
一例として、心電センサーをウェア
へ印刷し実際に心電のモニタリン
グを行ったテーマでは、心電計測ウ
ェアのための電極構造・配置の設計
指標を得る独自の評価手法が世界
初であると認められたことから、研
究論文が英国科学雑誌 Scientific 
Reports に掲載されるなど、国際的
にも注目される成果を創出した。 

【取組例３】「次世代型産業用３Ｄプ
リンタの造形技術開発・実用化事
業」 
装置開発にとどまらないプロジェ
クト運営をすべく開発項目の設定
などのマネジメントにも注力した。
その結果、装置開発のみならず、同
時並行的にユーザーが効率的に装
置を活用するためのソフトウェア
の構築が可能となった。 
また、一例として、レーザービーム
方式３Ｄプリンタの開発では、造形
精度で目標を大きく上回る成果を
創出するとともに、世界最高水準の
造形速度を達成し、日本産業技術大
賞審査委員会特別賞を受賞するな
どの成果に結びついている。 
さらに、プロジェクト終了後も、装
置、材料、ソフトを販売する各企業
が連携するビジネスモデルの実現
に向けて、製造条件・ノウハウ等を
管理・運用する中核となる新会社
を、プロジェクトを通して設立する
など、社会実装に資する具体的な取
組も進展している。 

【取組例４】「ＩｏＴを活用した新産
業モデル創出基盤整備事業」 
本事業では、様々な分野でのデータ
連携体制の整備及び業界内・業界間
で協調すべきデータ収集基盤の構
築に向けて、データ連携の基盤とな
る標準仕様の策定・公開やセキュリ
ティ対策・ルールの見直しなどの取
組を実施。 
設備老朽化・人材不足などの我が国
が抱える社会課題の解決が不可欠
な分野（水道、産業保安、航空）、企
業・業界を越えたデータ連携の可能
性・潜在性を有している分野（物流、
スマートライフ）、稼働率の向上や
サプライチェーンの最適構築など
グローバルな視点で競争力強化を
図る製造分野において取組を推進
した。 
具体的には、水道インフラ分野にお
ける浄水場システムは仕様が異な
るため広域運用が困難との課題に
対応するため、実施体制外のシステ
ムベンダーを含む主要ベンダーを
網羅した広範な合意形成の場を構
築・運営し、システムの標準的仕様
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やシステム導入の手引きを成果と
して創出。また、事業期間中から厚
労省と連携し、本標準仕様を基に複
数の浄水場で実施したデータ連携
実証の効果等を共有。こうした取組
の結果、成果は厚労省から個別自治
体へ通達され、情報連携システムの
構築などの社会実装に繋がってい
る。 
また、産業保安分野においては、デ
ータ活用によるプラント維持管理
の安全性確保と効率化の両立を目
指し、ステークホルダーの理解促進
や合意形成を図る機会を多数設け、
データ共有に消極的な業界の意識
の変容を促し、プラント維持管理デ
ータ連携基盤の構築などの取組を
実施し、社会実装の促進に向けたマ
ネジメントに注力した。 

・このような活動結果から、産業技術
において、数値目標達成をさらに高
める取組がなされていることを評
価するもの。 

 

（３）技術戦略に基づいたチ
ャレンジングな研究開発の推
進 

国費を原資とするナショナ
ルプロジェクトでは基本的に
成功率を高める取組が求めら
れるところであるが、成功率
だけを目標にするとリスクが
高い研究開発が実施されにく
い懸念が生じる。ＮＥＤＯが
今後取り組むべき20年、30年
先の市場を創出する技術は、
現在の類似技術の延長線上の
改良・漸進的進展のみならず、
非連続な飛躍が必要と考えら
れる。このため、現時点ではリ
スクが高い研究開発テーマに
も果敢に挑戦することが求め
られる。 
研究開発の企画・立案段階で
その研究開発目標が達成でき
ないリスクを定量的に評価す
ることは困難であるが、技術
開発リスクが極めて高い一方
で成功した場合の経済・社会
に及ぼす効果が極めて大きい
非連続ナショナルプロジェク
トにつながる技術テーマに積
極的に取り組んでいくべきで
あり、その取組を促すための
数値目標を以下のとおりとす
る。 

（３）技術戦略に基づいたチャ
レンジングな研究開発の推進 
国費を原資とするナショナ

ルプロジェクトでは基本的に
成功率を高める取組が求めら
れるところであるが、成功率だ
けを目標にするとリスクが高
い研究開発が実施されにくい
懸念が生じる。機構が今後取り
組むべき２０年、３０年先の市
場を創出する技術は、現在の類
似技術の延長線上の改良・漸進
的進展のみならず、非連続な飛
躍が必要と考えられる。このた
め、現時点ではリスクが高い研
究開発テーマにも果敢に挑戦
することが求められる。 
 研究開発の企画・立案段階で
その研究開発目標が達成でき
ないリスクを定量的に評価す
ることは困難であるが、技術開
発リスクが極めて高い一方で
成功した場合の経済・社会に及
ぼす効果が極めて大きい非連
続ナショナルプロジェクトに
つながる技術テーマに積極的
に取り組んでいくべきであり、
その取組を促すための数値目
標を以下のとおりとする。 

（３）技術戦略に基づいたチ
ャレンジングな研究開発の推
進 
国費を原資とするナショナ

ルプロジェクトでは基本的に
成功率を高める取組が求めら
れるところであるが、成功率
だけを目標にするとリスクが
高い研究開発が実施されにく
い懸念が生じる。機構が今後
取り組むべき２０年、３０年
先の市場を創出する技術は、
現在の類似技術の延長線上の
改良・漸進的進展のみならず、
非連続な飛躍が必要と考えら
れる。このため、現時点ではリ
スクが高い研究開発テーマに
も果敢に挑戦することが求め
られる。 
研究開発の企画・立案段階

でその研究開発目標が達成で
きないリスクを定量的に評価
することは困難であるが、技
術開発リスクが極めて高い一
方で成功した場合の経済・社
会に及ぼす効果が極めて大き
い非連続ナショナルプロジェ
クトにつながる技術テーマに
積極的に取り組んでいくべき
であり、その取組を促すため
の数値目標を以下のとおりと
する。 

 （３）技術戦略に基づいたチャレンジング
な研究開発の推進 
 
・技術開発リスクが極めて高い一方で成功
した場合の経済・社会に及ぼす効果が極
めて大きい非連続ナショナルプロジェク
トにつながる技術テーマに積極的に取り
組んでいくため、「ＮＥＤＯ先導研究プロ
グラム」において、非連続ナショナルプ
ロジェクトにつながるテーマを積極的に
設定。 

―  
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○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェクト実
施前に行う先導研究におい
て、外部審査委員会において
非連続ナショナルプロジェク
トにつながるものとして分類
されるテーマを第４期中長期
目標期間全体で該当する評価
単位のそれぞれにおいて、い
ずれも全体の４０％以上とす
る目標を新たに設ける。 

○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェクト実
施前に行う先導研究において、
外部審査委員会において非連
続ナショナルプロジェクトに
つながるものとして分類され
るテーマを第４期中長期目標
期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
全体の４０％以上とする目標
を新たに設ける。 

○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェクト実
施前に行う先導研究におい
て、外部審査委員会において
非連続ナショナルプロジェク
トにつながるものとして分類
されるテーマを第４期中長期
目標期間全体で該当する評価
単位のそれぞれにおいて、い
ずれも全体の４０％以上とす
る中長期計画の達成に向けて
取り組む。 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯがチャレ
ンジングな研究開発
に積極的に取り組ん
でいるか 
 
【関連する評価指標】 
○非連続ナショナル
プロジェクトにつな
がるものとして分類
される先導研究テー
マの設定状況（評価指
標） 

○数値目標１.‐３ 「基幹目標」 
【非連続ナショナルプロジェクトにつなが
るものとして分類される先導研究テーマ
の設定状況（評価指標）】 

・ナショナルプロジェクト実施前に行う先
導研究において、外部審査委員会におい
て非連続ナショナルプロジェクトにつな
がるものとして分類されるテーマの割合
について、2019 年度の実績は以下のとお
り。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
100.0％（１テーマ（非連続テーマ数）／
１テーマ（テーマ設定数）） 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
75.0％（３テーマ（非連続テーマ数）／
４テーマ（テーマ設定数）） 

 
［産業技術分野］ 
50.0％（２テーマ（非連続テーマ数）／
４テーマ（テーマ設定数）） 

 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
44.4％（４テーマ（非連続テーマ数）／
９テーマ（テーマ設定数）） 

 

 
【評価の根拠】 
・2019 年度は、すべてのセグメント
で目標値を上回って達成。 

 

 

【重要度：高】【優先度：高】 
 ＮＥＤＯが今後取り組むべ
き 20 年、30 年先の市場を創
出する技術は、現在の類似技
術の延長線上の改良・漸進的
進展のみならず、非連続な飛
躍が必要と考えられ、こうし
た技術の開発はリスクが極め
て高い一方、成功した場合の
経済・社会に及ぼす効果が大
きいと考えられるものであ
る。上記の目標設定により、従
来型の研究開発に加えて、ア
イデアの斬新さと経済・社会
的インパクトを重視した研究
開発に挑戦することを促す仕
掛けを取り入れ、非連続なイ
ノベーションの創出を加速す
るチャレンジングな研究開発
の推進に適した手法の拡大に
取組むことは、重要度及び優
先度がいずれも高いものであ
る。 
【難易度：高】 
 非連続ナショナルプロジェ
クトにつながるものとして分
類される先導研究の創出は、
類似技術の発展・改良のため
の先導研究に比して、大きな
発想の転換や独創性のある技
術の組み合わせなど、従来の
発想にはない高度な提案が必
要となるため、相当の困難性
が認められるため、難易度は
高とする。 

― ―  ― ―  
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（４）国際標準化等を通じた
研究開発成果の事業化支援 

研究開発成果を速やかに社
会実装につなげるとともに、
研究開発成果を取り入れた製
品等の国際的な競争力を確保
するため、ナショナルプロジ
ェクトの企画段階において、
当該分野の技術や関連する規
制・標準の動向を把握し、ナシ
ョナルプロジェクトの「基本
計画」に、研究開発と標準化戦
略及び知的財産マネジメント
を一体的に推進する体制を記
載するものとする。また、標準
化の中でも先端技術の国際標
準化が国際的な競争力を確保
するために重要であることか
ら、その取組を促すための数
値目標を以下のとおりとす
る。 
 なお、ナショナルプロジェ
クト以外の事業についてもナ
ショナルプロジェクトに準じ
て研究開発成果の事業化支援
に取り組むものとする。 

（４）国際標準化等を通じた研
究開発成果の事業化支援 
研究開発成果を速やかに社

会実装につなげるとともに、研
究開発成果を取り入れた製品
等の国際的な競争力を確保す
るため、ナショナルプロジェク
トの企画段階において、当該分
野の技術や関連する規制・標準
の動向を把握し、ナショナルプ
ロジェクトの「基本計画」に、
研究開発と標準化戦略及び知
的財産マネジメントを一体的
に推進する体制を記載するも
のとする。また、標準化の中で
も先端技術の国際標準化が国
際的な競争力を確保するため
に重要であることから、その取
組を促すための数値目標を以
下のとおりとする。 
 なお、ナショナルプロジェク
ト以外の事業についてもナシ
ョナルプロジェクトに準じて
研究開発成果の事業化支援に
取り組むものとする。 

（４）国際標準化等を通じた
研究開発成果の事業化支援 
研究開発成果を速やかに社

会実装につなげるとともに、
研究開発成果を取り入れた製
品等の国際的な競争力を確保
するため、ナショナルプロジ
ェクトの企画段階において、
当該分野の技術や関連する規
制・標準の動向を把握し、ナシ
ョナルプロジェクトの「基本
計画」に、研究開発と標準化戦
略及び知的財産マネジメント
を一体的に推進する体制を記
載するものとする。また、標準
化の中でも先端技術の戦略的
な国際標準化は、国際的な競
争力を確保するために重要で
あることから、その取組を促
すための数値目標を以下のと
おりとする。 
なお、ナショナルプロジェ

クト以外の事業についてもナ
ショナルプロジェクトに準じ
て研究開発成果の事業化支援
に取り組むものとする。 

 （４）国際標準化等を通じた研究開発成果
の事業化支援 

・ナショナルプロジェクトの企画段階にお
いて、標準等の動向を調査し、プロジェ
クトの特性に応じて、「基本計画」に標準
化及び知的財産に関する方針等を記載し
た。併せて、これまでの機構における標
準化に関する活動を概観・整理し、出口
戦略として意味のある標準化の検討や活
動が行われるようにするための試行的な
取組を行い、次年度に向けた体制を構築
した。具体的には、標準を研究開発成果
の社会実装に向けたツールとして効果的
な使い方が検討できるよう、プロジェク
トの特性に応じて、標準化の専門家によ
る助言を得る取組を開始するとともに、
標準化に対する意識の向上にむけて、
2018 年度に策定した「標準化マネジメン
トガイドライン」の普及、プロジェクト
関係者向けの研修などを実施した。 

・一部の評価単位においては国際標準化の
提案を着実に実施した。 

―  

 

○数値目標１‐４ 
【目標】 
 研究開発成果の社会実装及
び国際的な競争力確保への取
組を評価するため、新たに国
際標準化に係る指標を設定す
る。具体的には、ナショナルプ
ロジェクトにおける国際標準
化に係る取組を含んだ基本計
画のうち、ＩＳＯ、ＩＥＣ、フ
ォーラム規格等国際標準化の
提案を行ったプロジェクトの
比率を該当する評価単位のそ
れぞれにおいて、いずれも第
４期中長期目標期間中全体で
１５％以上（第 3 期中長期目
標期間中における実績は１
２．９％）とすることを目標と
する。なお、国内外の関係機関
との連携が必須となる国際標
準化活動において、提案をリ
ードすることは、相当の困難
性があるものである。 

○数値目標１‐４ 
【目標】 
 研究開発成果の社会実装及
び国際的な競争力確保への取
組を評価するため、新たに国際
標準化に係る指標を設定する。
具体的には、ナショナルプロジ
ェクトにおける国際標準化に
係る取組を含んだ基本計画の
うち、ＩＳＯ、ＩＥＣ、フォー
ラム規格等国際標準化の提案
を行ったプロジェクトの比率
を該当する評価単位のそれぞ
れにおいて、いずれも第４期中
長期目標期間中全体で１５％
以上（第３期中長期目標期間中
における実績は１２．９％）と
することを目標とする。なお、
国内外の関係機関との連携が
必須となる国際標準化活動に
おいて、提案をリードすること
は、相当の困難性があるもので
ある。 

○数値目標１‐４ 
【目標】 
 ナショナルプロジェクトに
おける国際標準化に係る取組
を含んだ基本計画のうち、Ｉ
ＳＯ、ＩＥＣ、フォーラム規格
等国際標準化の提案を行った
プロジェクトの比率を該当す
る評価単位のそれぞれにおい
て、いずれも第４期中長期目
標期間中全体で１５％以上と
する中長期計画の達成に取り
組む。 

【評価軸】 
○国際標準化に取り
組んでいるか。 
 
【関連する評価指標】 
○国際標準化提案を
行ったプロジェクト
の割合（評価指標） 

【年度評価対象外】 ―  

 

（５）上記の数値目標を達成
するための技術開発マネジメ
ントの実施 
上記の（１）から（４）の数

値目標を達成するため、以下
のとおり、政策当局と密接に
連携しつつ、産業技術政策な
どの実施機関として適切に技
術開発マネジメントに取組む
ものとする。 

（５）上記の数値目標を達成す
るための技術開発マネジメン
トの実施 
 上記の（１）から（４）の数値
目標を達成するため、以下のと
おり、政策当局と密接に連携し
つつ、産業技術政策などの実施
機関として適切に技術開発マ
ネジメントに取組むものとす
る。 

（５）上記の数値目標を達成
するための技術開発マネジメ
ントの実施 
上記の（１）から（４）の数

値目標を達成するため、以下
のとおり、政策当局と密接に
連携しつつ、産業技術政策な
どの実施機関として適切に技
術開発マネジメントに取り組
むものとする。 

 （５）上記の数値目標を達成するための技
術開発マネジメントの実施 
 

―  
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①ナショナルプロジェクトの
実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段
階 
 企画段階においては、内閣
府の戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ）等ＮＥ
ＤＯ以外の公的機関が戦略を
策定し推進するものを除き、
ＴＳＣが策定する技術戦略及
びプロジェクト構想に基づき
企画立案することを基本とす
る。プロジェクト構想が策定
された段階でＰＭを選定し、
そのＰＭが主体となって、基
本計画の策定、実施体制の構
築を行うものとする。なお、Ｐ
Ｍの選定にあたっては、産業
界、大学等、ＮＥＤＯ内外から
の登用を含め、当該プロジェ
クトの技術開発マネジメント
に最適な技術開発マネジメン
ト体制を構築する。基本計画
には事業終了時や中間時点で
の達成目標を定量的かつ明確
に示すとともに、市場創出効
果、雇用創造効果、広範な産業
への波及効果、中長期視点か
らの我が国産業競争力強化へ
の貢献、内外のエネルギー・環
境問題等の社会的課題の解決
への貢献、費用対効果等の観
点から事前評価を行うものと
する。 
 実施段階においては、プロ
ジェクト期間を複数のステー
ジに分割し、必要な実施体制
の見直し等を柔軟に図る「ス
テージゲート方式」を必要に
応じて活用するものとする。
また、挑戦的なテーマに対し
ベンチャー企業等から広く技
術やアイデアを募集する観点
から、書面審査だけではなく
提案者によるデモンストレー
ション等によるコンテストを
設け、その成績に応じて助成
金の交付等を行う「アワード
方式」についても特性に応じ
て活用することができるもの
とする。 

①ナショナルプロジェクトの
実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段階 
企画段階においては、助成に

より実施するもの及び内閣府
の戦略的イノベーション創造
プログラム（ＳＩＰ）等機構以
外の公的機関が戦略を策定し
推進するもの等を除き、ＴＳＣ
が策定する技術戦略及びプロ
ジェクト構想に基づき企画立
案することとする。プロジェク
ト構想が策定された段階でＰ
Ｍを選定し、そのＰＭが主体と
なって、基本計画の策定、実施
体制の構築を行うものとする。
なお、ＰＭの選定にあたって
は、産業界、大学等、機構内外
からの登用を含め、当該プロジ
ェクトの技術開発マネジメン
トに最適な技術開発マネジメ
ント体制を構築する。基本計画
には事業終了時や中間時点で
の達成目標を定量的かつ明確
に示すとともに、市場創出効
果、雇用創造効果、広範な産業
への波及効果、中長期視点から
の我が国産業競争力強化への
貢献、内外のエネルギー・環境
問題等の社会的課題の解決へ
の貢献、費用対効果等の観点か
ら事前評価を行うものとする。 
 基本計画策定後、円滑かつ迅
速な事業実施、推進を図るた
め、極力多くの事業について、
政府予算の成立を条件として、
実施年度の前年度の３月まで
に公募を開始する。公募は、ホ
ームページ等のメディアの最
大限の活用等により採択基準
を公表しつつ実施する。また、
公募に際しては、機構のホーム
ページ上に、公募開始の１ヶ月
前（緊急的に必要なものであっ
て事前の周知が不可能なもの
を除く。）には公募に係る事前
の周知を行う。さらに、十分な
審査期間と体制構築に必要な
期間を適切に確保することを
最大限留意することを前提に、
応募総数が多い場合等、特段の
事情がある場合を除き、公募か
ら事業開始までの期間を事業
毎に設定し、事務の合理化・迅
速化を図ることとする。また、
事業毎に公募から採択決定ま
での期間を公募要領に明記し
公募を行う。決定した実施体制
の公表や実施体制に含まれな
かった者に対する理由の通知
を行う等、実施体制の決定過程
の透明性を確保することとす
る。 

①ナショナルプロジェクトの
実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段
階 
企画段階においては、助成

により実施するもの及び内閣
府の戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ）等機構
以外の公的機関が戦略を策定
し推進するもの等を除き、Ｎ
ＥＤＯ技術戦略研究センター
（以下「ＴＳＣ」という。）が
策定する技術戦略及びプロジ
ェクト構想に基づき企画立案
することとする。プロジェク
ト構想が策定された段階でプ
ロジェクトマネージャー（以
下「ＰＭ」という。）を選定し、
そのＰＭが主体となって、基
本計画の策定、実施体制の構
築を行うものとする。なお、Ｐ
Ｍの選定にあたっては、産業
界、大学等、機構内外からの登
用を含め、当該プロジェクト
の技術開発マネジメントに最
適な技術開発マネジメント体
制を構築する。また、プロジェ
クトの難度や特性に対応した
適切なマネジメント体制を検
討し、制度に反映する。基本計
画には事業終了時や中間時点
での達成目標を定量的かつ明
確に示すとともに、市場創出
効果、雇用創造効果、広範な産
業への波及効果、中長期視点
からの我が国産業競争力強化
への貢献、内外のエネルギー・
環境問題等の社会的課題の解
決への貢献、費用対効果等の
観点から事前評価を行うもの
とする。 
基本計画策定後、円滑かつ

迅速な事業実施、推進を図る
ため、極力多くの事業につい
て、政府予算の成立を条件と
して、実施年度の前年度の３
月までに公募を開始する。公
募は、ホームページ等のメデ
ィアの最大限の活用等により
採択基準を公表しつつ実施す
る。また、公募に際しては、機
構のホームページ上に、公募
開始の１ヶ月前（緊急的に必
要なものであって事前の周知
が不可能なものを除く。）には
公募に係る事前の周知を行
う。さらに、十分な審査期間と
体制構築に必要な期間を適切
に確保することを最大限留意
することを前提に、応募総数
が多い場合等、特段の事情が
ある場合を除き、公募から事
業開始までの期間を事業毎に

 ①ナショナルプロジェクトの実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段階 
○企画段階 
・企画段階においては、助成により実施す
るもの及び内閣府の戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（ＳＩＰ）等機構以外
の公的機関が戦略を策定し推進するもの
等を除き、ＮＥＤＯ技術戦略研究センタ
ー（以下「ＴＳＣ」という。）が策定する
技術戦略及びプロジェクト構想に基づき
企画立案を実施。プロジェクト構想が策
定された段階でプロジェクトマネージャ
ー（以下「ＰＭ」という。）を選定し、そ
のＰＭが主体となって、基本計画の策定、
実施体制の構築を実施。 

・なお、ＰＭの選定にあたっては、産業界、
大学等、機構内外からの登用を含め、当
該プロジェクトの技術開発マネジメント
に最適な技術開発マネジメント体制を構
築するとともに、マネジメント体制に応
じたＰＭの在り方についても検討。基本
計画には事業終了時や中間時点での達成
目標を定量的かつ明確に示すとともに、
市場創出効果、雇用創造効果、広範な産
業への波及効果、中長期視点からの我が
国産業競争力強化への貢献、内外のエネ
ルギー・環境問題等の社会的課題の解決
への貢献、費用対効果等の観点から事前
評価を実施。 

・基本計画策定後、円滑かつ迅速な事業実
施、推進を図るため、極力多くの事業に
ついて、実施年度の前年度の３月までに
公募を開始。公募は、ホームページ等の
メディアの最大限の活用等により採択基
準を公表しつつ実施。また、公募に際し
ては、機構のホームページ上に、公募開
始の１ヶ月前（緊急的に必要なものであ
って事前の周知が不可能なものを除く）
には公募に係る事前の周知を実施。さら
に、十分な審査期間と体制構築に必要な
期間を適切に確保することを最大限留意
することを前提に、応募総数が多い場合
等、特段の事情がある場合を除き、公募
から事業開始までの期間を事業毎に設定
し、事務の合理化・迅速化を図った。ま
た、事業毎に公募から採択決定までの期
間を公募要領に明記し公募を実施。決定
した実施体制の公表や実施体制に含まれ
なかった者に対する理由の通知を行う
等、実施体制の決定過程の透明性を確保。 

○実施段階 
・実施段階においては、プロジェクト期間
を複数のステージに分割し、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に図る「ステージ
ゲート方式」を必要に応じて活用。2019
年度から開始した研究開発ナショナルプ
ロジェクトのうち、例えば「ＩｏＴ社会
実現のための革新的センシング技術開
発」の基本計画において、ステージゲー
ト方式を行い、研究開発テーマ継続是非
を決定する旨を記載。 

 
【評価の根拠】 
・ＰＭ育成講座について、2019 年度
は 10 回実施。さらに、機構職員が
講師を務め実務上の知見を共有す
る講座を新たに開始（「マネジメン
トガイドライン入門編」、「決算書読
解術」）。 

・新たにＭＥＴＩ－ＮＥＤＯ共催の 
「産業技術総合研修」を 2019 年 12
月に開催し、政策担当者やＮＥＤＯ
－ＰＬ／ＳＰＬ等の幅広い人材育
成に向けた取組を強化 

・2019 年度末現在のＰＭの内訳は、
民間出向が 28名、プロパーが 19 名
（うち民間からの転籍５名）。 

・本取組は、国内の関連独法も参加し
た「第 25 回独立行政法人評価制度
委員会（総務省、 2020 年２月 19 日
開催）」において、ＰＭ人材の支援・
育成に向けた「法人活性化事例」と
して取上げられ、有識者からも高い
評価を獲得。 
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実施段階においては、プロジェ
クト期間を複数のステージに
分割し、必要な実施体制の見直
し等を柔軟に図る「ステージゲ
ート方式」を必要に応じて活用
するものとする。また、挑戦的
なテーマに対しベンチャー企
業等から広く技術やアイデア
を募集する観点から、書面審査
だけではなく提案者によるデ
モンストレーション等による
コンテストを設け、その成績に
応じて助成金の交付等を行う
「アワード方式」についても特
性に応じて活用することがで
きるものとする。 

設定し、事務の合理化・迅速化
を図ることとする。また、事業
毎に公募から採択決定までの
期間を公募要領に明記し公募
を行う。決定した実施体制の
公表や実施体制に含まれなか
った者に対する理由の通知を
行う等、実施体制の決定過程
の透明性を確保することとす
る。 
実施段階においては、プロ

ジェクト期間を複数のステー
ジに分割し、必要な実施体制
の見直し等を柔軟に図る「ス
テージゲート方式」を必要に
応じて活用するものとする。
また、挑戦的なテーマに対し
ベンチャー企業等から広く技
術やアイデアを募集する観点
から、書面審査だけではなく
提案者によるデモンストレー
ション等によるコンテストを
設け、その成績に応じて助成
金の交付等を行う「アワード
方式」についても特性に応じ
て活用することができるもの
とする。 

 

ⅱ）評価(Check)及び反映・実
行（Action）段階 
評価段階においては、中間評

価及び事後評価の実施、また、
必要に応じて追跡調査・評価
を実施することとし、産業界、
学術界等の外部の専門家・有
識者を活用し厳格に行い、各
評価結果については、技術情
報等の流出等の観点に配慮し
つつ、可能な範囲で公表する
ものとする。追跡調査・評価で
は、これまでの機構の研究開
発成果が活用された製品・プ
ロセス等について、それらが
社会にもたらした経済効果
（アウトカム）を把握する既
存の取組を継続するととも
に、第４期中長期目標期間の
機構の技術開発マネジメント
で期待される研究成果を予測
し、その成果を活用して実用
化が期待される製品等の売上
げ等の予測を行うことによっ
て将来的な経済効果（アウト
カム）を推計する新たな取組
を検討する。 
 なお、非連続ナショナルプ
ロジェクトについては、評価
段階において、実用化・事業化
の見通しに加え、獲得された
知見の他の技術や用途への波
及効果等の観点から多面的に
評価する。 
また、反映・実行段階において
は、各評価結果から得られた

ⅱ）評価(Check)及び反映・実行
（Action）段階 
評価段階においては、中間評
価及び事後評価の実施、また、
必要に応じて追跡調査・評価を
実施することとし、産業界、学
術界等の外部の専門家・有識者
を活用し厳格に行い、各評価結
果については、技術情報等の流
出等の観点に配慮しつつ、可能
な範囲で公表するものとする。
追跡調査・評価では、これまで
の機構の研究開発成果が活用
された製品・プロセス等につい
て、それらが社会にもたらした
経済効果（アウトカム）を把握
する既存の取組を継続すると
ともに、第４期中長期目標期間
の機構の技術開発マネジメン
トで期待される研究成果を予
測し、その成果を活用して実用
化が期待される製品等の売上
げ等の予測を行うことによっ
て将来的な経済効果（アウトカ
ム）を推計する新たな取組を検
討する。 
 なお、非連続ナショナルプロ
ジェクトについては、評価段階
において、実用化・事業化の見
通しに加え、獲得された知見の
他の技術や用途への波及効果
等の観点から多面的に評価す
る。 
また、反映・実行段階において
は、各評価結果から得られた技
術開発マネジメントに係る多

ⅱ）評価(Check)及び反映・実
行（Action）段階 
平成３１年度においては、

中間評価及び事後評価の実
施、また、必要に応じて追跡調
査・評価を実施することとし、
産業界、学術界等の外部の専
門家・有識者を活用し厳格に
行い、各評価結果については、
技術情報等の流出等の観点に
配慮しつつ、可能な範囲で公
表する。追跡調査・評価では、
これまでの機構の研究開発成
果が活用された製品・プロセ
ス等について、それらが社会
にもたらした経済効果（アウ
トカム）を把握する既存の取
組を継続するとともに、第４
期中長期目標期間の機構の技
術開発マネジメントで期待さ
れる研究成果を予測し、その
成果を活用して実用化が期待
される製品等の売上げ等の予
測を行うことによって将来的
な経済効果（アウトカム）を推
計する取組として、平成３１
年度は、策定したガイドライ
ンに基づき、研究開発の成果
によって将来もたらされる具
体的なアウトカムを引き続き
推計し、よりわかりやすいア
ウトカムの説明に努めてい
く。 
なお、非連続ナショナルプ

ロジェクトについては、評価
段階において、実用化・事業化

 ⅱ）評価(Check)及び反映・実行（Action）
段階 

・個々の事業に係る中間評価、事後評価及
び追跡評価については、産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者を活用し厳格
に実施した。 

・2019 年度はナショナルプロジェクト９件
（中間評価９件及び事後評価 11 件）につ
いて、外部の専門家・有識者による評価
を実施した。 

 評価結果を確定し次第、可能な範囲で機
構ホームページ上において公表する。 

・追跡アンケート調査については、2013・
14・16・18 年度に終了した 55 プロジェ
クトに対して、延べ 1,255 機関にアンケ
ート調査を実施し、回答率 99.5％を達成
した。また、今回で追跡調査が完了とな
った 2013 年度終了プロジェクトにおけ
る実用化状況を「短期的アウトカム」と
して機構ホームページで公開した。 

・得られた追跡調査結果に基づき、実用化
実績をデータベース化し、採択審査やマ
ッチング会参加企業選定へ活用した。ま
た、複数年度の追跡調査結果の統計解析
により、技術分野毎の成功・失敗要因を
分析した。さらに、方法論については、
国内外主要研究者・機関等との議論に基
づき更なる高度化を図った。 

 機構の追跡調査は、国内外機関から注目
を集めており、その取組についてはＣＳ
ＴＩ評価専門調査会等で国内における優
良事例として取り上げられ、各省庁・関
連機関等へ共有された。アウトカムの把
握については、上市・製品化した主要 117
製品に関する経済効果（売上）等につい
て、2018 年度に試算した結果を、機構ホ

 
【評価の根拠】 
・2019 年度の対象プロジェクト（中
間評価９件及び前倒し事後２件）に
ついて、評価を実施し、評価コメン
トをまとめるとともに、評価結果を
数値化して提示。 

・評価の結果及びプロジェクト開始
後の社会経済情勢の変化等を踏ま
えて、技術開発内容やマネジメント
等の改善を検討し、実施計画の見直
すほか、次期事業開始段階での活用
を的確に実施。 

 
・また、アンケート調査の回答率
99.5％精度の高い追跡調査を実現。 

・実用化実績をデータベース化し、採
択審査やマッチング会参加企業選
定へ活用。 

・追跡調査結果の統計解析により、技
術分野毎の成功要因を分析。方法論
の高度化を継続中。 

・追跡調査の取組が内閣府の会議（Ｃ
ＳＴＩ／評価専門調査会）で国内に
おける優良事例として取り上げら
れるなど、各省庁・関連機関等へ共
有された。 

 
・さらに、2019 年度も調査によって
新規の２製品（ビル用マルチエアコ
ン、光伝送用コヒーレントＤＳＰを
対象に追加し、119 製品に拡大。 

・既存製品についても、コア技術の適
用製品拡大や事業終了等による将
来予測の変動等、最新の情報を反
映。 
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技術開発マネジメントに係る
多くの知見、教訓、良好事例等
を蓄積することにより、マネ
ジメント機能全体の改善・強
化に反映させる。 

くの知見、教訓、良好事例等を
蓄積することにより、マネジメ
ント機能全体の改善・強化に反
映させる。 

の見通しに加え、獲得された
知見の他の技術や用途への波
及効果等の観点から多面的に
評価する。 
また、反映・実行段階におい

ては、各評価結果から得られ
た技術開発マネジメントに係
る多くの知見、教訓、良好事例
等を蓄積することにより、マ
ネジメント機能全体の改善・
強化に反映させる。 

ームページを通じて情報発信を実施。
2019 年度は試算対象となる製品の精査
及び新規製品の探索を行うとともに、効
果・便益に関する新たな表現方法の検討
を行った。第４期中長期目標期間の機構
の技術開発マネジメントで期待される研
究成果を予測し、その成果を活用して実
用化が期待される製品等の売上げ等の予
測を行うことによって将来的な経済効果
（アウトカム）を推計する新たな取組と
して、策定したガイドラインに基づき、
研究開発の成果によって将来もたらされ
る具体的なアウトカムを推計し、よりわ
かりやすいアウトカムの説明を実施。 

・非連続ナショナルプロジェクトの評価項
目・基準に基づき、該当案件の中間評価
を１件実施した。（2019 年度に実施した
追跡調査対象事業に非連続ナショナルプ
ロジェクトは含まれない。） 

・中間評価結果を踏まえ、プロジェクト運
営に反映させた。また、事後評価結果を
踏まえ、以後の機構のマネジメントの改
善に活用させた。 

・中間評価、事後評価及び追跡評価の各結
果から得られた知見、教訓については、
新規着任者に対する研修（７回実施）に
おいて共有。 

 

ⅲ）国際標準化等を通じた研
究開発成果の事業化支援の具
体的な取組内容 
・プロジェクト企画段階の取
組 
 国内外の市場を獲得するた
め、有望技術と社会課題・市場
課題と当該分野の規制・標準
等の動向把握・分析を踏まえ、
知的財産権、標準化、性能評
価、環境影響評価、ロードマッ
プ・ガイドライン、データベー
ス策定、産業人材育成、規制構
築のための実証等の社会実装
に必要となる要素を可能な限
り特定するものとする。 
 産業構造審議会 産業技術
環境分科会 基準認証小委員
会の「今後の基準認証の在り
方 答申」（平成 29年 10 月）
を踏まえ、先端分野や異業種
横断分野を中心に、技術開発
成果に関するＩＳＯ・ＩＥＣ
等の国際標準化を図るため、
プロジェクト「基本計画」にお
いて標準化に係る取組を具体
的に記載してプロジェクトを
実施するものとする。その際、
技術戦略を踏まえた社会実装
への効果の高い国際標準の獲
得を目指すものとする。また、
鉱工業分野、エネルギー・環境
分野における標準化提案・審
議を実施する国内外の標準関
係団体との連携強化を図るも
のとする。 

ⅲ）国際標準化等を通じた研究
開発成果の事業化支援の具体
的な取組内容 
・プロジェクト企画段階の取組 
 国内外の市場を獲得するた
め、有望技術と社会課題・市場
課題と当該分野の規制・標準等
の動向把握・分析を踏まえ、知
的財産権、標準化、性能評価、
環境影響評価、ロードマップ・
ガイドライン、データベース策
定、産業人材育成、規制構築の
ための実証等の社会実装に必
要となる要素を可能な限り特
定するものとする。 
 産業構造審議会 産業技術環
境分科会 基準認証小委員会の
「今後の基準認証の在り方 
答申」（平成２９年１０月）を踏
まえ、先端分野や異業種横断分
野を中心に、技術開発成果に関
するＩＳＯ・ＩＥＣ等の国際標
準化を図るため、プロジェクト
「基本計画」において標準化に
係る取組を具体的に記載して
プロジェクトを実施するもの
とする。その際、技術戦略を踏
まえた社会実装への効果の高
い国際標準の獲得を目指すも
のとする。また、鉱工業分野、
エネルギー・環境分野における
標準化提案・審議を実施する国
内外の標準関係団体との連携
強化を図るものとする。 
 知的財産マネジメントにつ
いては、プロジェクトで創出さ

ⅲ）国際標準化等を通じた研
究開発成果の事業化支援の具
体的な取組内容 
・プロジェクト企画段階の取
組 
 国内外の市場を獲得するた
め、有望技術と社会課題・市場
課題と当該分野の規制・標準
等の動向把握・分析を踏まえ、
知的財産権、標準化、性能評
価、環境影響評価、ロードマッ
プ・ガイドライン、データベー
ス策定、産業人材育成、規制構
築のための実証等の社会実装
に必要となる要素を可能な限
り特定するものとする。 
産業構造審議会 産業技術

環境分科会 基準認証小委員
会の「今後の基準認証の在り
方 答申」（平成２９年１０
月）を踏まえ、先端分野や異業
種横断分野を中心に、技術開
発成果に関するＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ等の国際標準化を図るた
め、プロジェクト「基本計画」
において標準化に係る取組を
具体的に記載してプロジェク
トを実施するものとする。そ
の際、技術戦略を踏まえた社
会実装への効果の高い国際標
準の獲得を目指すものとす
る。また、鉱工業分野、エネル
ギー・環境分野における標準
化提案・審議を実施する国内
外の標準関係団体との連携強
化を図るものとする。 

 ⅲ）国際標準化等を通じた研究開発成果の
事業化支援の具体的な取組内容 

・標準化については、プロジェクトの特性
に応じて、プロジェクト「基本計画」に
おいて標準化に係る取組を具体的に記載
し実施しつつ、これまでの機構における
標準化に関する活動を概観・整理し、出
口戦略として意味のある標準化の検討や
活動が行われるようにするための試行的
な取組を行い、次年度に向けた体制を構
築した。具体的には、標準を研究開発成
果の社会実装に向けたツールとして効果
的な使い方が検討できるよう、プロジェ
クトの特性に応じて、標準化の専門家に
よる助言を得る取組を開始するととも
に、標準化に対する意識の向上にむけて、
平成 30 年度に策定した「標準化マネジメ
ントガイドライン」の普及、プロジェク
ト関係者向けの研修などを実施した。 

・知的財産マネジメントについては、プロ
ジェクトで創出された委託研究開発事業
の知的財産に原則日本版バイドール条項
を適用し、受託者の事業・研究活動の促
進を図った。また、経済産業省での「委
託研究開発における知的財産マネジメン
トに関する運用ガイドライン」の改訂を
踏まえ、「ＮＥＤＯプロジェクトにおける
知的財産マネジメント基本方針」に、研
究成果に係る知的財産権について国外企
業等と機構との共有（持分の 50%以上は
機構に帰属）を原則とすることや親会社
又は子会社（これらの会社が国外企業等
である場合に限る。）への移転等の場合に
は、機構に事前連絡の上、機構の承認を
得るものとすることを加える等の改訂を
した。 

―  
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 知的財産マネジメントにつ
いては、プロジェクトで創出
された知的財産には原則とし
て日本版バイドール条項を適
用し、知的財産の受託者帰属
を通じて研究活動を活性化
し、その成果を事業活動にお
いて効率的に活用できるよう
にするものとする。 
 また、プロジェクトの目的
を達成するために、プロジェ
クト開始までにプロジェクト
参加者間で知的財産合意書を
策定することや海外市場展開
を勘案した出願を原則化した
「知財マネジメント基本方
針」を全プロジェクトに適用
するものとする。 

れた委託事業の知的財産には
原則として日本版バイドール
条項を適用し、知的財産の受託
者帰属を通じて研究活動を活
性化し、その成果を事業活動に
おいて効率的に活用できるよ
うにするものとする。 
また、プロジェクトの目的を達
成するために、プロジェクト開
始までにプロジェクト参加者
間で知的財産合意書を策定す
ることや海外市場展開を勘案
した出願を原則化した「知財マ
ネジメント基本方針」を全ての
委託事業に適用するものとす
る。 

知的財産マネジメントにつ
いては、プロジェクトで創出
された委託事業の知的財産に
は原則として日本版バイドー
ル条項を適用し、知的財産の
受託者帰属を通じて研究活動
を活性化し、その成果を事業
活動において効率的に活用で
きるようにするものとする。 
また、プロジェクトの目的を
達成するために、プロジェク
ト開始までにプロジェクト参
加者間で知的財産合意書を策
定することや海外市場展開を
勘案した出願を原則化した
「知財マネジメント基本方
針」を全ての委託事業に適用
するものとする。 
さらに、プロジェクトでお

けるデータの取扱を定めた、
「データマネジメントに係る
基本方針」も全ての委託事業
に適用するものとする。 

・また、全ての委託研究開発事業に対し「Ｎ
ＥＤＯプロジェクトにおける知財マネジ
メント基本方針」を適用すると共に、プ
ロジェクト参加者間で知的財産合意書を
策定するようにした。 

・さらに、「ＮＥＤＯプロジェクトにおける
データマネジメントに係る基本方針」を
全ての委託研究開発事業に適用した。 

 

・プロジェクト終了後の取組 
 ＮＥＤＯの研究開発成果を
事業活動において活用しよう
とする者に対する出資（金銭
の出資を除く。）並びに人的及
び技術的支援を行うととも
に、株式会社ＩＮＣＪなど事
業化促進に資する機能を有す
る外部機関と積極的に連携す
ることにより、技術開発の成
果の事業化を促進するものと
する。 

・プロジェクト終了後の取組 
 機構の研究開発成果を事業
活動において活用しようとす
る者に対する出資（金銭の出資
を除く。）並びに人的及び技術
的支援を行うとともに、株式会
社ＩＮＣＪなど事業化促進に
資する機能を有する外部機関
と積極的に連携することによ
り、技術開発の成果の事業化を
促進するものとする。 

・プロジェクト終了後の取組 
 機構の研究開発成果を事業
活動において活用しようとす
る者に対する出資（金銭の出
資を除く。）並びに人的及び技
術的支援を行うとともに、株
式会社ＩＮＣＪなど事業化促
進に資する機能を有する外部
機関と積極的に連携すること
により、技術開発の成果の事
業化を促進するものとする。 

 ・中堅・中小・ベンチャー企業に対する事
業化支援の一環として、金融機関への仲
立ちを行うとこによる支援を実施。具体
的には、資金需要のあるＮＥＤＯ事業者
を株式会社ＩＮＣＪや株式会社日本政策
金融公庫（ＪＦＣ）等への紹介を行うこ
とで、出資や融資の実行につなげ、ビジ
ネス展開を後押し。2019 年度において
は、複数の金融機関へ計８件の出資や融
資案件を紹介し、１件は出資済。 

―  

 

また、技術開発の成果を速や
かに実用化・事業化に繋げる
よう、ＮＥＤＯとして事業者
に対し、技術開発成果を経営
において有効に活用するため
の効果的方策（技術開発マネ
ジメント、テーマ選定、提携先
の選定、経営における活用に
向けた他の経営資源との組み
合わせ等）を提案するなど、技
術経営力の強化に関する助言
を積極的に行うものとする。 

また、技術開発の成果を速や
かに実用化・事業化に繋げるよ
う、機構として事業者に対し、
技術開発成果を経営において
有効に活用するための効果的
方策（技術開発マネジメント、
テーマ選定、提携先の選定、経
営における活用に向けた他の
経営資源との組み合わせ等）を
提案するなど、技術経営力の強
化に関する支援を積極的に行
うものとする。 

また、技術開発の成果を速
やかに実用化・事業化に繋げ
るよう、ビジネスマッチング
を積極的に実施する。具体的
には、事業化を見据えたピッ
チイベントを実施するものと
し、オープンイノベーション・
ベンチャー創造協議会の活動
について事業実施者へ紹介
し、提携先の模索や技術シー
ズの発掘等の双方向支援を積
極的に行うものとする。 

 ・支援事業者の連携・事業化促進等を目的
にピッチイベントを計９回開催（ＮＥＤ
Ｏピッチ（於：機構本部）を６回、外部
の展示会等でのピッチを３回実施）。 

【評価の根拠】 
・ＮＥＤＯピッチ登壇をきっかけと
して、29 件の個別企業面談と具体
的な事業提携に向けたＮＤＡ締結
等の協業の成立が４件実現する等、
オープンイノベーションの推進に
大きく寄与。 

 

 

さらに、技術開発の成果をユ
ーザーにサンプル提供し、そ
の評価結果から課題を抽出す
る技術シーズマッチングを行
う等、技術開発の成果のユー
ザー・市場・用途の開拓に係る
支援を行うものとする。 

 さらに、技術開発の成果をユ
ーザーにサンプル提供し、その
評価結果から課題を抽出する
技術シーズマッチングを行う
等、技術開発の成果のユーザ
ー・市場・用途の開拓に係る支
援を行うものとする。 

 さらに、技術開発の成果のユ
ーザー・市場・用途の開拓に係
る展示会でのマッチングの機
会を提供する等の支援を行
い、機構の支援をきっかけと
した出展事業者へのサンプル
提供や資料請求等の問い合わ
せを得ることを目指す。 

 ・さらに、技術開発の成果のユーザー・市
場・用途の開拓を目的に「イノベーショ
ン・ジャパン 2019」を開催する等、マッ
チングの機会を提供する等の支援を行
い、機構の支援をきっかけとした出展事
業者へのサンプル提供や資料請求等の問
い合わせを得た。 

―  
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― ― 目標を適用する評価単位
は、エネルギーシステム分野、
省エネルギー・環境分野、産業
技術分野、新産業創出・シーズ
発掘等分野とし、単位毎の目
標は以下のとおりとする。 
エネルギーシステム分野   
 １００件以上 
省エネルギー・環境分野    
１００件以上 

産業技術分野         
５００件以上 

新産業創出・シーズ発掘等
分野 
 ５００件以上 

【関連する評価指標】 
技術シーズのマッチ
ング件数（評価指標） 

【技術シーズのマッチング件数（評価指
標）】 

・マッチング件数について、2019 度の実績
は以下のとおり。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
394 件 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
499 件 

 
［産業技術分野］ 
2,808 件 

 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
1,180 件 

 
（参考：機構全体） 
 合計 4,881 件 

【評価の根拠】 
・各展示会等において、動画や広報誌
などと連動させるなどの工夫を行
い、セグメントごとの目標値を達
成。 

・実際に、共同研究等の成約まで至っ
たものは昨年度の 28 件よりも多い
63 件あり、研究成果の社会実装に
貢献。 

 

 

②ナショナルプロジェクト以
外の事業の実施（実証事業、テ
ーマ公募型事業、国際実証・国
際共同事業） 

企画（Plan）・実施（Do）段
階、評価（Check）及び反映・
実行（Action）段階において
は、技術戦略策定を除き、１.
（５）①に準じて、業務を行う
ものとする。 

②ナショナルプロジェクト以
外の事業の実施（実証事業、テ
ーマ公募型事業、国際実証・国
際共同事業） 
企画（Plan）・実施（Do）段階、

評価（Check）及び反映・実行
（Action）段階においては、技
術戦略策定を除き、１.（５）①
に準じて、業務を行うものとす
る。 

②ナショナルプロジェクト以
外の事業の実施（実証事業、テ
ーマ公募型事業、国際実証・国
際共同事業） 
企画（Plan）・実施（Do）段

階、評価（Check）及び反映・
実行（Action）段階において
は、技術戦略策定を除き、１.
（５）①に準じて、業務を行う
ものとする。 

 ②ナショナルプロジェクト以外の事業の実
施（実証事業、テーマ公募型事業、国際
実証・国際共同事業） 

・企画（Plan）・実施（Do）段階、評価（Check）
及び反映・実行（Action）段階において
は、技術戦略策定を除き、１.（５）①に
準じて、業務を行った。 

―  

 

― 具体的には、テーマ公募型事
業においては、各事業の目的に
応じた良質な提案を集めるこ
とが重要であることに鑑み、全
国で制度説明を行い提案者の
掘り起こしを推進する。また採
択するテーマについては、各制
度の目的に応じ、達成目標を定
量的かつ明確に示すとともに、
採択にあたっては産業界、学術
界等の外部の専門家・有識者を
活用し厳格に行う。評価段階に
おいては、各テーマ公募型事業
の目的が達成されるよう制度
評価を行い、不断の見直しを行
う。また、各テーマ公募型事業
において採択したテーマにつ
いては、産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者を活用し評
価を厳格に行う。 

具体的には、テーマ公募型
事業においては、各事業の目
的に応じた良質な提案を集め
ることが重要であることに鑑
み、全国で制度説明を行い提
案者の掘り起こしを推進す
る。また採択するテーマにつ
いては、各制度の目的に応じ、
達成目標を定量的かつ明確に
示すとともに、採択にあたっ
ては産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用し厳
格に行う。評価段階において
は、各テーマ公募型事業の目
的が達成されるよう制度評価
を行い、不断の見直しを行う。
また、各テーマ公募型事業に
おいて採択したテーマについ
ては、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用し評
価を厳格に行う。 

 ・テーマ公募型事業においては、地方自治
体や経済産業局等と連携し、全国で制度
説明等を 62 回行い、提案者の掘り起こし
を実施。採択にあたっては、産業界、学
術界等の外部の専門家・有識者を活用し
厳格に審査を実施。事業の実施中には技
術委員会を開催し、各テーマの研究開発
の進捗、課題等を把握するとともに、外
部の専門家・有識者からのフィードバッ
クを行うことで研究開発を推進。 

―  

 

― 国際実証・国際共同事業にお
いては、制度の実施方法や事業
内容について機構と相手国政
府機関等との間でＭＯＵを締
結した上で実施する。 

国際実証・国際共同事業に
おいては、制度の実施方法や
事業内容について機構と相手
国政府機関等との間で合意文
書を締結した上で実施する。 

 ・国際実証・国際共同事業においては、制
度の実施方法や事業内容について機構と
相手国政府機関等との間でＭＯＵ等を締
結した上で実施。 

 国際共同研究開発については、対象３か
国（イスラエル、フランス、ドイツ）に
対象２か国（スペイン、チェコ）が新た
に追加され、実施機関との協力協定に基
づき、12件（継続６件、新規６件）の事
業を実施。企業マッチングや知財総合戦
略を支援する他の公的機関の支援スキー

【評価の根拠】 
・タイのエネルギー省とＬＯＩを締
結し、二国間協力を深化。 

・今後ＪＣＭプロジェクトとして登
録されれば、機構としてタイで初の
ＪＣＭプロジェクトになり、両国の
国別削減目標（ＮＤＣ）へ貢献が見
込まれる。 
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ムと連携を図るとともに、広報活動も強
化し、事業推進体制を強化。 

・また更なる国際共同研究開発案件形成を
促進する為、欧州を中心とした国際共同
研究のプラットフォームであるＥＵＲＥ
ＫＡ制度を活用すべく交渉を進め、次年
度は上記５カ国に加え、イギリスとカナ
ダを加えた７か国で公募を実施する了承
を得た。 

・国際実証事業に係る協力協定等について
2019 度は４件締結。25 件の実証事業、８
件の調査を推進し、我が国エネルギー産
業の海外展開、市場開拓、国内外のエネ
ルギー転換・脱炭素化、我が国のエネル
ギー安全保障に貢献。 

・国際実証事業の「リスクマネジメントガ
イドライン」の大幅改訂を４月に行い、
併せて関係者への研修を実施した。 

・民間主導による低炭素技術普及促進事業
においては「ＡＳＥＡＮ地域電力会社向
けＩｏＴ活用による発電事業資産効率
化・高度化促進のための技術実証事業（タ
イ）」が実証事業へ移行。これに伴いタイ
エネルギー省とＬＯＩを締結。本実証は
今後ＪＣＭプロジェクトとして登録され
れば、ＮＥＤＯとしてタイで初めてのＪ
ＣＭプロジェクトとなる。 

 
○海外機関との情報交換協定等締結状況 
（モニタリング指標） 
［エネルギーシステム分野］ 
ＭＯＵ等締結件数：２件 
・相手国：タイ 工業省 
 事業名：アジア省エネルギー型資源循環

制度導入実証事業／タイ王国バ
ンコクにおける電気・電子機器
廃棄物の国際循環リサイクルシ
ステム実証事業 

 
・相手国：台湾 工業技術院 
 内容：情報交換協定 
 
［省エネルギー・環境分野］ 
ＭＯＵ等締結件数：２件 
・相手国：タイ エネルギー省 
事業名：民間主導による低炭素技術普及

促進事業／ＡＳＥＡＮ地域電力
会社向けＩｏＴ活用による発電
事業資産効率化・高度化促進事
業 

 
・相手国：ウズベキスタン共和国 住宅・

公共サービス省及び経済産業
省 

内容：協力関係強化 
 
[産業技術分野] 
ＭＯＵ等締結件数：１件 
・相手国：チェコ 
事業名：国際共同研究開発事業（コファ

ンド） 
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③国際的な議論への貢献及び
関係機関との連携等 
世界トップレベルの産官学

関係者が一堂に会して、地球
温暖化問題の解決に向けたエ
ネルギー・環境技術のイノベ
ーションを促進する方策を議
論する国際会議ＩＣＥＦ
(Innovation for Cool Earth 
Forum)等の国際的な取組への
貢献、先進諸国等との連携を
着実に進めるものとする。ま
た、国連サミットで採択され
た持続可能な開発目標
(Sustainable Development 
Goals:SDGs）を踏まえ、我が
国における持続可能な開発の
実施指針（平成 28年 12 月持
続可能な開発目標（SDGs）推
進本部決定）への対応につい
ても検討する。 
 さらに、日本の技術の海外
展開と海外における技術開発
動向把握のため、海外の研究
開発機関や政府機関との協力
関係を強化する。その際には、
一方的な技術流出にならない
よう双方にとってＷｉｎ－Ｗ
ｉｎの関係となるような連携
の推進を図る。 

③国際的な議論への貢献及び
関係機関との連携等 
 世界トップレベルの産官学関
係者が一堂に会して、地球温
暖化問題の解決に向けたエネ
ルギー・環境技術のイノベー
ションを促進する方策を議論
する国際会議ＩＣＥＦ
(Innovation for Cool Earth 
Forum)、世界の最新技術を日
本に集め、日本発のルールで
開発競争を加速させることを
目的としたＷＲＳ（World 
Robot Summit）等の国際的な
取組への貢献、先進諸国等と
の連携を着実に進めるものと
する。 
 また、国連サミットで採択
された持続可能な開発目標
（Sustainable Development 
Goals:SDGs）を踏まえ、我が
国における持続可能な開発の
実施指針（平成２８年１２月
持続可能な開発目標（SDGs）
推進本部決定）への対応につ
いても検討する。 
 また、日本の技術の海外展
開の促進及び海外における技
術開発動向把握のため、海外
の研究開発機関や政府機関と
の協力関係を強化する。その
際、一方的な技術流出になら
ないよう双方にとってＷｉｎ
－Ｗｉｎとなる関係構築を目
指す。 

③国際的な議論への貢献及び
関係機関との連携等 
第６回“Innovation for 

Cool Earth Forum（ＩＣＥ
Ｆ）”を実施する。平成３１
年度は、ＩＣＥＦの主要テー
マである「人為的ＣＯ２のネ
ット・ゼロ・エミッション」
の実現に向け、技術及び社会
基盤のイノベーションを促進
するべく、議論を深化させ
る。また、ＩＥＡなどの国際
機関との連携を引き続き実施
するとともに、海外における
国際会議においてＩＣＥＦの
成果を発表するなど、気候変
動問題の解決に向けた更なる
イノベーションの促進に貢献
していく。 
世界の最新技術を日本に集

め、日本発のルールで開発競
争を加速させることを目的と
した“World Robot Summit 
２０２０（ＷＲＳ２０２
０）”を令和２年に開催する
ための準備活動を展開する。
同大会に関する意思決定を行
うための実行委員会及び諮問
委員会を開催し、４つのカテ
ゴリー（ものづくり、サービ
ス、インフラ・災害対応、ジ
ュニア）ごとに競技委員会を
運営して、詳細設計を進め、
関係する自治体や学会等との
連携を確保しつつ、適時、競
技ルール等の周知、参加者募
集を行う。 
政府や関係機関等における

持続可能な開発目標
（Sustainable Development 
Goals:SDGs）に関する検討に
協力する。 
また、日本の技術の海外展

開の促進及び海外における技
術開発動向把握のため、海外
の研究開発機関や政府機関と
の協力関係を強化する。その
際、一方的な技術流出になら
ないよう双方にとってＷｉｎ
－Ｗｉｎとなる関係構築を目
指す。 

 ③国際的な議論への貢献及び関係機関との
連携等 
＜ＩＣＥＦ＞ 
・第６回 Innovation for Cool Earth Forum
（ＩＣＥＦ）を 2019 年 10 月に開催。約
70の国・地域から1,000人以上が参加し、
ＩＣＥＦのコンセプトである「ＣＯ２ネ
ット・ゼロ・エミッションの達成」とい
う目標を掲げつつ、「世界のＣＯ２排出量
が減少に転じるためのイノベーションと
グリーン・ファイナンス」をテーマに掲
げ、温室効果ガス削減を可能とする技術
に対するイノベーションや産業・金融の
脱炭素化にかかるイニシアティブについ
て議論を深めた。また、ＩＲＥＮＡなど
の国際機関との連携を引き続き実施する
とともに、ＣＯＰ25 をはじめとする海外
における国際会議等において、ＩＣＥＦ
年次総会で議論の成果を発表するなど、
気候変動問題の解決に向けたイノベーシ
ョンの重要性を世界に向けて発信した。 

 
＜ＷＲＳ＞ 
・日本発のルールで開発競争を加速させる
ことを目的とした“World Robot Summit 
2020（ＷＲＳ2020）”を 2020 年８月に福
島県、10月に愛知県にて実施するため、
国内外の有識者 12 名で構成する諮問委
員会、産学官の有識者 22名で構成する実
行委員会、国内外の専門家 127 名による
競技委員会等各種委員会の開催を通じて
準備を進めた。具体的には、３つのカテ
ゴリー（ものづくり、サービス、インフ
ラ・災害対応）のロボット競技会への参
加者を 2019 年６月から８月まで募集し、
20 以上の国・地域から 143 チームのエン
トリーを得た。これらの応募者を書面審
査にて 20 ヶ国 90 チームに絞り込み、更
に、ステージゲート審査（実機審査）を
経て、2020 年６月までに参加チームを確
定する予定。ジュニアカテゴリーについ
ては、2020 年１月から募集を開始し、５
月に締切、選定審査委員会を開催し、2020
年６月に確定する予定。また、ロボット
の現在と未来の姿を発信するため、同時
開催する展示会については、2018 年にプ
レ大会として東京で開催したＷＲＳ2018
のフィードバックを踏まえて企画や会場
レイアウト等を検討した。今後、出展及
び体験・実演企画等の参加者を募集し、
加えて、国内外のロボット関連の有識者
が登壇するステージプログラムの企画準
備を進める。更には、国内外のより多く
の方にＷＲＳへの参加を促すため、2019
年の日米ロボットカンファレンス、ＩＲ
ＯＳ、ＩＣＲＡ、ＵＮＩＤＯ等の国際会
議の場でＷＲＳの紹介を行った。 

※新型コロナウイルスの影響を受け、2021
年度に延期 

 
＜水素閣僚会議＞ 
・水素の利活用をグローバルな規模で推進
し、関係各国が歩調を合わせ一層の連携

 
【評価の根拠】 
＜ＩＣＥＦ＞ 
・第６回ＩＣＥＦ年次総会では、約 70
ヶ国、1,000 名以上が参加し、ビジ
ネス主導の脱炭素化に向けた技術
イノベーションや企業・消費者を巻
き込む社会イノベーション等につ
いて、世界のリーダー達が議論。 

・イングランド銀行総裁マーク・カー
ニー、ブルームバーグ L.P.副社長
メアリーL. シャピロ、ロイヤルダ
ッチシェル会長チャールズ O. ホ
リディ等、世界各国の産学官の著名
人約 100 名が講演。 

・ＩＣＥＦロードマップ「産業用途熱
の脱炭素化」を作成し、ＣＯＰ25（ス
ペイン）のサイドイベントでＩＣＥ
Ｆ年次総会の成果とともに発表。 

 
 
 
＜ＷＲＳ＞ 
・「ロボット新戦略」に基づき、日本
が世界をリードする新たなロボッ
ト・イノベーションのしかけづくり
を主導。 

・日本発のルールで開発競争を加速
させることを目的に、４つのカテゴ
リー（ものづくり、サービス、イン
フラ・災害対応、ジュニア）を設定、
全９種目の競技会「World Robot 
Challenge」を開催予定。 

・20 の国・地域からジュニアを除く
90 チームが１次審査を通過し、
2020 年大会に向けて２次審査中。 

・ＷＲＳ2018（94 社・団体が出展）と
同等以上の規模で、国内外の最新ロ
ボットが揃った展示会「World 
Robot Expo」を開催予定。国際シン
ポジウム、ステージプログラム、体
験・実演デモ、ビジネスアイデアコ
ンテスト等の同時開催も企画中。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜水素閣僚会議＞ 
・機構は経済産業省とともに各国関
係機関との事前調整から本会議の
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を図るプラットフォームとして、水素閣
僚会議を 2019 年９月に東京にて開催。閣
僚級、関係企業のトップを含め、世界 35
の国・地域・機関の代表を含め 600 人を
超える関係者が参加した。昨年度の同会
議で発表された「東京宣言」に関する各
国の取組状況を共有した上で、グローバ
ルな水素の利活用に向けた政策の方向性
について議論を深め、今後の水素・燃料
電池に関する行動指針として「グローバ
ル・アクション・アジェンダ」を議長声
明として発表した。 

運営を主体的に担い、「水素閣僚会
議」の開催に大きく貢献。同時開催
した「カーボンリサイクル産学官国
際会議」や「ＬＮＧ産消会議」とも
連携。３会議の出席者が一同に会す
るセレモニーにおいて、日本の水
素・燃料電池分野及びカーボンリサ
イクル分野の技術開発の取組をま
とめた映像を上映し、各国要人に向
けて情報発信。 

・前回開催（平成 30 年 10 月）で発表
された国際共同研究開発の推進や
標準化の推進など４項目をまとめ
た議長声明 Tokyo Statement（東京
宣言）を基に、各国における官民の
取組状況を共有し、今後の水素・燃
料電池に関する行動指針として「グ
ローバル・アクション・アジェンダ」
を議長声明として発表。 

・ＩＥＡ（国際エネルギー機関）など
の国際機関や世界のリーダー企業
から、分野横断、モビリティ、サプ
ライチェーン、セクターインテグレ
ーションの４つの分野における世
界の最新動向や水素の利用拡大に
向けた展望について講演・パネルデ
ィスカッションを実施。 

 

④各事業の効率的な実施 
 各事業の実施に当たり、事業
実施者における交付申請・契
約・検査事務などの手続きの
公正さを確保しつつ簡素化す
るとともに、委託事業におい
ては技術開発資産等の事業終
了後の有効活用を図るものと
する。 
 また、事業の予見性を高め
るとともに進捗に応じた柔軟
な執行を可能とするために導
入した「複数年度契約」や、技
術開発のニーズに迅速に応え
る「年複数回採択」等の制度
面・手続き面の改善を引き続
き行うものとする。 

④各事業の効率的な実施 
 各事業の実施に当たり、引き
続き、交付申請・契約・検査事
務などに係る事業実施者の事
務負担を極力軽減するととも
に、委託事業においては技術開
発資産等の事業終了後の有効
活用を図るものとし、事業終了
後の処分に要する期間につい
て、平均３ヶ月以内とする。 
 手続き面では、事業の予見性
を高めるとともに、進捗に応じ
た柔軟な執行を可能とするた
めに導入した「複数年度契約」
や、技術開発ニーズに迅速に応
える「年複数回採択」等の制度
面、手続き面の改善を行う。 

④各事業の効率的な実施 
委託事業においては技術開
発資産等の事業終了後の有効
活用を図る。事業終了後の処
分に要する期間について、平
均３ヶ月以内とする。 
技術開発については、複数年
度実施の案件が大宗であるこ
とを踏まえ、複数年度契約・交
付決定を極力実施する。また、
２０１９年１０月に予定され
ている消費税率の変更に伴う
事業者との契約を適切に進め
るとともに、委託及び助成事
業の制度面、手続面の改善を
行う。 
国からの運営費交付金を原
資とする事業については、事
業実施者から目標達成に向け
た明確なコミットメントが得
られる場合には、最長３年間
程度の複数年度契約、交付決
定を実施する。 
また、機構と事業実施者双

方における事務の効率化を目
指すため、事業実施者からの
提出物について、ウェブでの
手続きを用いた電子システム
化の導入等を通じて、引き続
き制度改善検討に取り組む。 

 ④各事業の効率的な実施 
・2019 年度における資産の有効活用につい
ては、他の委託事業及び助成事業への転
用が 327 件、公共機関や大学等への無償
譲渡は 685 件、委託先等への有償譲渡は
845 件であった。 

・また、事業終了から有償譲渡が完了する
までの期間については、事業期間中から
手続きを開始するなど処分手続きの早期
化を図った結果、平均３ヶ月を下回った
（2020 年３月末時点）。 

・国からの運営費交付金を原資とする事業
については、最長３年間程度の複数年度
契約、交付決定を実施した。また、2019
年 10 月の消費税率の変更については、変
更契約を省略するなど手続きの簡素化を
図るとともに、事業者に対する説明会及
びホームページを通じて周知徹底を行っ
た。 

・制度面、手続面の改善については、事業
実施者の意見を踏まえ、研究や作業内容
を詳細に記載できるよう従事日誌の週単
位での記載を可能とし、またテレワーク
による従事を検討するなど利便性を向上
させた。その他、より適正かつ効率的な
経理処理となるようマニュアルの改定を
行い、これらの改定内容について、事業
実施者向け説明会等を通じて、事業者へ
の周知に努めた。 

・さらに、機構と事業実施者双方における
事務の効率化を目指すため、事業実施者
からの提出物について、ウェブでの手続
きを用いた電子システム化等の検討に着
手する等、制度の改善及び事務手続きの
効率化を推進。 

―  
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⑤各事業における技術流出の
防止 
 各事業の実施に当たり、科学
技術イノベーション総合戦略
2017 において、技術情報流出
の防止強化のため、公的研究
機関等において、外国為替及
び外国貿易法の遵守徹底など
の安全保障貿易管理の取組の
促進や、機微な技術を適切に
管理するための体制整備が求
められていることを踏まえ、
そのための具体的取組内容を
整備するものとする。 

⑤各事業における技術流出の
防止 
 各事業の実施に当たり、科学
技術イノベーション総合戦略
２０１７において、技術情報流
出の防止強化のため、公的研究
機関等において、外国為替及び
外国貿易法の遵守徹底などの
安全保障貿易管理の取組の促
進や、機微な技術を適切に管理
するための体制整備が求めら
れていることを踏まえ、公募要
領へ安全保障貿易管理の留意
点の記載や、必要に応じて事業
者の管理体制の確認等を行う。 

⑤各事業における技術流出の
防止 
各事業の実施に当たり、科

学技術イノベーション総合戦
略２０１７において、技術情
報流出の防止強化のため、公
的研究機関等において、外国
為替及び外国貿易法の遵守徹
底などの安全保障貿易管理の
取組の促進や、機微な技術を
適切に管理するための体制整
備が求められていることを踏
まえ、公募要領へ安全保障貿
易管理の留意点の記載や、必
要に応じて事業者の管理体制
の確認等を行う。 

 ⑤各事業における技術流出の防止 
・各事業の実施に当たり、科学技術イノベ
ーション総合戦略 2017 において、技術情
報流出の防止強化のため、公的研究機関
等において、外国為替及び外国貿易法の
遵守徹底などの安全保障貿易管理の取組
の促進や、機微な技術を適切に管理する
ための体制整備が求められていることを
踏まえ、公募要領へ安全保障貿易管理の
留意点の記載や、必要に応じて事業者の
管理体制の確認等を実施。 

―  

 

（６）特定公募型研究開発業
務の実施 
科学技術・イノベーション創
出の活性化に関する法律（平
成 20年法律第 63 号）第 27 条
の２第１項に規定する特定公
募型研究開発業務（特に先進
的で緊要な革新的技術の創出
のための研究開発等であって
事業の実施が複数年度にわた
り、その事業の実施者を公募
により選定するもの。以下同
じ。）を実施する。ＮＥＤＯが
本業務に積極的に取り組むこ
とを促すため、下記の各業務
にも上記の（１）から（４）の
数値目標の一部を準用する。 
 

（６）特定公募型研究開発業務
の実施 
科学技術・イノベーション創

出の活性化に関する法律（平成
２０年法律第６３号）第２７条
の２第１項に規定する特定公
募型研究開発業務（特に先進的
で緊要な革新的技術の創出の
ための研究開発等であって事
業の実施が複数年度にわたり、
その事業の実施者を公募によ
り選定するもの。以下同じ。）を
実施する。機構が本業務に積極
的に取り組むため、下記の各業
務にも（１）から（４）の数値
目標の一部を準用する。 

（６）特定公募型研究開発業
務の実施 
科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律
（平成２０年法律第６３号）
第２７条の２第１項に規定す
る特定公募型研究開発業務
（特に先進的で緊要な革新的
技術の創出のための研究開発
等であって事業の実施が複数
年度にわたり、その事業の実
施者を公募により選定するも
の。以下同じ。）を実施する。
機構が本業務に積極的に取り
組むため、下記の各業務にも
（１）から（４）の数値目標の
一部を準用する。 

 （６）特定公募型研究開発業務の実施 
 

―  

①ムーンショット型研究開発
事業 

総合科学技術・イノベーシ
ョン会議が決定する、人々を
魅了する野心的な目標及び経
済産業省が策定する研究開発
構想を踏まえ、ＮＥＤＯは、複
数の研究開発を統一的に指
揮・監督するプログラム・ディ
レクター（ＰＤ）の任命、ＰＭ
の公募・採択、研究開発の実施
及びそれに付随する調査・分
析機能等を含む研究開発体制
の構築、中間評価・事後評価を
含めた研究開発の進捗管理等
研究開発の実施を担うものと
する 。また、研究開発の推進
においては、その途中段階に
おいて研究開発目標の達成見
通しを随時評価し、研究開発
の継続・拡充・中止などを決定
する。 
 
〇数値目標１.-１の適用につ
いて 
研究開発期間がより長期間

に及ぶものであることから、
ナショナルプロジェクトの実
用化達成率については、達成

①ムーンショット型研究開発
事業 
ムーンショット型研究開発

事業においては、国から交付さ
れる補助金により基金を設け、
総合科学技術・イノベーション
会議が決定する、人々を魅了す
る野心的な目標及び経済産業
省が策定する研究開発構想を
踏まえ、機構は、複数の研究開
発を統一的に指揮・監督するプ
ログラム・ディレクター（ＰＤ）
の任命、ＰＭの公募・採択、研
究開発の実施及びそれに付随
する調査・分析機能等を含む研
究開発体制の構築、戦略協議会
における議論等を踏まえ、内閣
官房、内閣府及び関係省庁と連
携し、関係する研究開発の戦略
的かつ一体的な推進、中間評
価・事後評価を含めた研究開発
の進捗管理を実施する。また、
研究開発の推進においては、そ
の途中段階において研究開発
目標の達成見通しを随時評価
し、研究開発の継続・拡充・中
止などを決定する。 
 
〇数値目標１.‐１の適用につ

①ムーンショット型研究開発
事業 
ムーンショット型研究開発

事業においては、平成３１年
度は、総合科学技術・イノベー
ション会議が決定する、人々
を魅了する野心的な目標及び
経済産業省が策定する研究開
発構想を踏まえて、研究開発
を統一的に指揮・監督するプ
ログラムディレクター（ＰＤ）
を任命する。 
 

〇数値目標１.‐１の適用に
ついて 
第４期中長期目標におい

て、ムーンショット型研究開
発事業におけるステージゲー
トを通過した採択事業が目標
とすべき実用化達成率の参考
数値（該当する評価単位のそ
れぞれにおいて、いずれも１
０％以上）及び事後評価等に
おける「成果の実用化・事業化
に向けた取組及び見通し」の
評価項目の４段階評点が最上
位又は上位の区分となる比率
の参考数値（該当する評価単
位のそれぞれにおいて、いず

 ・内閣府のビジョナリー会議の議論を踏ま
え、有識者ヒアリング、国内外の有識者
を招いた「ムーンショット国際シンポジ
ウム」の分科会の企画・開催等を進め、
ムーンショット目標案を具体化に貢献し
た。また、総合科学技術・イノベーショ
ン会議が決定したムーンショット目標及
び経済産業省が策定した研究開発構想を
踏まえて、プログラムディレクター（Ｐ
Ｄ）を任命。機構が研究推進法人を担う
ムーンショット目標「2050 年までに、地
球環境再生に向けた持続可能な資源循環
を実現」について、速やかに公募を実施
した。 

―  
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水準を設定しないこととす
る。 

なお、ナショナルプロジェ
クトの実用化達成率の実績値
と、ムーンショット型研究開
発事業がナショナルプロジェ
クトと比較して研究開発リス
クが極めて高いことを考慮し
て、ムーンショット型研究開
発事業における採択事業（ス
テージゲートを通過した採択
事業に限る。）が目標とすべき
実用化達成率を推計したとこ
ろ、その参考数値は、該当する
評価単位のそれぞれにおい
て、いずれも10％以上となる。
また、これまでＮＥＤＯの研
究開発成果が活用された製
品・プロセス等について、それ
らが社会にもたらした経済効
果（アウトカム）を把握する既
存の取組から得られた実績値
を踏まえ、ムーンショット型
研究開発事業による研究開発
成果が将来もたらすアウトカ
ムについても推計を行う。本
業務の実施にあたっては、こ
の推計を踏まえるものとす
る。 

加えて、ナショナルプロジ
ェクトの外部評価委員会によ
る事後評価における「成果の
実用化・事業化に向けた取組
及び見通し」の評価項目の４
段階評点が最上位又は上位の
区分となる比率についても、
達成水準を設定しないことと
する。 

なお、事後評価における「成
果の実用化・事業化に向けた
取組及び見通し」の評価項目
の４段階評点が最上位又は上
位の区分となる比率の実績値
と、ムーンショット型研究開
発事業がナショナルプロジェ
クトと比較して研究開発リス
クが極めて高いことを考慮し
て、ムーンショット型研究開
発事業におけるステージゲー
トを通過した採択事業が目標
とすべき事後評価等における
「成果の実用化・事業化に向
けた取組及び見通し」の評価
項目の４段階評点が最上位又
は上位の区分となる比率を推
計したところ、その参考数値
は、該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも 20％
以上となる。 
 
〇数値目標１.-２の適用につ
いて 

いて 
第４期中長期目標において、

ムーンショット型研究開発事
業におけるステージゲートを
通過した採択事業が目標とす
べき実用化達成率の参考数値
（該当する評価単位のそれぞ
れにおいて、いずれも１０％以
上）及び事後評価等における
「成果の実用化・事業化に向け
た取組及び見通し」の評価項目
の４段階評点が最上位又は上
位の区分となる比率の参考数
値（該当する評価単位のそれぞ
れにおいて、いずれも２０％以
上）が推計されたところであ
る。 
これまで機構の研究開発成

果が活用された製品・プロセス
等について、それらが社会にも
たらした経済効果（アウトカ
ム）を把握する既存の取組から
得られた実績値を踏まえ、ムー
ンショット型研究開発事業に
よる研究開発成果が将来もた
らすアウトカムについて推計
を行う。本業務の実施にあたっ
ては、この推計を踏まえる。 
第４期中長期目標期間内に

中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、外
部評価委員会による中間評価
項目のうち、「成果の実用化・事
業化に向けた取組及び見通し」
の評価項目の４段階評点が最
上位又は上位の区分の評価を
得る比率について、第４期中長
期目標期間全体で該当する評
価単位のそれぞれにおいて、算
出する。 
 
〇数値目標１.‐２の適用につ
いて 
第４期中長期目標期間内に

中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、外
部評価委員会による中間評価
項目のうち、「研究開発マネジ
メント」の評価項目の４段階評
点が最上位又は上位の区分の
評価を得る比率について、第４
期中長期目標期間全体で該当
する評価単位のそれぞれにお
いて、いずれも７０％以上とす
ることを目標とし、その達成に
向けて取り組む。 
 
○数値目標１.‐４の適用につ
いて 
ムーンショット型研究開発

事業の研究開発成果は、技術シ

れも２０％以上）が推計され
たところである。 
これまで機構の研究開発成

果が活用された製品・プロセ
ス等について、それらが社会
にもたらした経済効果（アウ
トカム）を把握する既存の取
組から得られた実績値を踏ま
え、ムーンショット型研究開
発事業による研究開発成果が
将来もたらすアウトカムにつ
いて推計を行う。本業務の実
施にあたっては、この推計を
踏まえる。 
第４期中長期目標期間内に

中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、
外部評価委員会による中間評
価項目のうち、「成果の実用
化・事業化に向けた取組及び
見通し」の評価項目の４段階
評点が最上位又は上位の区分
の評価を得る比率について、
第４期中長期目標期間全体で
該当する評価単位のそれぞれ
において、算出する。 
 

〇数値目標１.‐２の適用に
ついて 
第４期中長期目標期間内に

中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、
外部評価委員会による中間評
価項目のうち、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点が最上位又は上位の区
分の評価を得る比率につい
て、第４期中長期目標期間全
体で該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも７
０％以上とすることを目標と
し、その達成に向けて取り組
む。 
 

○数値目標１.‐４の適用に
ついて 
ムーンショット型研究開発

事業の研究開発成果は、技術
シーズレベルのものであり、
特定用途に限らず、幅広い製
品・システムに組み入れられ
る可能性が見込まれることか
ら、国際標準化への提案は、主
に次期中長期目標期間以降に
なるものと考えられる。この
ため、ステージゲート通過時
点における中間評価におい
て、将来、国際標準化の提案を
予定する事業数を開示する。 
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第４期中長期目標期間内に
中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、
外部評価委員会による中間評
価項目のうち、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点が最上位又は上位の区
分の評価を得る比率につい
て、第４期中長期目標期間全
体で該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも 70％
以上とすることを目標とす
る。 
 
○数値目標１.‐４の適用に
ついて 
ムーンショット型研究開発

事業の研究開発成果は、技術
シーズレベルのものであり、
特定用途に限らず、幅広い製
品・システムに組み入れられ
る可能性が見込まれることか
ら、国際標準化への提案は、主
に次期中長期目標期間以降に
なるものと考えられる。この
ため、ステージゲート通過時
点における中間評価におい
て、将来、国際標準化の提案を
予定する事業数を開示するも
のとする。 

ーズレベルのものであり、特定
用途に限らず、幅広い製品・シ
ステムに組み入れられる可能
性が見込まれることから、国際
標準化への提案は、主に次期中
長期目標期間以降になるもの
と考えられる。このため、ステ
ージゲート通過時点における
中間評価において、将来、国際
標準化の提案を予定する事業
数を開示する。 

②ポスト５Ｇ情報通信システ
ム基盤強化研究開発事業 

経済産業省が策定する研究
開発計画に従い、ＮＥＤＯは、 
事業の進捗管理、研究開発に
付随する調査・分析等、研究開
発マネジメントの実施を担う
ものとする。なお、研究開発の
推進においては、その途中段
階において、研究開発目標の
達成見通しを適宜確認し、必
要に応じて所要の改善を行う
ものとする。 
 
〇数値目標１‐１の適用につ
いて 
ポスト５Ｇ情報通信システ

ム基盤強化研究開発事業は、
ＮＥＤＯが研究開発マネジメ
ントを担うものの、 特に先進
的で緊要なものであり、経済
産業省において研究開発計画
の策定が行われる等、ナショ
ナルプロジェクトとは異なる
ため、ナショナルプロジェク
トの実用化達成率及び見通し
に関する達成水準は適用しな
いこととする。 

 
〇数値目標１‐２の適用につ
いて 

②ポスト５Ｇ情報通信システ
ム基盤強化研究開発事業 
経済産業省が策定する研究

開発計画に従い、機構は、事業
の進捗管理、研究開発に付随す
る調査・分析等、研究開発マネ
ジメントの実施を担う。なお、
研究開発の推進においては、そ
の途中段階において、研究開発
目標の達成見通しを適宜確認
し、必要に応じて所要の改善を
行う。 
 
○数値目標１．-２の適用につ
いて 
事業終了後に実施する外部

評価委員会による事後評価の
結果について、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段階
評点が最上位又は上位の区分
の評価を得る比率について、該
当する評価単位において、７
０％以上とすることを目標と
し、その達成に向けて取り組
む。 

②ポスト５Ｇ情報通信システ
ム基盤強化研究開発事業 
経済産業省が策定する研究

開発計画に従い、機構は、事業
の進捗管理、研究開発に付随
する調査・分析等、研究開発マ
ネジメントの実施を担う。な
お、研究開発の推進において
は、その途中段階において、研
究開発目標の達成見通しを適
宜確認し、必要に応じて所要
の改善を行う。 
 

○数値目標１．-２の適用につ
いて 
事業終了後に実施する外部

評価委員会による事後評価の
結果について、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点が最上位又は上位の区
分の評価を得る比率につい
て、該当する評価単位におい
て、７０％以上とすることを
目標とし、その達成に向けて
取り組む。 

 ・2019 年度補正予算において、ポスト５Ｇ
情報通信システム基盤強化研究開発事業
に係る予算措置が講じられたことに伴
い、当該事業実施のための基金の造成を
行った。 

―  
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事業終了後に実施する外部
評価委員会による事後評価の
結果について、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点が最上位又は上位の区
分の評価を得る比率につい
て、該当する評価単位におい
て、70％以上とすることを目
標とする。 

 
○数値目標１‐４の適用につ
いて 
ポスト５Ｇ情報通信システム
基盤強化研究開発事業の研究
開発成果は、当該事業の目的
が、我が国のポスト５Ｇ情報
通信システムの開発・製造基
盤の強化であり、国際標準化
の推進が目的ではないことか
ら、ナショナルプロジェクト
の国際標準化の提案に関する 
達成水準は適用しないことと
する。 

 

２．世界に通用するオープン
イノベーションの促進と研究
開発型ベンチャー企業の育成 

２．世界に通用するオープンイ
ノベーションの促進と研究開
発型ベンチャー企業の育成 
 
 第４期中長期目標における
数値目標を第４期中長期計画
においても同様に以下のとお
り掲げ、その達成状況を評価す
るものとする。 
  
○数値目標２.‐１ 
○数値目標２.‐２ 

 ※下欄に記載 
 
 この数値目標を達成するた
め、以下の取組みを行うものと
する。 

２．世界に通用するオープン
イノベーションの促進と研究
開発型ベンチャー企業の育成 
 
平成３１年度における数値

目標を以下のとおり掲げ、そ
の達成状況を評価するものと
する。 
  
○数値目標２.‐１ 
○数値目標２.‐２ 

 ※下欄に記載 
 
 この数値目標を達成するた
め、以下の取組みを行うもの
とする。 

 ２．世界に通用するオープンイノベーショ
ンの促進と研究開発型ベンチャー企業の育
成 
 

―  

 

組織や業種等の壁を越え
て、技術やノウハウ、人材等を
組み合わせ、新たな価値を創
造する企業の「オープンイノ
ベーション」の取組を積極的
に推進しつつ、新規産業・雇用
の創出の担い手として、新規
性・機動性に富んだ「研究開発
型ベンチャー企業」等の育成
を図るため、ＮＥＤＯは、①民
間ベンチャーキャピタルやカ
タライザー等と連携した補助
事業や研修事業、②オープン
イノベーション・ベンチャー
創造協議会等の幅広いネット
ワークの構築、③ナショナル
プロジェクトのマネジメント
で培ってきた先進的技術に関
する高い目利き能力を活かし
た支援を実施してきていると
ころ。 
 これらのリソースを活か
し、第４期中長期目標期間に

 組織や業種等の壁を越えて、
技術やノウハウ、人材等を組み
合わせ、新たな価値を創造する
企業の「オープンイノベーショ
ン」の取組を積極的に推進しつ
つ、新規産業・雇用の創出の担
い手として、新規性・機動性に
富んだ「研究開発型ベンチャー
企業」等の育成を図るため、機
構は、①民間ベンチャーキャピ
タルやカタライザー等と連携
した補助事業や研修事業、②オ
ープンイノベーション・ベンチ
ャー創造協議会等の幅広いネ
ットワークの構築、③ナショナ
ルプロジェクトのマネジメン
トで培ってきた先進的技術に
関する高い目利き能力を活か
した支援を実施してきている
ところ。 
 これらのリソースを活かし、
第４期中長期目標期間におい
ては、機構が研究開発型ベンチ

 組織や業種等の壁を越え
て、技術やノウハウ、人材等を
組み合わせ、新たな価値を創
造する企業の「オープンイノ
ベーション」の取組を積極的
に推進しつつ、新規産業・雇用
の創出の担い手として、新規
性・機動性に富んだ「研究開発
型ベンチャー企業」等の育成
を図るため、機構は、①民間ベ
ンチャーキャピタルやカタラ
イザー等と連携した補助事業
や研修事業、②オープンイノ
ベーション・ベンチャー創造
協議会等の幅広いネットワー
クの構築、③ナショナルプロ
ジェクトのマネジメントで培
ってきた先進的技術に関する
高い目利き能力を活かした支
援を実施してきているとこ
ろ。 
これらのリソースを活か

し、平成３１年度においては、

 ・「技術とマネーの結節点」として研究開発
型ベンチャー・エコシステム創出のハブ
として機能を果たしていくため、ベンチ
ャーキャピタルと連携し、シード期の研
究開発型ベンチャーに対する事業化支援
を実施。2020 年３月には認定ＶＣの公
募・認定を実施し現在 24社・チームを認
定。現在、事業カタライザーを 35名、専
門カタライザーを 58 名及び技術カタラ
イザーを 14 名、計 107 名を委嘱するな
ど、支援者等のネットワークの構築を推
進。 

・加えて、研究開発型ベンチャーの支援者
の育成を目的に支援者育成のための研修
事業の応募を実施、64名の応募があり、
31 名について研修・ＯＪＴ等の機会を提
供予定。 

・オープンイノベーション・ベンチャー創
造協議会では、活動の周知を目的に東京
商工会議所や関西経済連合会等の関連機
関への取組紹介を実施。 

・イノベーション・ジャパン、ＩＬＳ2019、
その他イベントへの出展・ピッチにて J-

【評価の根拠】 
・研究開発型ベンチャー・エコシステ
ム創出のハブとしての機能を果た
すべく、研究開発型ベンチャーへの
直接的な支援に限ることなく、ベン
チャー支援者の育成やベンチャー
キャピタルと連携した支援事業、オ
ープンイノベーションの促進や活
躍中のベンチャー企業の事業成長
の後押し等の取組を実施。 
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おいては、ＮＥＤＯが研究開
発型ベンチャーの支援に必要
な「技術的目利き」を行いつ
つ、民間資金や政府資金を研
究開発型ベンチャーのシード
期に引き込み、「技術とマネー
の結節点」として研究開発型
ベンチャー・エコシステム創
出のハブとして機能するとと
もに、他公的支援機関等と連
携しつつ官民のベンチャー支
援のハブを担うことを目指す
ものとする。 
 この取組を促すため、第４
期中長期目標における数値目
標を以下のとおり掲げ、その
達成状況を評価するものとす
る。 

ャーの支援に必要な「技術的目
利き」を行いつつ、専門家等と
連携し研究開発型ベンチャー
の事業計画策定の支援等を行
う。また、民間資金や政府資金
を研究開発型ベンチャーのシ
ード期に引き込み、シーズ段階
から事業化までの一貫した支
援体制を構築し、「技術とマネ
ーの結節点」として研究開発型
ベンチャー・エコシステム創出
のハブとして機能するととも
に、他公的支援機関等との事業
の相互的な連携や情報の交換
等を通じ、官民のベンチャー支
援のハブを担うことを目指す
ものとする。 

機構が研究開発型ベンチャー
の支援に必要な「技術的目利
き」を行いつつ、専門家等と連
携し研究開発型ベンチャーの
事業計画策定の支援等を行
う。また、機構が支援した研究
開発型ベンチャーをオープン
イノベーション・ベンチャー
創造協議会の活動の中でも支
援するなど、オープンイノベ
ーションの促進及び研究開発
型ベンチャーへの支援につい
て、引き続き連携を図りつつ、
事業運営を行う。 
民間資金や政府資金を研究

開発型ベンチャーのシード期
に引き込み、シーズ段階から
事業化までの一貫した支援体
制を構築し、「技術とマネーの
結節点」として研究開発型ベ
ンチャー・エコシステム創出
のハブとして機能するととも
に、「J-Startup」事業等によ
り、他公的支援機関等との事
業の相互的な連携や情報の交
換等を通じ、次の産業の担い
手となるベンチャーの育成及
び研究開発型ベンチャー・エ
コシステムの実現を目指すも
のとする。 

Startup 企業を露出させ、マッチングに
よる事業成長を促した。 

・J-Startup プログラムの活性化向上に向
けて、サポーター企業の力を借りるため
の「コンシェルジュ機能」の実現を調査・
検討し、提案を行った。 

 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い手と
して重要な技術集約型の中
堅・中小・ベンチャー企業の育
成・支援に意識的に取り組む
観点から、新規採択額（特定公
募型研究開発業務を除く。）に
占める中堅・中小・ベンチャー
企業の採択額の割合について
２０％以上とすることとす
る。なお、評価単位毎の目標は
中長期計画において明示する
ものとする。 
※中堅企業：従業員１，０００
人未満又は売上１，０００億
円未満の企業であって 
中小企業を除く。 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い手と
して重要な技術集約型の中堅・
中小・ベンチャー企業の育成・
支援に意識的に取り組む観点
から、新規採択額（特定公募型
研究開発業務を除く。）に占め
る中堅・中小・ベンチャー企業
の採択額の割合について２
０％以上とすることとする。 
※中堅企業：従業員１，０００
人未満又は売上１，０００億円
未満の企業であって中小企業
を除く。 
 
 なお、評価単位毎の目標は以
下のとおりとする。 
 
 
エネルギーシステム分野     
１５％ 

 省エネルギー・環境分野     
１５％ 

産業技術分野           
 １５％ 

 新産業創出・シーズ発掘等 
分野 
 ６０％ 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い手と
して重要な技術集約型の中
堅・中小・ベンチャー企業の育
成・支援に意識的に取り組む
観点から、新規採択額（特定公
募型研究開発業務を除く。）に
占める中堅・中小・ベンチャー
企業の採択額の割合について
２０％以上とする中長期計画
の達成に向けて取り組む。 
※中堅企業：従業員１，０００

人未満又は売上１，０００
億円未満の企業であって中
小企業を除く。 
なお、評価単位毎の目標は

以下のとおりとする。 
エネルギーシステム分野    
１５％ 

省エネルギー・環境分野    
１５％ 

産業技術分野         
１５％ 

新産業創出・シーズ発掘等
分野 
 ６０％ 

【評価軸】 
○研究開発型ベンチ
ャー企業等の育成に
積極的に取り組んで
いるか。 
 
【関連する評価指標】 
○新規採択額に占め
る中堅・中小・ベンチ
ャー企業の採択額の
割合（評価指標） 

○数値目標２.‐１ 
【新規採択額に占める中堅・中小ベンチャ
ー企業の採択額の割合（評価指標）】 

・新規採択額（特定公募型研究開発業務を
除く。）に占める中堅・中小・ベンチャー
企業の採択額の割合について、2019 年度
の実績は以下のとおり。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
21.6％ 

 （19.2 億円／88.9 億円） 
 
［省エネルギー・環境分野］ 
37.5％ 

 （49.2 億円／131.3 億円） 
 
［産業技術分野］ 
25.3％ 

 （70.5 億円／279.0 億円） 
 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］  
64.6％ 

 （27.1 億円／42.0 億円） 
 
（参考：機構全体） 
30.7％ 

 （166.0 億円／541.2 億円） 
" 

 
【評価の根拠】 
・2019 年度の新規採択額に占める中
堅・中小・ベンチャー企業の割合に
ついて、すべてのセグメントで目標
を上回る実績を達成。機構全体で
も、30.7％ととなり、目標を上回る
実績を達成。 

・2019 年度は、上記のとおり、全て目
標を達成しているが、一部評価単位
の活動について、その活動をつぶさ
に確認していくと、数値目標の大幅
達成は難しかったものの、それを達
成するための取組が行われている
（新産業創出・シーズ発掘等）。 

【取組例】新産業創出・シーズ発掘等
分野において、2019 年度は大企業
の採択実績は 3.8％程度、これに対
する中堅・中小・ベンチャー企業（以
下、「中小企業等」）の採択実績は
64%と目標を達成し、中小企業等の
支援に実績を上げている（大企業・
中小企業等以外の採択は大学等研
究機関で 30.0％を占めている）。ま
た、機構全体でも 30.7％と組織と
しての目標も大きく上回る達成率
となっている。 
このような中でも、予算の増減によ
り中堅・中小・ベンチャー企業（以
下、「中小企業等」）の新規採択数が
左右されることもありうることを
念頭に、中小企業等が提案し採択さ
れる環境を作りながら、さらなる中
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小企業等の採択率を高める取組を
継続してきたところ。 
中小企業等を対象とした複数の支
援事業については、特に、研究開発
型ベンチャーの自律的な成長に必
要な様々なプレーヤーを巻き込ん
だ事業の設計・運営を開始。シーム
レスな支援に積極的に取組ことで、
中小企業等が公募しやすい環境を
整えてきた。 
また、J-Startup 企業の優秀な提案
に加点するなど優秀なベンチャー
企業等の積極的な採択（５件）を図
り、さらには各地域での制度説明会
等を実施し地域のシーズ発掘にも
注力し、公募、ひいては採択につな
がるような活動を実施。 
支援事業の対象者が中小企業等に
限られない技術シーズの発掘を目
的とした事業についても、各地域で
制度説明会等を行う「キャラバン活
動」の中で、中小企業等を対象とし
た説明会においても制度紹介を行
う等、中小企業等における知名度を
高める目的の活動を行い、当該事業
の中小採択額率は昨年から 2.64 倍
に増加した。 
このほか、新産業創出・シーズ発掘
等分野においては、中小企業等の採
択率を高める活動として、2019 年
度は７大学と起業家支援に係る相
互協力の覚書を締結し大学発ベン
チャーの発掘・支援にも注力してい
る。覚書を締結した大学から 2019
年度は 16件（2018 年度：７件）の
大学発ベンチャーの採択が行われ
るといった成果も出ている。 
また中小企業等の育成・支援に意識
的に取り組む観点から、採択された
者に対し、研究開発成果の実用化の
可能性を最大化すべく、各種事業化
支援を実施。例えば、ベンチャー向
け施策では、メンターやカタライザ
ー、投資会社、事業会社等の関与を
マストとし、ビジネスプランの構築
や事業提携等の観点からのハンズ
オン支援を実施した他、中小企業も
含めて 37 件のカタライザー助言を
実施。加えて、展示会出展やマッチ
ング会の開催（計 10 件）、事業連
携・事業化促進を目的としたピッチ
イベントの開催（10 件）を通じ、ビ
ジネス展開に向けた機会提供を実
施するなど、中小企業等が採択され
る取組が着実に進んでいるところ。 

・このような活動結果から、新産創
出・シーズ発掘等において、数値目
標達成をさらに高める取組がなさ
れていることを評価するもの。 
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【目標】「基幹目標」 
 ＮＥＤＯが技術と資金の結
節点となり、研究開発型ベン
チャー支援のハブとしての役
割を果たすことを測る指標と
して、民間ベンチャーキャピ
タル等からの資金呼び込み額
を指標とする目標を新たに設
ける。 
具体的には、ＮＥＤＯの支援
をきっかけとして、研究開発
型ベンチャーが民間ベンチャ
ーキャピタル等から得た外部
資金を指標とし、民間ベンチ
ャーキャピタル等から得た外
部資金をＮＥＤＯ支援額で除
して得られる倍率について、
該当する評価単位のそれぞれ
において、いずれも第３期中
長期目標における実績見込み
（２．２５倍）から５割引き上
げ３．４６倍以上とすること
を第４期中長期目標期間の目
標とする。 

○数値目標２.‐２ （※記載
場所は冒頭） 
【目標】「基幹目標」 
 機構が技術と資金の結節点
となり、研究開発型ベンチャー
支援のハブとしての役割を果
たすことを測る指標として、民
間ベンチャーキャピタル等か
らの資金呼び込み額を指標と
する目標を新たに設ける。 
 具体的には、機構の支援をき
っかけとして、研究開発型ベン
チャーが民間ベンチャーキャ
ピタル等から得た外部資金を
指標とし、民間ベンチャーキャ
ピタル等から得た外部資金を
機構支援額で除して得られる
倍率について、該当する評価単
位のそれぞれにおいて、いずれ
も第３期中長期目標における
実績見込みの倍率（２．２５倍）
から５割引き上げ３．４６倍以
上とすることを第４期中長期
目標期間の目標とする。 
 

○数値目標２.‐２ （※記載
場所は冒頭） 
【目標】「基幹目標」 
 機構が技術と資金の結節点
となり、研究開発型ベンチャ
ー支援のハブとしての役割を
果たすことを測る指標とし
て、民間ベンチャーキャピタ
ル等からの資金呼び込み額を
指標とする目標を設ける。 
具体的には、機構の支援を

きっかけとして、研究開発型
ベンチャーが民間ベンチャー
キャピタル等から得た外部資
金を指標とし、民間ベンチャ
ーキャピタル等から得た外部
資金を機構支援額で除して得
られる倍率について、平成３
１年度は１．３８倍以上を目
標とし、第４期中長期計画の
達成に向けて取り組む。 

【評価軸】 
○研究開発型ベンチ
ャー支援のハブとし
ての役割を果たして
いるか。 
 
【関連する評価指標】 
○ＮＥＤＯ支援額に
対する民間ベンチャ
ーキャピタル等から
の資金呼び込み額比
率（評価指標） 

○数値目標２.‐２ 「基幹目標」 
【ＮＥＤＯ支援額に対する民間ベンチャー
キャピタル等からの資金呼び込み額比率
（評価指標）】 

・民間ベンチャーキャピタル等から得た外
部資金を機構支援額で除して得られる倍
率について、2019 年度の実績は以下のと
おり。 

 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
2.84 倍 

 （外部資金獲得額 57.3 億円／ 
機構支援額 20.2 億円） 

 
【評価の根拠】 
・資金呼び込み倍率について、目標を
上回る 2.84 倍（目標：1.38 倍以上）
を達成。 

・2020 年１月に機構事業と協調し、
スタートアップ支援を行うＶＣ（認
定ＶＣとして認定）について新たに
公募を実施（2020 年４月に 24社・
チームを認定したことを公開済
み）。シード期の研究開発型スター
トアップへの投資活動の活性化、エ
コシステムの強化を目指す。 

・民間投資のタイミング等に鑑み、年
間の公募予定を事前に公開の上、複
数回公募を実施するなど、弾力的に
事業を運営。 

・ＶＣからの資金調達を目指す、創業
期の起業家・スタートアップへ事業
化の専門家による伴走支援を実施。 

 

 

【重要度：高】、【優先度：高】 
 ＮＥＤＯが研究開発型ベン
チャーの支援に必要な「技術
的目利き」を行いつつ、民間ベ
ンチャーキャピタル等からの
資金を呼び込む上で、「技術と
マネーの結節点」としてベン
チャー支援のハブとなる役割
を果たすことが最も重要であ
り、優先的に取組むべきもの
であることから、重要度及び
優先度が高いものである。 
【難易度：高】 
 研究開発型ベンチャーの初
期段階の研究開発リスクの低
減をＮＥＤＯの支援により実
施しつつ、民間ベンチャーキ
ャピタル等からの投資等の資
金を呼び込むものであるが、
民間ベンチャーキャピタル等
の投資規模の判断についてＮ
ＥＤＯが決定できるものでは
ないことに加え、世界的な金
融危機が発生した際には投資
額が大きく落ち込むなど金融
経済情勢に大きく左右される
外的要因もあるため。 

― ―  ― ―  

 

また、オープンイノベーショ
ンの促進、研究開発型ベンチ
ャー企業の育成に係る取組を
以下の（１）及び（２）のとお
り行うものとする。 

また、オープンイノベーショ
ンの促進、研究開発型ベンチャ
ー企業の育成に係る取組を以
下の（１）及び（２）のとおり
行うものとする。 

また、オープンイノベーショ
ンの促進、研究開発型ベンチ
ャー企業の育成に係る取組を
以下の（１）及び（２）のとお
り行うものとする。 

 ― ―  

 
（１）オープンイノベーショ
ンの促進 

（１）オープンイノベーション
の促進 

（１）オープンイノベーショ
ンの促進  

 （１）オープンイノベーションの促進 
・オープンイノベーションの取組を推進す
べく、オープンイノベーション白書第三

 
【評価の根拠】 

 



37 

  近年、組織や業種等の壁を
越えて、技術やノウハウ、人材
等を組み合わせ、新たな価値
を創造する企業の「オープン
イノベーション」の取組が重
要となってきていることか
ら、第３期中長期目標期間に
おいて、その取組を促進すべ
く、技術ニーズとシーズのマ
ッチングの推進、中堅・中小・
ベンチャー企業の共同研究等
支援の取組を実施してきたと
ころである。 
 第４期中長期目標期間にお
いては、引き続き、我が国企業
のオープンイノベーションの
取組を促進すべく、産業界の
取組への関与・支援、技術ニー
ズと技術シーズのマッチング
を促進するとともに、中堅・中
小・ベンチャー企業と革新的
な技術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能の能力を
有する機関との共同研究への
支援を行うものとする。 

 近年、組織や業種等の壁を越
えて、技術やノウハウ、人材等
を組み合わせ、新たな価値を創
造する企業の「オープンイノベ
ーション」の取組が重要となっ
てきていることから、第３期中
長期目標期間において、その取
組を推進すべく、技術ニーズと
シーズのマッチングの推進、中
堅・中小・ベンチャー企業の共
同研究等支援の取組等を実施
してきたところである。 
 第４期中長期目標期間にお
いては、引き続き、我が国企業
のオープンイノベーションの
取組を推進すべく、オープンイ
ノベーション・ベンチャー創造
協議会の運営及びオープンイ
ノベーション白書の発行、国内
外の技術普及・推進機関と連携
支援等を通じ、産業界の取組へ
の関与・支援、技術ニーズと技
術シーズのマッチングを推進
するとともに、中堅・中小・ベ
ンチャー企業と革新的な技術
シーズを事業化に結びつける
「橋渡し」機能の能力を有する
機関との共同研究への支援を
行うものとする。 

 近年、組織や業種等の壁を
越えて、技術やノウハウ、人材
等を組み合わせ、新たな価値
を創造する企業の「オープン
イノベーション」の取組が重
要となってきていることか
ら、第３期中長期目標期間に
おいて、その取組を推進すべ
く、技術ニーズとシーズのマ
ッチングの推進、中堅・中小・
ベンチャー企業の共同研究等
支援の取組を実施してきたと
ころである。 
平成３１年度においては、

引き続き、我が国企業のオー
プンイノベーションの取組を
推進すべく、オープンイノベ
ーション・ベンチャー創造協
議会の運営を通じ各種セミナ
ー及びピッチイベント等を行
うとともに、オープンイノベ
ーション白書を改訂するとと
もに、国内外の技術普及・推進
機関と連携支援等、産業界の
取組への関与・支援、技術ニー
ズと技術シーズのマッチング
を推進する。また、研究開発型
ベンチャー企業と革新的な技
術シーズを事業化に結びつけ
る「橋渡し」機能の能力を有す
る機関との共同研究への支援
等を行うものとする。 

版の公開に向けて調査を実施（2020 年５
月公開）。加えて、事業会社の新規事業担
当者向けのワークショップを３回開催、
オープンイノベーション等に関するセミ
ナーを３回開催。2019 年８月 30 日にＪ
ＯＩＣは内閣府が事務局を務めるサイエ
ンス＆イノベーション・インテグレーシ
ョン協議会（Ｓ＆ＩＩ協議会）と合併、
オープンイノベーション機能・会員体制
の強化を行った。 

・橋渡し研究機関との連携による研究開発
型ベンチャー企業の研究開発・実用化の
促進を目的に「研究開発型スタートアッ
プ支援事業／橋渡し研究開発促進」を実
施。また、2020 年３月末時点で橋渡し研
究機関を 188 機関について確認。 

・ピッチイベントにおいては、「研究
開発型スタートアップ支援事業」等
の機構事業の支援を受けた事業者
９社を含むスタートアップ企業に
登壇機会の提供を行いスタートア
ップ支援施策とも連携を図りつつ
事業化を支援。 

・オープンイノベーションの促進に
資する機会として実施したピッチ
の登壇スタートアップの７割程度
から成果創出に有意義だったとの
回答を得た。 

・2020 年４月時点会員数は 1,656 者
となり昨年同時期より 21％増加。 

 

 

（２）研究開発型ベンチャー
企業の育成 
ＮＥＤＯはこれまで中堅・中
小・ベンチャー企業を技術面
から支援し、研究開発助成等
による研究開発リスクの低減
に貢献してきており、第３期
中長期目標期間には、研究開
発型ベンチャー企業等の育成
を図ることを目的として、シ
ーズ発掘から民間リスクマネ
ーの獲得、事業化の支援に至
るまでのシームレスな支援環
境の構築等を実施してきたと
ころである。 
 経済の活性化や新規産業・
雇用の創出の担い手として、
新規性・機動性に富んだ「研究
開発型ベンチャー企業」等の
育成がより一層重要になって
きていることにも鑑み、ベン
チャー企業への実用化助成事
業における取組等を一層推進
する。 
 上記事業の実施に当たって
は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重
要であることに鑑み、諸外国
の先進的な取組も参考にしつ
つ、ベンチャーキャピタル及
び事業会社等との協調支援の

（２）研究開発型ベンチャー企
業の育成 
ＮＥＤＯはこれまで中堅・中
小・ベンチャー企業を技術面か
ら支援し、研究開発助成等によ
る研究開発リスクの低減に貢
献してきており、第３期中長期
目標期間には、研究開発型ベン
チャー企業等の育成を図るこ
とを目的として、シーズ発掘か
ら民間リスクマネーの獲得、事
業化の支援に至るまでのシー
ムレスな支援環境の構築等を
実施してきたところである。 
 経済の活性化や新規産業・雇
用の創出の担い手として、新規
性・機動性に富んだ「研究開発
型ベンチャー企業」等の育成が
より一層重要になってきてい
ることにも鑑み、ベンチャー企
業への実用化助成事業におけ
る取組等を一層推進する。 
 上記事業の実施に当たって
は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重要
であることに鑑み、諸外国の先
進的な取組も参考にしつつ、ベ
ンチャーキャピタル及び事業
会社等との協調支援の取組を
一層推進し、研究開発型ベンチ
ャー企業の成長と新陳代謝を

（２）研究開発型ベンチャー
企業の育成 
機構はこれまで中堅・中小・

ベンチャー企業を技術面から
支援し、研究開発助成等によ
る研究開発リスクの低減に貢
献してきており、第３期中長
期目標期間には、研究開発型
ベンチャー企業等の振興を図
ることを目的として、シーズ
発掘から民間リスクマネーの
獲得、事業化の支援に至るま
でのシームレスな支援環境の
構築等を実施してきたところ
である。 
経済の活性化や新規産業・

雇用の創出の担い手として、
新規性・機動性に富んだ「研究
開発型ベンチャー企業」等の
振興がより一層重要になって
きていることにも鑑み、「研究
開発型ベンチャー支援事業」
においてベンチャー企業への
実用化助成事業における取組
等を一層推進する。 
上記事業の実施に当たって

は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重
要であることに鑑み、諸外国
の先進的な取組も参考にしつ
つ、シーズ段階から事業化ま

 （２）研究開発型ベンチャー企業の育成 
・我が国におけるベンチャー・エコシステ
ムの発展を後押しするため「研究開発型
スタートアップ支援事業」の中で以下の
５事業を実施。 

 
①「NEDO Technology Commercializatio
n Program（ＴＣＰ）」（平成 26年度～） 

・大学・企業等の研究者を対象としたビ
ジネスプラン構築支援とマッチング
機会の提供を組み合わせた研修プロ
グラムとして実施。書面審査及び連携
イベントを通じ 38 件に対して、ビジ
ネスプラン構築に関する研修や個別
のメンタリング等を実施した。ピッチ
形式でのビジネスプランコンテスト
（二次審査会は川崎及び大阪、最終審
査会は東京）を実施し、最優秀賞１件、
優秀賞２件を選出。 

 
②「NEDO Entrepreneurs Program」（平
成 30年度～） 

・事業化の専門家（起業家やＶＣ等）で
ある事業カタライザーがビジネスプ
ラン構築に係る支援を行いつつ、研究
開発に係る資金的な支援を実施。2019
年度は 45 件の応募があり、13 件に対
して支援を実施。 

 

 
【評価の根拠】 
（研究開発型スタートアップ支援事
業） 

・2019 年度は 59 件のスタートアッ
プ・起業家を支援。 

・ＶＣとの協調支援プログラムを中
心に複数のプログラムを実施し、シ
ーズ発掘から事業化に至るまでシ
ームレスな支援環境の構築を実現。 
「オープンイノベーション・ベンチ
ャー創造協議会（ＪＯＩＣ）」や「J-
Startup 事業」等と連携し、様々な
プレーヤーを巻き込んだエコシス
テム形成を目指し事業を実施。 

・機構支援事業者を対象に、シリコン
バレーにおける研修及びピッチを
実施し、５社が参加。  

 
（J-Startup 事業） 
・J－Startup に関して、第１回及び
第２回選定 140 社のうち 61 社につ
いて過去に機構の支援を受けた事
業者が選定されるなど、現在活躍し
ているスタートアップの多くが機
構事業を利用し成長。 

・選定企業に対しては、「研究開発型
スタートアップ支援事業」において
審査時に一定の優遇措置を設ける
等、施策と連携した事業運営を実
施。 
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取組を一層推進し、研究開発
型ベンチャー企業の成長と新
陳代謝を促進する環境づくり
を行うほか、官民の支援機関
及び地方との連携体制を強化
し、研究開発型ベンチャー企
業の一層の底上げを図る。さ
らに、我が国における企業意
識の醸成・浸透に係る取組を
行う。特に、ＮＥＤＯの支援を
受けた研究開発型ベンチャー
企業の成功事例の紹介に努め
るものとする。 
 また、１.（５）②に準じて、
業務を行うものとする。 

促進する環境づくりを行うほ
か、官民の支援機関及び地方と
の連携体制を強化し、研究開発
型ベンチャー企業の一層の底
上げを図る。さらに、我が国に
おける企業意識の醸成・浸透に
係る取組を行う。特に、ＮＥＤ
Ｏの支援を受けた研究開発型
ベンチャー企業の成功事例の
紹介に努めるものとする。 
 また、１.（５）②に準じて、
業務を行うものとする。 

で一貫した支援体制を構築す
ることで、ベンチャー企業が
保有する技術の事業化を通
じ、イノベーション創出及び
経済の活性化等を実現するこ
とを目指し、ベンチャーキャ
ピタル及び事業会社等との協
調支援の取組を一層推進する
とともに、支援人材の育成を
行うなど、研究開発型ベンチ
ャー企業の成長と新陳代謝を
促進する環境づくりを行う。
また、「J-Startup」事業等によ
り官民の支援機関との連携を
図るほか、地方自治体や各地
域の大学等との連携体制を強
化し、研究開発型ベンチャー
企業及びその成長を支えるエ
コシステムの一層の底上げを
図るとともに、我が国におけ
る企業意識の醸成・浸透に係
る取組を行う。さらに、ＮＥＤ
Ｏの支援を受けた研究開発型
ベンチャー企業の成功事例の
紹介に努めるものとする。 
また、１.（５）②に準じて、

業務を行うものとする。 

③「シード期の研究開発型ベンチャー
（ＳＴＳ）に対する事業化支援」（平成
27 年度～） 

・機構が認定した民間ベンチャーキャピ
タル等（認定ＶＣ）からの出資を条件
として、機構からの研究開発に係る資
金的な支援と認定ＶＣによる出資・ハ
ンズオンとの連携による協調支援を
実施。2019 年度は第一回及び第二回公
募において計 40件の応募があり11件
を採択・交付決定。平成 30 年度交付決
定の 18 件と合わせて、29 件の支援を
実施。 

 
④「企業間連携スタートアップ（ＳＣＡ）
に対する事業化支援」（平成 28年度～） 

・事業会社と共同研究等を行う研究開発
型ベンチャーに対する支援事業とし
て創設。2019 年度は 27 件の応募があ
り３件を採択・交付決定。平成 30 年度
交付決定の 11 件と合わせて、14 件の
支援を実施。 

 
⑤「橋渡し研究開発（ＣＲＩ）促進によ
る事業化支援」（2019 年度～） 

・橋渡し研究機関との連携による研究開
発型ベンチャー企業の研究開発・実用
化の促進を目的に実施。2019 年度は計
30 件の応募があり３件を採択・交付決
定。支援を実施。 

 
・引き続き「研究開発型スタートアップ支
援事業」として、シーズ発掘から民間リ
スクマネーの獲得、事業化の支援に至る
までのシームレスな支援環境の構築と強
化を実現するとともに、ベンチャー支援
人材の育成プログラムを実施すること
で、ベンチャー・エコシステムを強化。 

 
・さらに、地域発・大学発のシーズの発掘
や事業化・起業支援を目的に、関係機関
との連携を強化するため、川崎市と起業
家支援のワンストップ拠点「Kawasaki-
NEDO Innovation Center（Ｋ－ＮＩＣ）」
の本格運用を開始しこれまでの利用者は
7,500人を超え158回のイベントを実施。 

 
・「J-Startup」事業では、事務局として経
済産業省やＪＥＴＲＯ等と協力して６月
に追加選定を実施、追加選定して公表し
た 49 社を加えて計 140 社のセレクショ
ン企業（J-Startup）のうち 61 社は機構
の支援実績を有するなど現在活躍してい
るベンチャーの多くが機構事業を利用
し、成長。 

 
・また、地域発・大学発のシーズの発掘や
事業化・起業支援を目的に、関係機関と
の連携を強化するため、東京工業大学（５
月）、山口大学（６月）、山形大学（７月）、
徳島大学（７月）、信州大学（８月）、大
阪大学（９月）及び金沢大学（11月）と

 
（地域発・大学発のシーズの発掘） 
・川崎市と共同で起業家支援拠点
「 Kawasaki-NEDO Innovation 
Center（Ｋ－ＮＩＣ）」を４月から
本格運営を開始。これまでに利用者
は 7,500 人を超え、158 回のイベン
トを実施。 

・東京工業大学（５月）、山口大学（６
月）、山形大学（７月）、徳島大学（７
月）、信州大学（８月）、大阪大学（９
月）及び金沢大学（11月）と計７大
学と起業家支援に係る相互協力の
覚書を締結し、13 の地域大学との
連携の強化を推進。 

・18 件の地域発シーズについて「研
究開発型スタートアップ支援事業」
で資金支援を実施。 

・「ＮＥＤＯフェスタ in関西」では、
個別相談９件、サンプル提供３件の
マッチングを実現。 

 
（支援先のＩＰＯの状況） 
・これまで機構の支援を受けた研究
開発型ベンチャーのうち、その後に
ＩＰＯ（株式公開）を果たしたのは
24 社。2019 年度は１社が上場。2020
年４月時点での時価総額は 8,856
億円を達成。 
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起業家支援に係る相互協力の覚書を締結
し現在全国 13大学と連携。 

 

３．技術に対するインテリジ
ェンス向上による技術開発マ
ネジメントの強化 
 

３．技術に対するインテリジェ
ンス向上による成果の最大化 
 第４期中長期目標における
数値目標を第４期中長期計画
においても同様に以下のとお
り掲げ、その達成状況を評価す
るものとする。 
 
○数値目標３.‐１ 

 ○数値目標３.‐２ 
 ※下欄に記載 
 
この数値目標を達成するた

め、以下の取組みを行うものと
する。 

３．技術に対するインテリジ
ェンス向上による成果の最大 
 第４期中長期計画で掲げら
れた以下の数値目標につい
て、その達成状況を評価する
ものとする。 
 
○数値目標３.‐１ 
○数値目標３.‐２ 
※下欄に記載 

 
この数値目標を達成するた

め、以下の取組を行うものと
する。 

 ３．技術に対するインテリジェンス向上に
よる成果の最大化 
 

―  

 

（１）技術情報の収集・分析に
関する機能強化及び技術戦略
の策定 
ＴＳＣを中心として、国内外
の有望技術・先端技術と社会
課題・市場課題の動向に関す
る情報を収集・把握し、それら
情報に基づいて、技術革新が
もたらす将来の国内外市場を
分析するとともに、産学官の
連携によりその市場の獲得に
つなげるための戦略を策定す
るものとする。そのために、国
内外における革新的な技術の
探索、その技術を実用化する
までのボトルネックの見極
め、将来の国内外の市場に及
ぼすインパクトの予測及びこ
れら分析に基づく技術戦略の
策定に関する機能及び能力の
向上に取り組むものとする。
その際、特許庁の技術動向調
査等行政機関が実施する調査
研究からの技術動向の把握、
最新の科学技術情報を持つ研
究機関等との連携強化及び国
内外における研究者、技術者
等とのネットワーク構築に取
組むものとする。また、国だけ
ではなく民間企業におけるイ
ノベーション促進にも資する
技術戦略を目指す。 
 また、技術戦略の策定にあ
たっては、技術分野毎に企業
が抱える共通の課題や技術領
域を抽出することにより、産
学官連携による課題解決に向
けた取組を促進するものとす
る。その際、技術戦略の客観性
を担保するため、情報の取扱
に注意しつつ、策定途中の技
術戦略案のとりまとめの方向
性について複数の外部専門家
から意見を聞くものとする。 

（１）技術情報の収集・分析に
関する機能強化及び技術戦略
の策定 
 ＴＳＣを中心として、国内外
の有望技術・先端技術と社会課
題・市場課題の動向に関する情
報を収集・把握し、それら情報
に基づいて、技術革新がもたら
す将来の国内外市場を分析す
るとともに、産学官の連携によ
りその市場の獲得につなげる
ための戦略を策定するものと
する。そのために、国内外にお
ける革新的な技術の探索、その
技術を実用化するまでのボト
ルネックの見極め、将来の国内
外の市場に及ぼすインパクト
の予測及びこれら分析に基づ
く技術戦略の策定に関する機
能及び能力の向上に取り組む
ものとする。その際、特許庁の
技術動向調査等行政機関が実
施する調査研究からの技術動
向の把握、最新の科学技術情報
を持つ国立研究開発法人科学
技術振興機構研究開発戦略セ
ンター（ＣＲＤＳ）等との連携
強化及び国内外における研究
者、技術者等とのネットワーク
構築に取組むものとする。ま
た、国だけではなく民間企業に
おけるイノベーション促進に
も資する技術戦略を目指す。 
 また、技術戦略の策定にあた
っては、技術分野毎に企業が抱
える共通の課題や技術領域を
抽出することにより、産学官連
携による課題解決に向けた取
り組みを促進するものとする。
その際、技術戦略の客観性を担
保するため、情報漏えいに注意
しつつ、策定途中の技術戦略案
について、その技術戦略のとり
まとめの方向性について技術
分野毎の有識者をフェローと

（１）技術情報の収集・分析に
関する機能強化及び技術戦略
の策定 
 ＴＳＣを中心として、国内
外の有望技術・先端技術と社
会課題・市場課題の動向に関
する情報を収集・把握し、それ
ら情報に基づいて、技術革新
がもたらす将来の国内外市場
を分析するとともに、産学官
の連携によりその市場の獲得
につなげるための戦略を策定
するものとする。そのために、
実現を目指す将来像の具体化
や、各種の指標を用いた技術
の俯瞰等を行うとともに、国
内外における革新的な技術の
探索、その技術を実用化する
までのボトルネックの見極
め、将来の国内外の市場に及
ぼすインパクトの予測及びこ
れら分析に基づく技術戦略の
策定に関する機能及び能力の
向上に取り組むものとする。
その際、特許庁の技術動向調
査等行政機関が実施する調査
研究からの技術動向の把握、
最新の科学技術情報を持つ国
立研究開発法人科学技術振興
機構研究開発戦略センター
（ＣＲＤＳ）等との連携強化
及び国内外における研究者、
技術者等とのネットワーク構
築に取り組むものとする。ま
た、国だけではなく民間企業
におけるイノベーション促進
にも資する技術戦略を目指
す。 
また、技術戦略の策定にあ

たっては、技術分野毎に企業
が抱える共通の課題や技術領
域を抽出することにより、産
学官連携による課題解決に向
けた取組を促進するものとす
る。その際、技術戦略の客観性

 （１）技術情報の収集・分析に関する機能
強化及び技術戦略の策定 

・ＴＳＣを中心として、国内外の有望技術・
先端技術と社会課題・市場課題の動向に
関する情報を収集・把握し、それら情報
に基づいて、技術革新がもたらす将来の
国内外市場を分析するとともに、産学官
の連携によりその市場の獲得につなげる
ための戦略を策定。 

・そのために、国内外における革新的な技
術の探索、実現したい将来像とシナリオ、
その技術を実用化するまでのボトルネッ
クの見極め、将来の国内外の市場に及ぼ
すインパクトの予測及びこれら分析に基
づく技術戦略の策定に関する機能及び能
力の向上に取り組んだ。その際、特許庁
の技術動向調査等行政機関が実施する調
査で「ドローン」等の技術動向の把握、
最新の科学技術情報を持つ国立研究開発
法人科学技術振興機構研究開発戦略セン
ター（ＣＲＤＳ）等との間で、エネルギ
ー・環境分野やナノテク・材料分野での
定期的な意見交換会や、「未来社会デザイ
ンオープンプラットフォーム」でのワー
クショップ等の共同企画や相互参加を実
施。また、ＩＥＥＥ（Institute of 
Electrical and Electronics 
Engineers）等の国際学会や、ＯＥＣＤや
ＴＡＦＴＩＥ（The European Network of 
Innovation Agencies）等の国際機関の会
合等に積極的に参加することで、国際ネ
ットワークを強化した。 

・また、国だけではなく民間企業における
イノベーション促進にも資する技術戦略
を目指し、新たな技術戦略分野の探求を
目指し、バックキャスティング型のアプ
ローチとして「社会課題起点のアイデア
創発ブレストセッション」、フォーキャス
ティング型のアプローチとして「非連続
イノベーションシーズ研究会」を実施し
た。 

・さらに、技術戦略の策定にあたっては、
技術分野毎に企業が抱える共通の課題や
技術領域を抽出することにより、産学官
連携による課題解決に向けた取組を促進

【評価の根拠】 
・政策ニーズに対応したユニット横
断チームを編成し、アドホックに対
応する体制を構築。 

・政策当局への政策エビデンスの提
供に当たっては、例えば「革新的環
境イノベーション戦略（2020 年１
月、内閣府公表）」の策定において、
経済産業省産業技術環境局ととも
に、主要な技術開発テーマにおける
技術開発課題やＣＯ２排出削減量
の試算等のエビデンスの提供を実
施し、公表資料で数多く採用される
等、複数の重要政策立案に貢献。 
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して採用すること等により、積
極的に複数の外部専門家から
意見を聞くものとする。 
 

を担保するため、情報漏えい
に注意しつつ、策定途中の技
術戦略案について、その技術
戦略のとりまとめの方向性に
ついて技術分野毎の有識者を
フェローとして採用すること
等により、積極的に複数の外
部専門家から意見を聞くもの
とする。 

した。その際、技術戦略の客観性を担保
するため、情報漏えいに注意しつつ、策
定途中の技術戦略案について、その技術
戦略のとりまとめの方向性について技術
分野毎の有識者をフェローとして採用す
ること、ワークショップの開催等により、
積極的に複数の外部専門家から意見を聴
取した。 

・更には、2019 年度は、技術戦略に基づく
ナショナルプロジェクトの企画・立案機
能に加え、政策的な重点分野における国
内外の政策・産業・技術動向を把握・分
析し、その結果を政策当局に政策エビデ
ンスとして提供する等、政策立案に貢献
する活動を強化。例えば、2019 年５月に
経済産業省が公表した「海洋生分解性プ
ラスチック開発・普及導入ロードマップ｣
の公表にあたっては、経済産業省やＡＩ
ＳＴ、ＮＩＴＥ等から構成される検討会
にＴＳＣ研究員も参画するとともに、政
策エビデンスとして 2018 年度に策定し
た「バイオプラスチック分野」の技術戦
略が活用された。また、2019 年６月に経
済産業省が公表した「カーボンリサイク
ル技術ロードマップ」の公表にあたって
は、経済産業省や産学官の専門家から構
成される検討会にＴＳＣ研究員が参画
し、カーボンリサイクル分野の技術俯瞰
と課題に係る話題提供を実施。2020 年１
月に内閣府統合イノベーション戦略推進
会議が公表した「革新的環境イノベーシ
ョン戦略」の策定においては、経済産業
省産業技術環境局とともに、主要な技術
開発テーマにおける技術開発課題やＣＯ
２排出削減量の試算等のエビデンスの提
供を実施し、公表資料でも数多く採用さ
れた。また、国及び国民の安全・安心の
確保に向けた科学技術の活用等との観点
に関し経産省、内閣府等の政府機関と議
論を開始し、2020 年度以降の本格的な議
論に向け、準備に貢献した。 

 

 さらに、海外事務所も最大
限活用して、ＴＳＣの技術情
報収集・分析に関する機能強
化及び技術戦略策定能力の向
上のための体制強化に取り組
むとともに、ＮＥＤＯ事業推
進部の職員を戦略策定に関与
させる仕組みを導入するもの
とする。 
 加えて、科学技術イノベー
ション総合戦略 2017 で指摘
されているように、技術力は
我が国の経済・社会活動を支
える基盤であるとともに、国
及び国民の安全・安心を確保
するための基盤ともなってお
り、安全保障に資する技術を
幅広く活用し、民生分野にお
ける科学技術イノベーション
を促進することも期待され
る。このため、我が国の科学技
術の現状の情報収集、客観的

さらに、海外事務所も最大限
活用して、ＴＳＣの技術情報収
集・分析に関する機能強化及び
技術戦略策定能力の向上のた
めの体制強化に取り組むとと
もに、事業推進部の職員を戦略
策定に関与させる仕組みを導
入するものとする。 
 科学技術イノベーション総
合戦略２０１７で指摘されて
いるように、技術力は我が国の
経済・社会活動を支える基盤で
あるとともに、国及び国民の安
全・安心を確保するための基盤
ともなっており、安全保障に資
する技術を幅広く活用し、民生
分野における科学技術イノベ
ーションを促進することも期
待される。このため、我が国の
科学技術の現状の情報収集、客
観的根拠に基づく先端技術の
進展予測、国内外の科学技術の

さらに、海外事務所も最大限
活用して、ＴＳＣの技術情報
収集・分析に関する機能強化
及び技術戦略策定能力の向上
のための体制強化に取り組む
とともに、事業推進部の職員
を戦略策定に関与させる仕組
みを導入するものとする。 
科学技術イノベーション総

合戦略２０１７で指摘されて
いるように、技術力は我が国
の経済・社会活動を支える基
盤であるとともに、国及び国
民の安全・安心を確保するた
めの基盤ともなっており、安
全保障に資する技術を幅広く
活用し、民生分野における科
学技術イノベーションを促進
することも期待される。この
ため、我が国の科学技術の現
状の情報収集、客観的根拠に
基づく先端技術の進展予測、

 ・海外事務所も最大限活用して、ＴＳＣの
技術情報収集・分析に関する機能強化及
び技術戦略策定能力の向上のための体制
強化に取り組むとともに、事業推進部の
職員を戦略策定に関与させる仕組みを導
入。 

 
・2019 年度については、海外における技術
情報収集・分析に関する機能強化をすべ
く、海外技術情報ユニットの体制及びネ
ットワークの更なる強化や収集・分析し
た成果物の蓄積を実施。 

 なお、技術戦略及びプロジェクト構想の
策定に当たっては、必要に応じて、方法
論募集（注１）、ワークショップ（注２）、
先導調査（注３）及び先導研究（注４）
の結果を活用。 

 
※上記注釈は、左記中長期計画中の注釈を
参照のこと。 

―  
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根拠に基づく先端技術の進展
予測、国内外の科学技術の動
向把握などについて、科学技
術の変化により安全保障を巡
る環境にもたらされる影響を
含めて俯瞰し、ゲームチェン
ジャーとなる可能性のあるよ
うな先進技術について技術情
報の収集・分析を行う体制を
整備することが必要である。 

動向把握などについて、科学技
術の変化により安全保障を巡
る環境にもたらされる影響を
含めて俯瞰し、ゲームチェンジ
ャーとなる可能性のあるよう
な先進技術について技術情報
の収集・分析を行う体制を整備
することが必要である。 
 なお、技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定に当たっては、
必要に応じて、方法論募集（注
１）、ワークショップ（注２）、
先導調査（注３）及び先導研究
（注４）の結果を活用する。 
 
（注１）方法論募集（ＲＦＩ：
Request for Information） 
産学官におけるアイデアや研
究状況を把握するため、技術開
発の様々な方法論を広く募集
する。 
（注２）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実施者
の候補・水準・可能性等の把握
や発掘のため、産学官の関係者
を一同に集め、大学や公的研究
機関と産業界とが基礎研究も
含め具体的技術課題等につい
て双方向で話し合い、議論を行
う。 
（注３）先導調査 
国内外における、①学会発表の
内容、②論文動向・特許動向、
③産業界の研究開発動向、④当
該技術による経済・社会インパ
クト、⑤当該技術普及のための
方策等を把握するため、技術戦
略及びプロジェクト構想の策
定の際に調査を行う。 
（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現状水
準、今後の発展可能性及び限界
を確認するとともに、競合技
術・代替技術の把握のため、研
究者等への委託により予備的
な研究を行う。 

国内外の科学技術の動向把握
などについて、科学技術の変
化により安全保障を巡る環境
にもたらされる影響を含めて
俯瞰し、ゲームチェンジャー
となる可能性のあるような先
進技術について技術情報の収
集・分析を行う体制を整備す
ることが必要である。 
平成３１年度については、

海外における技術情報収集・
分析に関する機能強化をすべ
く、海外技術情報ユニットの
体制及びネットワークの更な
る強化や収集・分析した成果
物の蓄積を図る。 
なお、技術戦略及びプロジ

ェクト構想の策定に当たって
は、必要に応じて、方法論募集
（注１）、ワークショップ（注
２）、先導調査（注３）及び先
導研究（注４）の結果を活用す
る。 
（注１）方法論募集（ＲＦＩ：
Request for Information） 
産学官におけるアイデアや研
究状況を把握するため、技術
開発の様々な方法論を広く募
集する。 
（注２）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実施者
の候補・水準・可能性等の把握
や発掘のため、産学官の関係
者を一同に集め、大学や公的
研究機関と産業界とが基礎研
究も含め具体的技術課題等に
ついて双方向で話し合い、議
論を行う。 
（注３）先導調査 
国内外における、①学会発表
の内容、②論文動向・特許動
向、③産業界の研究開発動向、
④当該技術による経済・社会
インパクト、⑤当該技術普及
のための方策等を把握するた
め、技術戦略及びプロジェク
ト構想の策定の際に調査を行
う。 
（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現状水
準、今後の発展可能性及び限
界を確認するとともに、競合
技術・代替技術の把握のため、
研究者等への委託により予備
的な研究を行う。 

 

（２）人材の流動化促進、育成 
技術インテリジェンスの向上
を図るため、ＴＳＣにおいて、
内部人材の育成を図るととも
に、クロスアポイントメント
制度の活用、外部人材の中途
採用、国立研究開発法人等の
研究機関や大学における研究

（２）人材の流動化促進、育成 
技術インテリジェンスの向上
を図るため、ＴＳＣにおいて、
内部人材の育成を図るととも
に、クロスアポイントメント制
度の活用、外部人材の中途採
用、国立研究開発法人等の研究
機関や大学における研究者等

（２）人材の流動化促進、育成 
 技術インテリジェンスの向
上を図るため、ＴＳＣにおい
て、内部人材の育成を図ると
ともに、クロスアポイントメ
ント制度の活用、外部人材の
中途採用、国立研究開発法人
等の研究機関や大学における

 （２）人材の流動化促進、育成 
・技術開発マネジメントに関して、研修等
を通じて内部人材の育成を図るととも
に、企業や大学での実務経験を有する外
部人材を、プロジェクトの企画・運営等
を担う者として、21 名を採用。 

・民間企業や大学等の技術開発において中
核的人材として活躍しイノベーションの

【評価の根拠】 
・民間企業（100 社以上）、独法等から
多様なバックグラウンドを持つ人
材を出向者として受け入れるなど
幅広い人事交流を実施。受け入れた
人材はプロジェクトマネージャー
（ＰＭ）等として活躍。 
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者等幅広い人事交流を行うも
のとする。 
 また、民間企業や大学等の
技術開発における中核的人材
として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材が
不足しており、その育成を図
ることが急務である。このた
め、将来のＰＭ人材の候補を
採用して多様な実践経験を積
ませることや、利益相反に配
慮しつつ民間企業・大学・ＮＥ
ＤＯを含む研究開発法人にお
いてすでに技術開発マネジメ
ントの実績を有する人材を積
極登用するなど、ＰＭ人材の
キャリアパスの確立に貢献す
るものとする。 

幅広い人事交流を行うものと
する。 
 また、民間企業や大学等の技
術開発における中核的人材と
して活躍しイノベーションの
実現に貢献するＰＭ人材が不
足しており、その育成を図るこ
とが急務である。このため、将
来のＰＭ人材の候補を採用し
て多様な実践経験を積ませる
ことや、利益相反に配慮しつつ
民間企業・大学・機構を含む研
究開発法人においてすでに技
術開発マネジメントの実績を
有する人材を積極登用するな
ど、ＰＭ人材のキャリアパスの
確立に貢献するものとする。 
 加えて、ＴＳＣが世界の最新
技術動向と我が国における産
業動向を踏まえた実効性のあ
る戦略策定を実施できるよう、
事業推進部の職員を戦略策定
に関与させる仕組みを導入す
る。これに伴い、事業推進部に
おいても引き続き、内部人材の
育成を図るとともに、プロジェ
クト管理等に係る透明性を十
分に確保した上で、一定の実務
経験を有する優秀な人材など、
外部人材の中途採用等を毎年
度実施し、人材の流動化を促進
して、機構のマネジメント能力
の底上げと質の高い技術戦略
の策定に資するための技術イ
ンテリジェンスの向上を図る
ものとする。 

研究者等幅広い人事交流を行
うものとする。 
また、民間企業や大学等の

技術開発における中核的人材
として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材が
不足しており、その育成を図
ることが急務である。このた
め、将来のＰＭ人材の候補を
採用して多様な実践経験を積
ませることや、利益相反に配
慮しつつ民間企業・大学・機構
を含む研究開発法人において
すでに技術開発マネジメント
の実績を有する人材を積極登
用するなど、ＰＭ人材のキャ
リアパスの確立に貢献するも
のとする。 
加えて、ＴＳＣが世界の最

新技術動向と我が国における
産業動向を踏まえた実効性の
ある戦略策定を実施できるよ
う、事業推進部の職員を戦略
策定に関与させ、事業推進部
においても引き続き、内部人
材の育成を図るとともに、プ
ロジェクト管理等に係る透明
性を十分に確保した上で、一
定の実務経験を有する優秀な
人材など、外部人材の中途採
用等を毎年度実施し、人材の
流動化を促進して、機構のマ
ネジメント能力の底上げと質
の高い技術戦略の策定に資す
るための技術インテリジェン
スの向上を図るものとする。 

実現に貢献するＰＭ人材の育成を図るた
め、民間企業・大学・研究開発法人等か
ら 347 名（うち、クロスアポイントメン
ト制度適用者２名）を受け入れた。 

・また、プロジェクトマネジメント力強化
のため「プロジェクトマネージャー育成
講座」を実施。外部講師による講座（10
講座）については、外部環境変化に対応
しながら社会実装に向けて戦略や研究計
画を立案・遂行・修正できる能力をより
効果的に身につけられるよう講座の内容
を一部リニューアルし、プログラム・講
師を確定。また、新たに、ＭＥＴＩ－機
構共催の 「産業技術総合研修」を 2019
年 12 月に開催し、ＮＥＤＯ－ＰＭのみな
らず、政策担当者やＮＥＤＯ－ＰＬ／Ｓ
ＰＬ等の幅広い人材育成に向けた取組を
強化。さらに、機構職員が講師を務め実
務上の知見を共有する講座を新たに開始
し、採択審査の観点から財務諸表の読み
解き方を解説する「決算書読解術」や機
構におけるマネジメントの基礎を解説す
る「マネジメントガイドライン入門編」
を実施。 

 ＰＭ人材の育成のため、将来のＰＭ人材
の候補として若手職員に多様な実戦経験
を積ませている。また、2020 年３月末現
在のＰＭの出身組織の内訳は、民間から
の出向が 28 名、プロパー職員が 19名（う
ち民間からの転籍が５名）。 

・加えて、戦略策定を実施するために、Ｔ
ＳＣと事業推進部の職員で戦略策定チー
ムを設置する仕組みを導入。事業推進部
においても引き続き、内部人材の育成を
図るとともに、プロジェクト管理等に係
る透明性を十分に確保した上で、一定の
実務経験を有する優秀な人材など、外部
人材の中途採用等を実施し、人材の流動
化を促進して、機構のマネジメント能力
の底上げと質の高い技術戦略の策定に資
するための技術インテリジェンスの向上
を図った。 

・機構で実施するナショナルプロジ
ェクト 64 件のうち、民間企業等か
らの出向者がＰＭを務めるプロジ
ェクトは 34 件。 

 

（３）情報発信の推進 
ＮＥＤＯの技術インテリジェ
ンスの成果である技術戦略に
ついて、積極的にセミナー等
による情報発信を推進するこ
とにより、様々な分野におけ
る技術情報を有する企業・大
学・国立研究開発法人等の研
究者との連携を深めることで
ＮＥＤＯの技術インテリジェ
ンス能力の向上を図るものと
する。 
 なお、ＮＥＤＯが技術イン
テリジェンスの向上に積極的
に取り組むことを促すため、
以下の数値目標を掲げ、その
達成状況を評価するものとす
る。 

（３）情報発信の推進 
機構の技術インテリジェンス
の成果である技術戦略につい
て、積極的にセミナー等による
情報発信を推進することによ
り、様々な分野における技術情
報を有する企業・大学・国立研
究開発法人等の研究者との連
携を深める。 
 また、機構の技術開発プロジ
ェクトに併設する、ＮＥＤＯプ
ロジェクトを核とした人材育
成、産学連携等の総合的展開事
業を活用して、当該技術や技術
経営人材の育成のほか、先端的
な成果を発信し、企業や大学の
研究者や技術開発部門の担当
者との人的交流を深める。 
 

（３）情報発信の推進 
機構の技術インテリジェン

スの成果である技術戦略につ
いて、積極的にセミナー等に
よる情報発信を推進すること
により、様々な分野における
技術情報を有する企業・大学・
国立研究開発法人等の研究者
との連携を深める。 
また、機構の技術開発プロ

ジェクトに併設する、ＮＥＤ
Ｏプロジェクトを核とした人
材育成、産学連携等の総合的
展開事業を活用して、先端技
術や技術経営人材の育成のほ
か、先端的な成果を発信し、企
業や大学の研究者や技術開発
部門の担当者との人的交流を
深める。平成３１年度から新
たに先端技術分野に関する講
座の展開を予定しており、よ

 （３）情報発信の推進 
・「持続可能な社会を実現する３つの社会
システム」として、サーキュラーエコノ
ミー、バイオエコノミー、持続可能なエ
ネルギーを定義し、それらを表現したシ
ンボルマークを制定した。国や民間の研
究開発の戦略的重点化と効果的・効率的
推進の観点から、機構が提唱する社会シ
ステムとして対外的にも積極的に発信
し、賛同を呼びかける取組として実施。 

・機構の技術インテリジェンスの成果であ
る技術戦略について、計２回の TSC 
Forsight セミナー 、計１回 の TSC 
Forsight 特別セミナーを開催。特に政府
の「革新的環境イノベーション戦略」策
定の動きにあわせ、 「持続可能な社会を
実現する３つの社会システム」の一体的
で有機的な推進を実現し、気候変動問題
の解決に向けた技術開発の在り方や目指
すべき方向性などをまとめた「持続可能
な社会の実現に向けた技術開発総合指針

 
【評価の根拠】 
○「TSC Foresight」セミナーの実施 
・セミナーの満足度アンケートにお
いては、いずれのセミナーも満足、
やや満足と答えた来場者が 80％を
超える結果であり、特別セミナーに
おいては、90％を超える結果であっ
た。 

・参加者の 50％以上が、経営層、部課
長クラスであり、幹部クラスの関心
が高く、時宜を得たテーマの公表で
あったことがうかがえる。 

 
○３つの社会システムの定義、ＮＥＤ
Ｏ総合指針の策定 

・機構の組織ミッションの遂行にあ
たって目指すべき社会システムの
姿として位置付け、世に広く浸透さ
せ、ステークホルダー等の共感を得

 



43 

り実践的な人材の育成を通じ
て技術の社会実装を推進す
る。 

2020」（ＮＥＤＯ総合指針）を策定し、TSC 
Forsight 特別セミナーで革新技術のＣ
Ｏ２削減ポテンシャル・コストの試算を
公表した。 

・積極的にセミナー等による情報発信を推
進することにより、様々な分野における
技術情報を有する企業・大学・国立研究
開発法人等の研究者との連携を深めた。 

 また、海外の研究開発動向について、海
外公的機関の最新情報の概要を取りまと
めたＮＥＤＯ海外技術情報を計 232 件発
信。 

 
【海外技術情報の発信数（モニタリング指
標）】 

［エネルギーシステム分野］ 31 件 
 
［省エネルギー・環境分野］ 41 件 
 
［産業技術分野］      160 件 
 
・ＮＥＤＯプロジェクトを核とした人材育
成、産学連携等の総合的展開事業では、
「実データで学ぶ人工知能講座」及び「ロ
ボット性能評価手法に係る特別講座」を
昨年度から継続して実施、さらには新た
に「セルロースナノファイバー先端開発
技術者養成に係る特別講座」を開始。講
義のほか、発表会・交流会を実施し、企
業と大学関係者との間の人的交流を深め
た。 

て、取組の輪を拡げていくために実
施。 

・広い範囲で、国や民間企業等の研究
開発の取組に際する共通認識醸成
と基盤構築を図った。 

・ＣＯ２の排出削減に効果のある技術
を、総合的、客観的に判断するため
の「評価の考え方」として、「ＣＯ
２削減ポテンシャル」と「ＣＯ２削減
コスト」が重要であることを改めて
示した。 

・革新技術について具体的な試算を
提供することにより、開発・実証に
取り組むべき革新技術の評価の一
助とした。 

 
○ＮＥＤＯ特別講座の実施 
・人工知能分野の講座を展開し、社会
的に急務となっているＡＩ人材不
足の解消に貢献。受講生の一部が即
戦力として、企業等で活躍。 

・ロボット性能評価手法に関する講
座を通じ、人材育成だけでなく、Ｎ
ＥＤＯプロジェクトの成果・情報の
発信、社会普及を推進。 

・上記２講座で延べ 199 回講義等を
行い、717 名が受講。実技を取り入
れた質の高い授業を実施したほか、
シンポジウム、各種勉強会を通じ、
様々な業種の人材交流を促進。 

 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
 最新の技術動向や市場動向
を把握し、先を見据えた中長
期の技術戦略を策定すること
としており、先見性の高い技
術戦略の策定を評価するため
には、技術戦略がその後の研
究開発プロジェクトにつなが
った比率を指標とすることが
合理的である。一方で、研究開
発プロジェクトを創出するた
めだけの技術戦略という位置
付けではない。 
 このため、経済産業省から
の運営費交付金に基づく研究
開発プロジェクトだけではな
く、民間主導や他府省の公募
型事業を含む産学官連携プロ
ジェクトにつながった技術戦
略の比率に目標を設定するこ
とで、技術インテリジェンス
の向上を促すものとする。 
 具体的には、産学連携研究
開発プロジェクトにつながっ
た技術戦略（大幅改訂を含む）
割合を、該当する評価単位の
それぞれにおいて、いずれも
延べ１１０％以上（第３期中
長期目標期間中の実績は８
０％）とする目標を新たに設
ける。 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
 最新の技術動向や市場動向
を把握し、先を見据えた中長期
の技術戦略を策定することと
しており、先見性の高い技術戦
略の策定を評価するためには、
技術戦略がその後の研究開発
プロジェクトにつながった比
率を指標とすることが合理的
である。一方で、研究開発プロ
ジェクトを創出するためだけ
の技術戦略という位置付けで
はない。 
 このため、経済産業省からの
運営費交付金に基づく研究開
発プロジェクトだけではなく、
民間主導や他府省の公募型事
業を含む産学官連携プロジェ
クトにつながった技術戦略の
比率に目標を設定することで、
技術インテリジェンスの向上
を促すものとする。 
 具体的には、産学連携研究開
発プロジェクトにつながった
技術戦略（大幅改訂を含む）割
合を、該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも延べ１
１０％以上（第３期中長期目標
期間中の実績は８０％）とする
目標を新たに設ける。 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」  
 産学連携研究開発プロジェ
クトにつながった技術戦略
（大幅改訂を含む）割合を、該
当する評価単位のそれぞれに
おいて、いずれも延べ１１
０％以上とする中長期計画の
達成に向けて取り組む。 
なお、産学連携研究開発プ

ロジェクトには、経済産業省
からの運営費交付金に基づい
て機構が実施する研究開発プ
ロジェクトのほか、複数の民
間企業や大学等が資金を分担
して実施する共同研究開発
や、他省庁・他国立研究開発法
人等の研究開発プロジェクト
における実施件数も含むもの
とする。 

【評価軸】 
○質の高い技術戦略
を策定し、政策・施策
や研究開発等に活用
されているか。 
 
【関連する評価指標】 
○産学連携研究開発
プロジェクトにつな
がった技術戦略の割
合（評価指標） 

○数値目標３.‐１ 「基幹目標」 
【産学連携研究開発プロジェクトにつなが
った技術戦略の割合（評価指標）】 

・産学連携研究開発プロジェクトにつなが
った技術戦略（大幅改訂を含む）割合に
ついて、2019 年度の実績は以下のとお
り。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
200％ 
（４プロジェクト／２プロジェクト） 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
150％ 
（３プロジェクト／２プロジェクト） 

 
［産業技術分野］ 
333％ 
（10 プロジェクト／３プロジェクト） 

 
【評価の根拠】 
・2019 年度は、すべてのセグメント
において目標値を達成。 

・2019 年度以前に策定・改訂した技
術戦略に基づき、新規（拡充を含む）
産学連携研究開発プロジェクトに
活用された件数は 17 件。経済産業
省関連のプロジェクトへ活用のほ
か、内閣府等の戦略にも活用され
る。 
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 なお、産学連携研究開発プ
ロジェクトには、経済産業省
からの運営費交付金に基づい
てＮＥＤＯが実施する研究開
発プロジェクトのほか、複数
の民間企業や大学等が資金を
分担して実施する共同研究開
発や、他省庁・他国立研究開発
法人等の研究開発プロジェク
トにおける実施件数も含むも
のとする。 

 なお、産学連携研究開発プロ
ジェクトには、経済産業省から
の運営費交付金に基づいてＮ
ＥＤＯが実施する研究開発プ
ロジェクトのほか、複数の民間
企業や大学等が資金を分担し
て実施する共同研究開発や、他
省庁・他国立研究開発法人等の
研究開発プロジェクトにおけ
る実施件数も含むものとする。 

 

【重要度】高、【優先度】高、
【難易度】高 
 最新の技術動向や市場展望
を把握し、先を見据えた中長
期の技術戦略を策定すること
としており、研究開発プロジ
ェクトを創出するための技術
戦略という位置付けにはして
いない。したがって、技術戦略
がその後の研究開発プロジェ
クトにつながるかどうかは、
如何に先見性の高い技術戦略
を策定できるかということに
よるため、技術戦略の数以上
の産学連携研究開発プロジェ
クト数を求める上記の目標を
設定することにより、ＮＥＤ
Ｏに先見性の高い技術戦略を
作成することを促し、加えて、
先見性の高い技術戦略を作成
するために必要となる国内外
の有望技術の発掘にもＮＥＤ
Ｏが注力することによってＮ
ＥＤＯ自身の技術インテリジ
ェンス能力の向上を図るも
の。 
 また、民間企業が研究開発
費の多くを短期的研究に振り
向ける傾向がある中、研究開
発、市場獲得・開拓までを通じ
たイノベーションシステムの
構築や、勝ち筋となり得る「戦
略分野」の見極めを行ったう
えで、国が中長期的な研究を
支援していくことが求められ
ており、その戦略分野の見極
めを行う役割を担うＴＳＣの
技術インテリジェンス機能の
向上が第４期中長期目標の重
要なミッションとして位置付
けられていることから、本目
標の重要度及び優先度は高と
する。 
 なお、国内外の有望技術の
発掘には、特許庁の技術動向
調査等行政機関の調査研究や
他の国立研究開発法人の調査
研究等も活用しつつ情報収
集・分析を進めるだけでなく、
地道な研究論文の調査、国内
外の多くの研究者との直接対
話等から、その技術的内容を

― ―  ― ―  
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理解して整理することが必
要。また、技術戦略を取りまと
めるためには、有望技術につ
いての社会課題・市場課題の
動向把握・分析を産官学関係
者の意見を踏まえつつ取りま
とめることが必要であり、こ
れらの一連の作業を実施した
うえで、中長期的な視点に立
った先見性の高い技術戦略を
策定することには、相当の困
難性が伴うため、本目標の難
易度は高とする。 

 

○数値目標３.‐２ 
【目標】 
 ＮＥＤＯ事業（戦略的イノ
ベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）事業等内閣府が戦
略を策定し推進するものを除
く。）に参加する４０才以下の
若手研究員及び女性研究員
を、年間１，４００人以上とす
ることとする。なお、評価単位
毎の目標は中長期計画におい
て明示するものとする。 

○数値目標３.‐２ 
【目標】 
 機構事業（戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム（ＳＩＰ）
事業等内閣府が戦略を策定し
推進するものを除く。）に参加
する４０才以下の若手研究員
及び女性研究員を、年間１，４
００人以上とすることとする。 
 なお、評価単位毎の目標は以
下のとおりとする。 
 
エネルギーシステム分野     
５００人 

 省エネルギー・環境分野     
２００人 

産業技術分野            
５００人 

 新産業創出・シーズ発掘等 
分野 
 ２００人 

○数値目標３.‐２ 
【目標】 
 機構事業（戦略的イノベー
ション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）事業等内閣府が戦略を策
定し推進するものを除く。）に
参加する４０才以下の若手研
究員及び女性研究員を、年間
１，４００人以上とすること
とする。 
なお、評価単位毎の目標は

以下のとおりとする。 
 エネルギーシステム分野    

５００人 
 省エネルギー・環境分野    

２００人 
 産業技術分野         

５００人 
新産業創出・シーズ発掘等
分野 
 ２００人 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯのマネジ
メント能力向上に資
する人材の育成等に
取り組んでいるか。 
 
【評価指標】 
○ＮＥＤＯ事業に参
加する４０才以下の
若手研究者及び女性
研究者の人数（評価指
標） 

○数値目標３.‐２ 
【ＮＥＤＯ事業に参加する 40 才以下の若
手研究者及び女性研究者の人数（評価指
標）】 

・機構事業（内閣府が戦略を策定し推進す
る戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）事業を除く）に参加する 40 才
以下の若手研究員及び女性研究員につい
て、2019 年度の実績は以下のとおり。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
1,057 人 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
1,135 人 

 
［産業技術分野］ 
1,791 人 

 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
471 人 

 
（参考：機構全体） 
 合計 4,454 人 

 
【評価の根拠】 
・2019 年度は計 4,454 人の若手研究
員及び女性研究員を養成。 

・人材育成の効果を追跡調査により
確認した結果、ＮＥＤＯプロジェク
トにおける人材育成（研究者の質的
向上）の達成度の評価は約 83％が
期待を上回るまたは期待どおりと
の回答を得ている。 

 

 

 

４．技術分野ごとの目標 
第４期中長期目標期間にお

ける技術分野ごとの取組は、
「未来投資戦略 2017」、「エネ
ルギー基本計画」、「エネルギ
ー・環境イノベーション戦略」
等の政府の方針を踏まえ、以
下の分野ごとに技術開発を実
施するものとし、ＮＥＤＯに
おいて作成する中長期計画又
は年度計画において、分野ご
とに長期的に目指すべき目標
及び第４期中長期目標期間中
に達成すべき技術水準や技術
開発目標などの達成水準を明
示して取り組むものとする。 
 また、世界的な技術革新や
市場動向の状況を十分に把握
しつつ、必要に応じて中長期
計画又は年度計画における達
成すべき技術水準・技術開発
目標をより野心的なものに見
直す等の対応を適切に行うも
のとする。 

４．技術分野ごとの目標 
第４期中長期目標期間におけ
る技術分野ごとの取り組みは、
「未来投資戦略２０１７」、「エ
ネルギー基本計画」、「エネルギ
ー・環境イノベーション戦略」
等の政府の方針を踏まえ、以下
の分野ごとに技術開発を実施
する。分野ごとに長期的に目指
すべき目標及び第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成水準を事業毎に策定する基
本計画に明示して取り組む。 
 また、世界的な技術革新や市
場動向の状況を十分に把握し
つつ、必要に応じて中長期計画
又は年度計画における達成す
べき技術水準・技術開発目標を
より野心的なものに見直す等
の対応を適切に行うものとす
る。 
 

４．技術分野ごとの目標 
 第４期中長期目標期間にお
ける技術分野ごとの取組は、
「未来投資戦略２０１７」、
「エネルギー基本計画」、「エ
ネルギー・環境イノベーショ
ン戦略」等の政府の方針を踏
まえ、以下の分野ごとに技術
開発を実施する。分野ごとに
長期的に目指すべき目標及び
第４期中長期目標期間中に達
成すべき技術水準や技術開発
目標などの達成水準を事業毎
に策定する基本計画に明示し
て取り組む。平成３１年度は
事業一覧（別紙）の事業につい
て取り組む。 
また、世界的な技術革新や

市場動向の状況を十分に把握
しつつ、必要に応じて中長期
計画又は年度計画における達
成すべき技術水準・技術開発
目標をより野心的なものに見
直す等の対応を適切に行うも
のとする。 
 

 ４．技術分野ごとの目標 
 第４期中長期目標期間における技術分野
ごとの取組は、「未来投資戦略 2017」、「エ
ネルギー基本計画」、「エネルギー・環境イ
ノベーション戦略」等の政府の方針を踏ま
え、以下の分野ごとに技術開発を実施。分
野ごとに長期的に目指すべき目標及び第４
期中長期目標期間中に達成すべき技術水準
や技術開発目標などの達成水準を事業毎に
策定する基本計画に明示し、事業を実施。 
 また、世界的な技術革新や市場動向の状
況を十分に把握しつつ、必要に応じて中長
期計画又は年度計画における達成すべき技
術水準・技術開発目標をより野心的なもの
に見直す等の対応を適切に実施。 

―  
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【エネルギーシステム分野】 
 「エネルギー基本計画」、「水
素基本戦略」に基づき、再生可
能エネルギーの導入加速、蓄
電池などのエネルギーの貯蔵
手段の確保、水素の利活用を
着実に進めること等が求めら
れている。このため、再生可能
エネルギーについては、太陽
光発電、風力発電、地熱発電、
バイオマスエネルギー、波力・
潮力等の海洋エネルギー、そ
の他の再生可能エネルギー熱
利用の低コスト化・高効率化
や多様な用途の開拓に資する
研究開発、再生可能エネルギ
ー発電の既存系統への接続量
増加のための系統運用技術の
高度化や送配電機器の技術実
証、蓄電池などのエネルギー
貯蔵に関する技術開発、水素
の製造から貯蔵・輸送、利用に
関わる技術開発や社会実装等
を戦略的に推進するものとす
る。さらに、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け我が国の再生可能
エネルギー、蓄電池、水素等の
エネルギーシステム分野の国
際展開を進展させるため、各
国の政策、規制環境等を踏ま
え、日本の優れた技術を核に、
海外実証事業等を強力に推進
するものとする。加えて、他国
への温室効果ガス削減技術等
の普及等の国際的な取組を通
じて、実現した温室効果ガス
排出削減・吸収を国際貢献と
して示していくとともに、我
が国の削減目標の達成にも資
するよう二国間オフセット・
クレジット制度（ＪＣＭ）を活
用していく。 
 「エネルギー・環境イノベー
ション戦略」では、削減ポテン
シャル・インパクトが大きい
有望技術として、蓄エネルギ
ー分野では次世代蓄電池、水
素等製造・貯蔵・利用、創エネ
ルギー分野では次世代太陽光
発電、次世代地熱発電が特定
されるとともに、ＡＩ、ビック
データ、ＩｏＴ等の活用によ
るエネルギーシステム統合技
術の重要性についても言及し
ている。これらの技術をはじ
めとした長期的な視点に立っ
た技術について、従来の発想
によらない革新的な技術の発
掘や開発に取り組むものとす
る。 

【エネルギーシステム分野】 
 新たなエネルギーシステム
の構築に向け、以下の個別技
術、システム技術の開発を総合
的に進めていく。 
再生可能エネルギー発電の

既存系統への接続量増加のた
めの系統運用技術の高度化や
送配電機器の技術実証では、太
陽光発電等の分散型エネルギ
ーの大量導入による配電網の
電圧上昇等の課題を克服し、再
生可能エネルギーを最小の社
会コストで最大限導入できる
次世代電力網の構築に向けた
共通基盤の技術開発や太陽光・
風力の自然変動電源の発電量
の予測技術を高精度化・実用化
する技術の開発等を推進する。 
蓄電池などのエネルギーの

貯蔵能力強化に関する技術開
発では、現行のリチウムイオン
電池（現行 LIB）に比べ、エネ
ルギー密度の高い全固体LIBや
新原理により性能を大幅に向
上させた革新型蓄電池の共通
基盤技術の研究開発等を行う。 
水素の製造から貯蔵・輸送、

利用に関わる技術開発では、超
高圧水素技術等を活用した低
コスト水素供給インフラ構築
に向けた研究開発や次世代燃
料電池の実用化に向けた低コ
スト化・耐久性向上等のための
研究開発、未利用エネルギーを
活用した大規模水素サプライ
チェーン構築の基盤となる技
術開発、大量の水素を利活用す
る技術開発等、水素利用社会の
構築に向けた取組を推進する。 
再生可能エネルギーについ

て、技術開発を進める。太陽光
発電では、大幅な発電コスト低
減を実現する可能性が高い太
陽電池や周辺機器等を対象と
して技術開発を行うほか、性能
評価等の共通基盤技術の開発、
太陽光パネルに対応する低コ
ストリサイクル・リユース技術
の開発等に取り組む。風力発電
では着床式・浮体式洋上風力発
電のコスト低減に向けた技術
開発・実証・導入支援等を進め
るほか、風車部品の故障による
停止時間を縮小させるための
メンテナンスシステムの開発
等を行う。地熱発電では、我が
国の豊富な地熱資源を活かす
ための高性能な地熱発電シス
テムの開発等に取り組む。バイ
オマスエネルギーでは食糧と
競合しないバイオ燃料の実用
化に向けた研究開発のほか、地

【エネルギーシステム分野】 
新たなエネルギーシステム

の構築に向け、以下の個別技
術、システム技術の開発を総
合的に進めていく。 
再生可能エネルギーの導入

拡大に伴い、顕在化しつつあ
る系統制約の克服に向けて、
既存系統を最大限に活用する
「日本版コネクト＆マネー
ジ」や次世代高圧直流等につ
いて、再生可能エネルギーを
最小の社会コストで最大限導
入できる次世代送配電システ
ムの構築に向けた共通基盤の
技術開発や系統運用技術を高
度化するための開発等を推進
する。 
蓄電池などのエネルギーの

貯蔵能力強化に関する技術開
発では、現行のリチウムイオ
ン電池（現行 LIB）に比べ、エ
ネルギー密度の高い全固体
LIB や新原理により性能を大
幅に向上させた革新型蓄電池
の共通基盤技術の研究開発等
を行う。 
水素の製造から貯蔵・輸送、

利用に関わる技術開発では、
超高圧水素技術等を活用した
低コスト水素供給インフラ構
築に向けた研究開発や次世代
燃料電池の実用化に向けた低
コスト化・耐久性向上等のた
めの研究開発、未利用エネル
ギーを活用した大規模水素サ
プライチェーン構築の基盤と
なる技術開発、大量の水素を
利活用する技術開発等、水素
利用社会の構築に向けた取組
を推進する。 
また、再生可能エネルギー

について、低コスト化・高効率
化に係る技術開発を進める。
太陽光発電では、大幅な発電
コスト低減を実現する可能性
が高い太陽電池の技術開発を
行うほか、太陽光発電の信頼
性向上や安全性確保、低コス
トなリサイクルの要素技術の
開発についても取り組む。風
力発電では着床式・浮体式洋
上風力発電のコスト低減に向
けた技術開発・実証・導入支援
等を進めるほか、風車部品の
故障による停止時間を縮小さ
せるためのメンテナンスシス
テムの開発等を行う。地熱発
電では、我が国の豊富な地熱
資源を活かすための高性能な
地熱発電システムの開発等に
取り組む。バイオマスエネル
ギーでは食糧と競合しないバ

  
 
次世代洋上直流送電システム開発事業 
［2015～2019 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・昨年度までのシステム開発の成果（多端
子直流送電システムのモデルケースの構
築）に、要素技術開発（送電ケーブル、
直流遮断器、洋上プラットフォーム等）
の成果を組込むことでモデルケースを改
良し、事業目標（既存の交流送電システ
ムに対してコスト削減割合 20％実現）を
達成した。また、多端子直流送電システ
ムに共通的な要件をまとめた標準仕様書
案を作成し機構のウエブサイトで公開し
た。さらに、要素技術について、送電ケ
ーブルの長期耐久試験や荷重に合わせた
洋上プラットフォームの詳細設計等を行
うことで、更なる性能向上の見通しを得
た。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・本研究開発による要素技術の向上によ
り、実施者が国内外の市場に参入できる。
また、直流送電システムモデルケースの
構築により、建設地域の選定等について、
より信頼性の高い検討が可能となる。 

・また、機構が著者（連名）として、国際
学会の発表原稿を作成し、事業成果を発
信した。 

・事業の成果である洋上風力の導入等を推
進することで、再生可能エネルギーの約
13,000 万ｋＷ導入（2030 年度まで）の実
現に資するとともに、地域間連系線の強
化により送電網の安定性向上に貢献でき
る。 

 
 
 
固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発
事業［2015～2019 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・現行の 10 倍以上の単位出力あたりの貴
金属使用量を実現するための要素技術と
材料コンセプトを検討した。 

・その結果、要素技術としてセル性能モデ
ル･損失解析モデル及び活性点・電子還元
反応経路の理論的解明手法を確立した。 

・また低貴金属量化、高性能・高耐久化に
つながる材料コンセプトとして低白金コ
アシェル触媒等のコンセプトを確立し
た。 

・さらに産業界のハイリスクな共通課題に
も追加的に取り組み、電解質膜劣化の原
因となる過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）の発生を
半分以下に抑制可能な白金‐コバルト合
金水素極触媒等の開発に成功した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・燃料電池自動車及びエネファームが普及
すると、2025 年におけるＣＯ２削減効果
は約 160 万ｔ／年＊１となる。また、市場

評価の根拠となる点は以下のとおり。 
 
 
 
【評価の根拠】 
・機構が実施者間及び研究開発項目
間の情報共有を促進し、各事業者の
成果を適宜共有することで、最終目
標である「既存交流送電システムに
対するコスト削減割合 20％」を上
回る 29％削減を達成した。 

・複数の競合企業が参画することに
より、異なる方式による接続検証を
実現。洋上直流送電システムに求め
られる要件等をまとめた標準仕様
書案を世界で初めて作成し公開。こ
れにより信頼性と汎用性の高いシ
ステム実現に貢献。国際標準化に反
映するため、国際電気標準会議（Ｉ
ＥＣ）の議論に参加。 

・開発した直流遮断器は、新規に高度
な構造の回路を実現したことで、世
界最高レベルの効率と遮断速度（３
ｍｓ）を達成。 

・従来技術よりコスト低減が見込め
るケーブル敷設工法や洋上プラッ
トフォーム基礎などの新技術を実
現。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・機構が、これまで個別独自に研究を
行ってきた複数の自動車会社のハ
ブとなり、ＦＣＶの市場投入後に顕
在化した燃料電池の共通課題を議
論する場を創出するとともに、抽出
したハイリスクな課題を速やかに
プロジェクトにフィードバック。 

・共通課題の一つとして、電解質膜を
分解劣化するラジカルの抑制に取
り組み、ラジカル発生源となるＨ２

Ｏ２の生成を従来の半分以下に抑
制可能な白金‐コバルト合金水素
極触媒の開発に世界で初めて成功。
市販触媒と比較し、単セル加速劣化
試験で４倍以上の寿命を確認。 

・従来は各社が各々で進めてきた燃
料電池開発の共通課題について、大
手企業が協力して一つの説明・解説
を行うといった協調する枠組みを
機構が構築にあたるといった取組
によりマネジメントの効率化につ
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加えて、特定公募型研究開発
業務を行うものとする。 

域で自立したバイオマスエネ
ルギーの活用モデルを確立さ
せるための実証事業等に取り
組む。波力・海流等の海洋エネ
ルギーでは、海洋エネルギー発
電システムの実用化に向けた
長期実証研究等に取り組む。再
生可能エネルギー熱利用では、
コストダウンを目的とした再
生可能エネルギー利用技術の
開発や蓄熱利用等を含むトー
タルシステムの高効率化・規格
化、熱量評価技術の高精度化等
に取り組む。 

イオ燃料の実用化に向けた研
究開発のほか、地域で自立し
たバイオマスエネルギーの活
用モデルを確立させるための
実証事業等に取り組む。波力・
海流等の海洋エネルギーで
は、海洋エネルギー発電シス
テムの実用化に向けた長期実
証研究等に取り組む。再生可
能エネルギー熱利用では、コ
ストダウンを目的とした再生
可能エネルギー利用技術の開
発や蓄熱利用等を含むトータ
ルシステムの高効率化・規格
化、熱量評価技術の高精度化
等に取り組む。 

創成効果は約 7,000 億円規模が期待され
る。 

＊１：保有台数をエネファームが 100 万台、
燃料電池自動車が 20 万台とした場合の
ＣＯ２削減効果を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
水素社会構築技術開発事業［2014～2022 年
度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・水素発電の導入及びその需要に対応する
ための安定的な供給システムの確立に向
け、液化水素の受け入れ基地に必要な機
器の大型化に関する開発および水素を燃
料とするガスタービン等を用いた発電シ
ステムなど新たなエネルギーシステムの
技術開発において全３テーマを採択。 

・日豪間の大規模水素サプライチェーン実
証に用いる世界初の液化水素運搬船が進
水。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・再エネを利用した世界最大の水素製造施
設が完成、水素製造を開始しており、今
後東京オリンピック・パラリンピックで
の活用の検討が予定されている。 

・発電分野等における水素の利活用が抜本
的に拡大。2030 年頃には世界に先駆け本
格的な水素サプライチェーンを構築する
とともに、エネルギー供給システムの柔
軟性を確立し、エネルギーセキュリティ
の確保に貢献する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト
低減技術開発［2015～2019 年度］ 

ながり、この枠組みの中から出てき
たハイリスクな共通課題を途中か
らプロジェクトにおいて解決する
といった成果を創出。 

・また、ＦＣＶ水素貯蔵課題共有フォ
ーラムを 2019 年 12 月に開催し、
約 100 名の有識者が参加。課題を共
有・議論するとともに、得られた情
報を 2020 年度新規プロジェクトに
反映。 

 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・機構が中核となり、経済産業省、関
係省庁、相手国政府、自治体、企業
等との関係者と連携して推進。水素
をエネルギーとして大規模利用を
していくための大規模な実証研究
は前例がなく、世界に先駆けたチャ
レンジングな取組である。海外から
水素を輸送するための世界初の液
化水素運搬船の進水、再生可能エネ
ルギーを利用した世界最大の水素
製造装置を備えた水素製造施設の
完成等、2020 年度からの本格的な
実証試験開始に向けて大きく進捗。 

・大規模水素供給システム確立によ
り、「水素基本戦略」で掲げられた
2030年目標の水素コスト30円／Ｎ
ｍ３（現在は 100 円／Ｎｍ３）、水素
調達量 30万ｔの実現に貢献。 

・YouTuber による情報発信として３
本の動画を作成、累計 180 万回超の
再生回数を記録。「国の事業ってわ
からないから、こういう動画で取り
上げて貰うと理解できて良い」「水
素エネルギーって言葉は聞いたこ
とはあったけど今回の動画で勉強
になりました」等の好意的な反応。 

・また、水素の社会受容性向上に向け
た取組として、機構設立来蓄積して
きた技術的な知見、国内外のネット
ワーク活用の期待を受け、2020 年
１月東京都と協力協定を締結。東京
都施策に対する知見の提供や、より
効果的な情報発信・普及啓発などで
連携し、社会受容性の向上や社会実
装に貢献。 

・事業開始後に策定された水素に関
する世界初の国家戦略「水素基本戦
略」の目標を実現するため、機構の
マネジメントにより研究開発以外
の取組として水素の普及拡大を後
押し。 
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【主な成果、アウトプット等】 
・高効率Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池（セル効率
34％）を量産ＰＨＶ車の曲面形状に追従
させたモジュールを作製し、搭載して走
行実証車を作製。 

・愛知県豊田市や東京都等で走行実証を行
い、太陽電池パネルの発電量や駆動用バ
ッテリーへの充電量などのデータの検証
を実施 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「世界最高水準の高効率太陽電池を搭載し
た電動車の公道走行実証を開始」（2019
年７月）
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101150.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・2050 年には乗用車の３／４が電動自動車
となり、その数は１億２千万台に達する
と見込まれている。一方、自家用車のユ
ーザーの半分は１日あたり 15ｋｍ程度
しか走行しておらず、１日に 30ｋｍを太
陽光による発電でまかなえれば、充電回
数や充電時間の低減や、走行パターンに
よっては充電レスの利便性を得ることも
可能となる。 

・今回実証車に搭載したモジュールはプリ
ウスＰＨＶのフード、ルーフ、バックド
アに搭載することで 860Ｗの発電量を持
ち、年間で最も日射の強い日に１日充電
すれば 40～50ｋｍの走行が可能となる。
現行プロジェクト、及び次期プロジェク
トで検討予定の高効率モジュールの低コ
スト化技術が量産レベルで実現すれば、
ユーザーの利便性を大幅に向上させるこ
とが可能となるとともに、経済性やＣＯ
２削減効果をも兼ね備えた太陽光発電シ
ステム搭載自動車を実現でき、広く普及
させることができると予想される。 

 
 
 
風力発電等技術研究開発［2008～2022 年
度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・2014 年度から水深 50ｍから 100ｍで適用
可能な低コストの次世代浮体式洋上風力
発電システム実証研究（バージ型）を開
始し、2018 年８月、日本初のバージ型浮
体式洋上風力発電システム実証機の組み
立てを完了。 

・北九州市沖約 15ｋｍ、水深約 50ｍの設置
海域まで曳航し、係留、電力ケーブルの
接続、試運転調整などを実施した上で、
2019 年５月、実証運転を開始。 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
 「九州市沖で浮体式洋上風力発電システ
ムの実証運転を開始」（2019 年５月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101117.html 

 

【評価の根拠】 
・世界最高水準の III-V 化合物高効
率太陽電池セル（目標値であった変
換効率 30％を大幅に上回り 34％以
上を達成）を車載用にモジュール化
して太陽電池パネルを製作。 

・電動車等の次世代自動車に太陽電
池を搭載することで、再生可能エネ
ルギー由来の電力を直接供給する
ことが可能となり、温室効果ガスの
削減に加え、燃料費の削減、充電回
数低減等ユーザーの利便向上が期
待される。 

・ルーフやフード、バックドアなどに
同パネルを搭載し、定格発電電力を
約 860Ｗまで高めた実証車を製作
し、公道での走行実証を開始。これ
により、理論上では、日本初の一日
の最大充電として、56ｋｍの航続距
離の延長が可能。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・世界初の鋼鉄製のバージ型浮体式
洋上風力発電システム実証機を開
発し、実証海域に設置完了、 計画
通り、2019 年度から実証運転を開
始。 

・運転開始後、浅海域では日本初とな
るバージ型浮体式洋上風力発電の
運転状況データを順調に取得して
おり、今後の日本の気象・海象条件
に適した、浅海域でも適用可能な洋
上風力発電の技術の確立に向け研
究が進捗。 

・浮体式洋上風力発電としては浅い
水深に設置することが可能となる
ことで、着床式洋上風力発電と併せ
て洋上風力発電の資源を無駄なく
活用できる。 
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【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・風力発電導入拡大に向けて、低コスト化
などの技術開発を実施し、我が国におけ
る国内風車産業強化につなげ、国内のみ
ならず海外も視野にいれた市場の拡大を
通し、低炭素社会の実現に資する。 

・浮体式洋上風力発電において、着床式洋
上風力発電並みの発電コストまで低減さ
せることで、2030 年以降に浮体式洋上風
力発電の飛躍的な導入拡大が見込まれ
る。 

・また、低コスト施工技術が国内における
開発計画中の着床式洋上ウィンドファー
ムに適用されることにより、約 9,000 億
円の市場規模が創出される。 

・風力発電高度実用化においては、2020 年
までに、風車の設備利用率向上による発
電量の増加及び発電コストの低減によ
り、風力発電の導入拡大、風車メーカー、
発電事業者の国際競争力の強化・シェア
を拡大する。 

 
 
 
バイオジェット燃料生産技術開発事業
［2017～2024 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
（微細藻） 
・一気通貫製造技術の確立に向け、タイの
培養池で合計 1.5ｈａの培養設備で培養
した藻体からフライト用の粗油抽出を開
始。 

・得られた改質条件に基づき、ＡＳＴＭ認
証試験用の純バイオジェット燃料サンプ
ルを製造し、試験機関に提供。試験を完
了しＯＥＭの査読を終了した。ＡＳＴＭ 
Ｄ０２委員会（燃料・潤滑剤）の投票に
て全会一致で認証を取得。 

（ガス化・ＦＴ） 
・ガス化・ＦＴ合成技術を用いた、バイオ
マス処理量 0.7ｔ／日程度の実証設備の
建設が完工し、実証運転の準備中。 

（事業性評価（ＦＳ）） 
「バイオジェット燃料生産技術開発事業／
一貫製造プロセスに関するパイロットス
ケール試験／サプライチェーン事業性評
価（ＦＳ）」の委託事業４テーマを実
施。次期実証事業の基礎となる検討結果
を得た。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・バイオジェット燃料サンプルの製造は、
バイオジェット燃料の国際規格「ＡＳＴ
Ｍ Ｄ7566」の認証カテゴリーの議論へ裨
益する。 

・2030 年頃にバイオジェット燃料製造技術
の実用化を実現することで、ジェット燃
料の使用に起因するＣＯ２排出量の削減
に貢献する。この際、温室効果ガス排出
削減率 50％のバイオジェット燃料が 10
万ｋL／年導入された場合、ＣＯ２が 12.3
万ｔ／年削減できる。 

 

・浮体式洋上風力発電の発電コスト
を着床式洋上風力発電並みの発電
コストまで低減させることで、2030
年以降に浮体式洋上風力発電の飛
躍的な導入拡大が見込まれる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・多様な原料への対応や低タール発
生率が特性の噴流式ガス化炉、高効
率小規模化を実現するマイクロチ
ャンネル方式ＦＴリアクターとい
った、先進技術を駆使した次世代バ
イオジェット燃料の一貫生産は世
界初。国連／国際民間航空機関によ
る 2027 年国際線バイオジェット燃
料義務化開始のＣＯ２削減活動に
対し、喫緊の課題である技術の社会
実装に直接寄与すべく取組を推進。 

・国交省、経産省のプロジェクトとし
て、2020 年に当事業のバイオジェ
ット燃料を給油した本邦初の有償
デモフライトの運航予定。機構は航
空機給油までの一貫供給体制を導
くため、石油元売、航空の各事業者
と品質管理技術／手法の確立を目
的とした協業体制を主体的に構築。 
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― さらに、エネルギー分野にお
ける新市場の創出と、国際展開
の強化による成長戦略の実現
に向け、我が国の再生可能エネ
ルギー、蓄電池、水素等のエネ
ルギーシステム分野の国際展
開を進展させるため、各国の政
策、規制環境等を踏まえ、日本
の優れた技術を核に、相手国政
府・企業と共同で海外実証事業
等を行う。 
加えて、他国への温室効果ガ

ス削減技術等の普及等の国際
的な取組を通じて、実現した温
室効果ガス排出削減・吸収を国
際貢献として示していくとと
もに、我が国の削減目標の達成
にも資するよう二国間オフセ
ット・クレジット制度（ＪＣＭ）
を活用していく。具体的には我
が国の優れた低炭素技術・シス
テムの有効性を最大限に引き
出すプロジェクトの可能性調
査や、我が国の貢献による温室
効果ガス削減効果を測定・報
告・検証（ＭＲＶ）するための
手法開発及び削減量の定量化
事業を行う。 
上記の取組に加えて、「エネ

ルギー・環境イノベーション戦
略」では、削減ポテンシャル・
インパクトが大きい有望技術
として、蓄エネルギー分野では
次世代蓄電池、水素等製造・貯
蔵・利用、創エネルギー分野で
は次世代太陽光発電、次世代地
熱発電が特定されるとともに、
ＡＩ、ビックデータ、ＩｏＴ等
の活用によるエネルギーシス
テム統合技術の重要性につい
ても言及している。これらの技
術をはじめとした長期的な視
点に立った技術について、従来
の発想によらない革新的な技
術の発掘や開発に取り組む。 
これらの技術の社会実装を

通じて、２０３０年の再生可能
エネルギーの導入目標（発電量
ベースで２２～２４％）、更に
は２０５０年を見据えたさら
なる導入拡大に資する。 
加えて、特定公募型研究開発

業務として、ムーンショット型
研究開発事業を行う。 

さらに、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け、我が国の再生可
能エネルギー、蓄電池、水素等
を含むエネルギーシステム分
野の国際展開を進展させるた
め、各国の政策、規制環境等を
踏まえ、日本の優れた技術を
核に、相手国政府・企業と共同
で海外実証事業等を行う。 
加えて、他国への温室効果

ガス削減技術等の普及等の国
際的な取組を通じて、実現し
た温室効果ガス排出削減・吸
収を国際貢献として示してい
くとともに、我が国の削減目
標の達成にも資するよう二国
間オフセット・クレジット制
度（ＪＣＭ）を活用していく。
具体的には我が国の優れた低
炭素技術・システムの有効性
を最大限に引き出すプロジェ
クトの可能性調査や、我が国
の貢献による温室効果ガス削
減効果を測定・報告・検証（Ｍ
ＲＶ）するための手法開発及
び削減量の定量化事業を行
う。 
上記の取組に加えて、「エネ

ルギー・環境イノベーション
戦略」では、削減ポテンシャ
ル・インパクトが大きい有望
技術として、蓄エネルギー分
野では次世代蓄電池、水素等
製造・貯蔵・利用、創エネルギ
ー分野では次世代太陽光発
電、次世代地熱発電が特定さ
れるとともに、ＡＩ、ビックデ
ータ、ＩｏＴ等の活用による
エネルギーシステム統合技術
の重要性についても言及して
いる。これらの技術をはじめ
とした長期的な視点に立った
技術について、従来の発想に
よらない革新的な技術の発掘
や開発に取り組む。 
これらの技術の社会実装を

通じて、令和１２年（２０３０
年）の再生可能エネルギーの
導入目標（発電量ベースで２
２～２４％）、更には令和３２
年（２０５０年）を見据えたさ
らなる導入拡大に資する。 
加えて、特定公募型研究開

発業務として、ムーンショッ
ト型研究開発事業を行う。 

 エネルギー消費の効率化等に資する我が国
技術の国際実証事業［1993～2020 年度］ 
 
［スロベニア共和国におけるスマートコミ
ュニティ実証事業］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・スロベニア国内の複数の配電会社に対し
てクラウド型統合配電管理システム（統
合ＤＭＳ）を構築して導入し、再エネ大
量導入に伴う電圧変動・調整力不足、早
期の停電復旧及び老朽化した配電設備の
更新等への対策として、より高度な電圧
調整機能や迅速な事故復旧機能等を実証
した。 

・統合ＤＭＳによって、配電系統細部の電
圧分布を新たに可視化、電圧逸脱の兆候
を未然に検出し、各変圧器のタップを遠
隔で自動制御することで、99.9％以上の
確率で基準電圧±10％以内を実現。また
事故復旧機能により、実証エリア全体の
平均停電継続時間（ＳＡＩＤＩ）を平均
55.2％削減した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・スロベニア政府が掲げる全エネルギー消
費量に占める再生可能エネルギーからの
電力供給量の割合を 2030 年までに 30％
とする目標達成や同国の早期の停電復旧
等の課題（年間約 100 分強の計画外平均
停電継続時間）の解決に貢献する。 

 
［インドにおける大規模太陽光発電システ
ム等を利用した技術実証事業］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・１ＭＷマイクログリッドについては 2019
年７月２年間の実証運転を終了し、商用
運転に移行、工業団地への売電継続中。
マイクログリッド制御技術による燃料節
減と電力品質安定化を実証した。 

・５ＭＷ太陽光発電施設については2015年
９月から運転を開始し、電力系統へ売電
継続中。高温環境における薄膜シリコン
とＣＩＳ太陽電池の有効性及び、系統連
系技術を実証した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・2019 年８月事業期間を終了しインド側に
設備機器を譲渡した。試運転時の性能条
件を維持しており、製品品質が高く評価
された。 

・インドの電力需要は、経済発展に伴い年
平均 4.9％のペースで拡大し、2025 年ま
でに中国と米国に次ぐ電力消費大国にな
ると見込まれている。インド政府は、今
後の再生可能エネルギーの導入促進計画
として、2009 年末に National Solar 
Mission（ＮＳＭ）を発表、またこの目標
値を 2014 年に見直し、2022 年までに太
陽光発電を 100ＧＷ導入するための有効
な政策枠組みを構築するとしており、今
後数年にわたり大規模な太陽光発電市場
が形成されることが期待される。 

 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・統合ＤＭＳによって、配電系統細部
の電圧分布を新たに可視化、電圧逸
脱の兆候を未然に検出し、各変圧器
のタップを遠隔で自動制御するこ
とで、99.9％以上の確率で基準電圧
±10％以内を実現。また事故復旧機
能により、実証エリア全体の平均停
電継続時間（ＳＡＩＤＩ）を当初目
標である 50％を上回る 55.2％減を
達成（実証エリア全体）。 

・スロベニア側のカウンターパート
機関である経済開発・技術省、イン
フラ省の両副大及び国営送電事業
者（ＥＬＥＳ社）社長と機構理事が
複数回の面談を実施し、事業の進捗
や課題を共有するとともに、同国及
び第三国での成果普及に向けた協
力を要請。 

・機構は、スロベニア政府とともにス
ロベニア国内の政府関係者、電力事
業者及び同国全ての配電会社を招
いて実証成果を報告するイベント
を回開催し、実証システムのビジネ
ス展開を支援。 
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・立地条件的に普及活動に適しているニム
ラナ工業団地及び電力系統での実証を通
し、電力の安定供給における我が国の技
術（電力安定化技術、マイクログリッド
制御技術、太陽電池、系統連系技術等）
の有効性を示すことで、上記の市場への
参入を目指す。 

 
［インドにおけるエネルギー消費の効率化
等に資する我が国技術の国際実証事業/バ
イオガス発電によるエネルギー地産地消シ
ステム実証事業］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・ＦＳ調査活動を実施。インドでの酪農家
ヒアリング等の調査に基づき実証試験の
仕様及び実証実施個所を決定。 

・インド財務省、ＡＰ州、インド再生可能
エネルギー省と締結するＭＯＵをニュー
デリー事務所、国際部と連携して準備。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・インドの非電化地域への電力供給 
・牛糞を原料としてバイオガス発電による
酪農家の収益向上 

・バイオガスに含まれるメタン放出抑制に
よる温室効果ガス抑制 

 

【省エネルギー・環境分野】 
 「エネルギー基本計画」に基
づき、徹底した省エネルギー
社会の実現、化石燃料の製鉄
及び発電利用にあたって環境
負荷を低減しつつ利用するこ
と等が求められている。この
ため、省エネルギー・温室効果
ガス排出削減に資する技術開
発、水素還元を活用すること
で温室効果ガス排出量を根本
的に下げるための環境調和型
製鉄プロセス技術開発及び発
電効率を大きく向上させるこ
とで発電量当たりの温室効果
ガス排出量を抜本的に下げる
ための高効率火力発電技術開
発を推進するとともに、化石
燃料の徹底的な効率利用を図
りつつ、二酸化炭素回収・有効
利用・貯留（ＣＣＵＳ）の実用
化を目指した技術開発等を戦
略的に推進するものとする。 
 さらに、フロン対策技術、リ
サイクルシステムの構築に向
けた技術開発等の３Ｒ技術及
び水循環技術に関する技術開
発・技術実証を推進するもの
とする。 

【省エネルギー・環境分野】 
 省エネルギー・温室効果ガス
排出削減に資する技術開発、具
体的には環境中に排出される
未利用熱を効果的に削減（断
熱、蓄熱）、回収（熱電変換、排
熱発電）、再利用（ヒートポン
プ）するための技術開発や、鉄
鋼業の製鉄プロセスの省エネ
ルギー・温室効果ガス排出削減
のために水素還元やフェロコ
ークスを活用する環境調和型
製鉄プロセス技術開発及び発
電効率を大きく向上させるこ
とで発電量当たりの温室効果
ガス排出量を抜本的に下げる
ための高効率火力発電技術開
発を推進するとともに、化石燃
料の徹底的な効率利用を図り
つつ、二酸化炭素回収・有効利
用・貯留（ＣＣＵＳ）の実用化
を目指した技術開発等を戦略
的に推進する。また、革新的な
省エネルギー技術をシーズ発
掘から事業化まで一貫して支
援を行うテーマ公募型事業等
に関する技術開発に取り組む。 
さらに、フロン対策技術は次

世代の冷媒候補物質を冷媒と
して使用した場合のリスク評
価手法の確立や実用環境下で
の評価を行うことによる新た
な冷媒に対応した省エネルギ
ー型冷凍空調機器等の開発基
盤の整備等に関する技術開発
等に取り組む。 

【省エネルギー・環境分野】 
 省エネルギー・温室効果ガ
ス排出削減に資する技術開
発、具体的には環境中に排出
される未利用熱を効果的に削
減（断熱、蓄熱）、回収（熱電
変換、排熱発電）、再利用（ヒ
ートポンプ）するための技術
開発や、鉄鋼業の製鉄プロセ
スの省エネルギー・温室効果
ガス排出削減のために水素還
元やフェロコークスを活用す
る環境調和型製鉄プロセス技
術開発及び発電効率を大きく
向上させることで発電量当た
りの温室効果ガス排出量を抜
本的に下げるための高効率火
力発電技術開発を推進すると
ともに、化石燃料の徹底的な
効率利用を図りつつ、二酸化
炭素回収・有効利用・貯留（Ｃ
ＣＵＳ）の実用化を目指した
技術開発等を戦略的に推進す
る。また、革新的な省エネルギ
ー技術をシーズ発掘から事業
化まで一貫して支援を行うテ
ーマ公募型事業等に関する技
術開発に取り組む。 
さらに、フロン対策技術は

次世代の冷媒候補物質を冷媒
として使用した場合のリスク
評価手法の確立や実用環境下
での評価を行うことによる新
たな冷媒に対応した省エネル
ギー型冷凍空調機器等の開発
基盤の整備等に関する技術開
発等に加え、新しいシーズ技

  
 
 
未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究
開発［2012～2022 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・省エネルギーへのフロンティアといえる
未利用熱の活用を国内外で促進する目的
で、広報活動を積極的に実施。具体的に
は、国内の各種展示会・セミナー・シン
ポジウムでの講演を行うとともに、
INCHEM TOKYO 2019 及びＥＮＥＸ2020 へ
出展し、未利用熱を効果的に、削減、再
利用、熱から電気への変換、排熱発電す
るための最先端の研究開発の取組につい
て広く紹介。また、本事業の成果を活用
して製品化した吸収冷凍機（実機）の展
示も積極的に行った。さらに、第 10回日
独エネルギー・環境フォーラムやＮＥＤ
Ｏ／デンマークエネルギーセミナー2019
等において紹介した。 

・機構は、産業技術総合研究所（以下、産
総研）、未利用熱エネルギー革新的活用技
術研究組合（以下、ＴｈｅｒＭＡＴ）と
共同で、熱電発電モジュールの発電性能
評価を行うための試験装置用標準器を開
発。熱電変換材料としてニッケル合金を
使用することで、この標準参照モジュー
ルに高い耐久性と信頼性を持たせた。 

・また、機構と産総研、ＴｈｅｒＭＡＴは、
この熱電発電試験用標準参照モジュール
を、現在、国際電気標準会議で進めてい
る熱電発電モジュールの発電性能試験法
に関する国際標準化活動にも活用予定。 

・機構は、産総研と共同で、200℃以下の未
利用熱の活用のため、導電性高分子（Ｐ
ＥＤＯＴ／ＰＳＳ）を用いた有機熱電変

評価の根拠となる点は以下のとおり。 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・熱電発電モジュールの性能を正確
に評価する技術が世界的に保証さ
れていない中で、世界に先駆けて標
準参照モジュールを開発。発電性能
を正確かつ迅速に評価することを
可能とした。本成果は、性能試験法
の国際標準化へつなげることで、今
後拡大が見込まれる熱電モジュー
ル市場での我が国の優位性確保に
貢献することが見込まれる。 

・「INCHEM TOKYO 2019」において、「未
利用熱活用」に関する講演会や展示
の企画を持ち込み・実施し、目標値
15件のところ個別相談で35件、100
件超の資料請求に結び付くなど開
発成果のアピールやユーザーとの
マッチングを推進した。 
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廃小型家電等を製品レベル・
部品レベルで自動選別するプ
ロセス及び高効率な製錬プロ
セスなどを構築するための３
Ｒ技術の技術開発等や水循環
技術に関する技術開発・技術実
証を推進するものとする。 

術等を踏まえた可能な限り迅
速な次世代冷媒適用機器普及
を後押しするための技術開発
等に取り組む。 
廃小型家電等を製品レベ

ル・部品レベルで自動選別す
るプロセス及び高効率な製錬
プロセスなどを構築するため
の３Ｒ技術の技術開発等や水
循環技術に関する技術開発・
技術実証を推進するものとす
る。 

換モジュールの開発を実施。その結果、
小型・軽量で製造コストが低く、放熱フ
ィンなどを使わずに自然冷却が可能な有
機熱電モジュールを世界で初めて開発、
100℃から 120℃の低温熱源に設置する
だけで、無線通信に十分な電力が得られ
ることを実証した。 

・既存の自動車のエンジンでは燃料の持つ
熱エネルギーの約 60％が未利用熱とし
て捨てられている。そこで、機構は、Ｔ
ｈｅｒＭＡＴ、アイシン精機（株）、産総
研、東京大学と共同で、この未利用熱を
活用して冷熱を発生する車載向け吸収冷
凍機を世界で初めて開発、車両へ搭載し、
2020 年１月から性能評価を開始した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・既存技術の限界及びコスト面での制約か
ら、未利用エネルギーの大半、特に中低
温領域の排熱は大部分が廃棄されてい
る。これに関して、断熱材・蓄熱材・熱
電材料等に代表される各種熱マネジメン
ト部材の革新的な技術開発を通して未利
用熱を有効活用できるシステムを確立
し、産業分野、運輸分野、民生分野にお
ける社会実装を実現し、更なる省エネ化
を進める。 その結果として、本プロジェ
クトの研究開発成果の 2030 年時点にお
ける波及効果として、原油換算で 600 万
ｋＬ／年程度以上の省エネ、1,700 万ｔ
－ＣＯ２／年程度以上のＣＯ２削減効果
を見込む。 

 
 
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技
術開発［2016～2024 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
（メタネーション技術開発） 
・ＣＯ２を有効利用する技術開発プロジェ
クトを実施しており、ＣＯ２と水素から
メタンを合成する試験設備を建設し、試
験を開始。 

（高効率石炭火力発電技術の開発） 
・商用規模の燃料電池とＣＯ₂分離・回収型
酸素吹ＩＧＣＣを組み合わせた、世界初
の試みとなるＩＧＦＣシステムの実証事
業において 2019 年度は、第３段階にあた
るＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣの設計に
着手。第２段階であるＣＯ２分離・回収型
酸素吹ＩＧＣＣについては実証試験を開
始。 

・既設の火力発電設備でアンモニアを燃料
として直接利用する場合の技術的課題を
解決する先導研究、ＣＯ２の固定化・有効
利用を目的に、ＣＯ２を直接分解して燃
料及び化学原料に利用する先導研究に着
手。 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「ＣＯ２分離・回収型酸素吹石炭ガス化複
合発電の実証試験を開始」（2019年12月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101258.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
（メタネーション技術開発） 
・メタンの優位性として、天然ガスと
ほぼ同じ成分であることから、将来
的に既存のインフラ（都市ガス）を
活用できる、製造したメタンを既存
パイプラインに注入することで再
エネ余剰電力の受け皿となる等の
メリット有。 

・反応器に採用したプレート型は、従
来型より触媒の劣化や反応熱のロ
スが少なく、コンパクトなためスケ
ールアップにも適している。プレー
ト型を使用して、排出源から実際に
分離回収したＣＯ２を用いて試験
を行うのは世界初で、試験により従
来型より優秀な反応熱回収率であ
ることが実証され、将来の世界に類
を見ない設備大型化の実現に向け
て本事業が貢献できる。 

（高効率石炭火力発電技術の開発） 
・新設商用機（1,500℃級ＩＧＣＣ）
において、ＩＧＣＣでガス化したガ
ス全量に対してＣＯ２を 90％分離・
回収しながら、最新鋭微粉炭火力発
電方式と同等レベルの高効率発電
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（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「ＣＯ２を有効利用するメタン合成試験設
備を完成、本格稼働に向けて試運転開始」
（2019 年 10 月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101217.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・本事業の開発成果により、2030 年頃にＬ
ＮＧ火力においては、ＩＧＦＣ商用機へ
と繋げることで、石炭火力の送電端効率
55％（高位発熱量基準）を達成する。ま
た、ＣＣＵＳの実現に向け、ＣＯ２分離・
回収コスト1,000円台／ｔ-ＣＯ２という
大幅な低減を達成する。また、ＣＯ２有効
利用の一例として、天然ガスパイプライ
ンの許容圧力変動による、負荷変動対応
能力は、6,000 万ｋＷと推定される。その
うち、１割をＣＯ２由来のメタンで代替
すると、1,300 億円に相当。 

・世界の火力発電市場は、今後、2040 年
にかけて石炭火力では約 520 兆円、ＬＮ
Ｇ火力では約 270 兆円で、累計 790 兆円
の規模が見込まれる。年平均では約 30
兆円であり、このうちのシェア１割、約
３兆円の次世代火力技術の市場を獲得す
る。 

 
 
ＣＣＳ研究開発・実証関連事業 
［2018～2022 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・苫小牧におけるＣＣＳ大規模実証試験で
は、2019 年度までの累積貯留量は 30 万
ｔに達した。 

・安全なＣＣＳ実施のためのＣＯ２貯留技
術の研究開発において、実フィールドに
おけるマイクロバブルＣＯ２の圧入試験
を実施し、マイクロバブルによるＣＯ２

貯留効率向上効果の検討に取り組んでい
る。 

・ＣＯ２分離回収技術の研究開発では、固体
吸収材のベンチスケール移動層試験装置
において、固体吸収材の循環速度の向上
による単位時間あたりのＣＯ２吸収量の
増加を検討し、目標達成の目途を得た。 

※ＣＣＳ：Carbon dioxide capture and 
storage 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「ＣＣＳ大規模実証試験においてＣＯ２の
累計圧入量 30 万ｔを達成」（2019 年 11
月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101241.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・本事業を通じて、ＣＣＳの実用化による
約束草案の実現に寄与する革新的なＣＣ
Ｓ関連技術の確立を目指す。 

 苫小牧におけるＣＣＳ大規模実証試験事
業においては、年間 10万ｔ規模の貯留実

（送電端効率 40％）を実現する技
術の確立を図る。 

・実証試験設備の建設・試運転を完了
し、2019 年 12 月から実証試験を開
始、基本性能確認、パラメータ最適
化試験に着手。 

・本実証試験の成果をＣＯ２の有効利
用・貯留技術と組み合わせること
で、世界に先駆けてＣＯ２をほとん
ど排出しないゼロエミッション石
炭火力発電を実現。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・北海道苫小牧市のＣＣＳ実証試験
サイトにおいて、製油所から排出さ
れるガスから分離・回収したＣＯ２

を国内最大の大きな偏距を持つ圧
入井により、世界初となる都市部近
郊の陸域から海底下の地中（地下
1,000ｍ以深）に圧入した。 

・本実証試験で 30 万ｔのＣＯ₂圧入
を達成したことで、世界の大規模Ｃ
ＣＳに比肩する年間 100 万ｔ規模
のＣＣＳに向けた技術的知見を得
た。 

・ＣＯ２分離・回収・圧入・貯留の一
貫システムの実施に加え、貯留地点
周辺地域における微小振動観測や
海洋環境調査、圧入したＣＯ２のモ
ニタリング等を通して、大規模ＣＣ
Ｓを安全に実施できることを実証
した。 
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績を達成し、モニタリングを継続して社
会受容性の向上を図る。 

 ＣＯ２分離回収に係る新たな技術とし
て、ＣＯ２分離・回収エネルギー1.5ＧＪ
／ｔ－ＣＯ２以下となる固体吸収材・シ
ステム、同 0.5ＧＪ／ｔ－ＣＯ２以下とな
る分離膜技術の開発を進める。 

・これらの取組により、2030 年までに石炭
火力発電へのＣＣＳの導入や、2050 年の
温室効果ガス８割削減に向けて約１億ｔ
（累積）のＣＯ２貯留に貢献する。 

 
 
戦略的省エネルギー技術革新プログラム 
［2012～2021 年度］ 
 
【主な成果、アウトプット等】 
「低温廃熱利用を目的としたハスクレイ蓄
熱材及び高密度蓄熱システムの開発」 

・実証開発フェーズにある本事業では、
100℃以下の低温廃熱を利用可能な蓄熱
システムの本格実証試験を 2019 年７月
から開始。 

・実証試験により、蓄熱システム技術（蓄
熱材、蓄熱槽、蓄熱・放熱方法等）を確
立し、ビジネスモデル確立に向けたシミ
ュレーション手法を構築した。 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「100℃以下の廃熱を利用可能な蓄熱シス
テムの本格実証試験を開始」（2019 年７
月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101168.html 

 
「コージェネレーション用革新的高効率ガ
スエンジンの技術開発」 
・テーマ設定型事業者連携スキームとして
支援した本事業では、ガスコージェネレ
ーションシステム用の試験用単気筒ガス
エンジンシステムを製作し、世界最高水
準の超高出力運転を達成。 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「コージェネ用ガスエンジンで世界最高水
準の超高出力運転を達成」の基礎評価試
験を実施」（2020 年１月）
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101279.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
「再構成可能なモジュール型単位操作の相
互 接 続 に 基 づ い た 医 薬 品 製 造 用
iFactory™の開発」 

・テーマ設定型事業者連携スキームとして
支援した本事業では、医薬品製造におけ
る、連続生産方式を採用したモジュール
型の製造設備「iFactory」の普及を行う
ため、特定目的会社「株式会社 iFactory」
を 2019 年４月に設立した。 

・これにより、業界に連続生産設備の市場
導入への具体性を示すことで、医薬品製
造がオンデマンド生産・自動化連続化へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・得られた実証データから高精度シ
ュミレーションモデルを構築し、投
資回収可能な条件を抽出できた。こ
れにより、低温廃熱活用事業化の課
題であった、ビジネスとして成立す
る可能性が高まった。 

・試験用単気筒ガスエンジンシステ
ムを製作し、長年停滞していたガス
エンジンの出力に関する性能向上
を実現。本システムを用いて世界最
高水準の超高出力運転を達成。2017
年度から新たに開始した「テーマ設
定型事業者連携スキーム」での初め
ての成果となった。 

・2018 年度までに終了した 134 件の
事業のうち、58 件が実用化（実用
化率 43％）。これらにより、397 万
ｋＬのエネルギー消費量（2030 年
度時点、原油換算）の削減の見込み
を得た。 
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のシフトが本格化し始めたことにつなが
った。 

 
・本プログラムにおいては、エネルギー基
本計画等の実現達成に向けた、産業、民
生、運輸の各部門における我が国の省エ
ネルギー対策を推進するための革新的な
省エネルギー技術を開発する本事業の取
組により、目標として、省エネルギーの
技術開発・普及が拡大されることで、我
が国におけるエネルギー消費量を 2030
年度に原油換算で 1,000 万ｋＬ削減す
る。 

 

 加えて、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け、省エネルギー・環
境分野の国際展開を進展させ
るため、各国の政策、規制環境
等を踏まえ、日本の優れた技
術を核に、海外実証事業等を
強力に推進するものとする。
また、他国への温室効果ガス
削減技術等の普及等の国際的
な取組を通じて、実現した温
室効果ガス排出削減・吸収を
国際貢献として示していくと
ともに、我が国の削減目標の
達成にも資するよう二国間オ
フセット・クレジット制度（Ｊ
ＣＭ）を活用していく。 
 「エネルギー・環境イノベー
ション戦略」においても、省エ
ネルギー分野で削減ポテンシ
ャル・インパクトが大きい有
望技術として、多目的超電導、
革新的生産プロセス、超軽量・
耐熱構造材料及び二酸化炭素
固定化・有効利用技術が特定
されており、これらの技術を
はじめとした長期的な視点に
立った技術について、従来の
発想によらない革新的な技術
の発掘や開発に取り組むもの
とする。 
 加えて、特定公募型研究開
発業務を行うものとする。 

さらに、エネルギー分野にお
ける新市場の創出と、国際展開
の強化による成長戦略の実現
に向け、我が国の省エネルギ
ー・環境分野の国際展開を進展
させるため、各国の政策、規制
環境等を踏まえ、日本の優れた
技術を核に、相手国政府・企業
と共同で海外実証事業等を行
う。 
 加えて、他国への温室効果ガ
ス削減技術等の普及等の国際
的な取組を通じて、実現した温
室効果ガス排出削減・吸収を国
際貢献として示していくとと
もに、我が国の削減目標の達成
にも資するよう二国間オフセ
ット・クレジット制度（ＪＣＭ）
を活用していく。具体的には我
が国の優れた低炭素技術・シス
テムの有効性を最大限に引き
出すプロジェクトの可能性調
査や、我が国の貢献による温室
効果ガス削減効果を測定・報
告・検証（ＭＲＶ）するための
手法開発及び削減量の定量化
事業を行う。 
 上記の取組に加えて、「エネ
ルギー・環境イノベーション戦
略」においても、省エネルギー
分野で削減ポテンシャル・イン
パクトが大きい有望技術とし
て、多目的超電導、革新的生産
プロセス、超軽量・耐熱構造材
料及び二酸化炭素固定化・有効
利用技術が特定されており、こ
れらの技術をはじめとした長
期的な視点に立った技術につ
いて、従来の発想によらない革
新的な技術の発掘や開発に取
り組む。 
 これらの技術の社会実装を
通じて、２０３０年の省エネル
ギー目標（エネルギー需要を対
策前比１３％削減）及びフロン
削減目標（２０３６年に８５％
減）等の達成に資する。 
 加えて、特定公募型研究開発
業務として、ムーンショット型
研究開発事業を行う。 

さらに、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け、我が国の省エネ
ルギー・環境分野の国際展開
を進展させるため、各国の政
策、規制環境等を踏まえ、日本
の優れた技術を核に、相手国
政府・企業と共同で海外実証
事業等を行う。 
加えて、他国への温室効果

ガス削減技術等の普及等の国
際的な取組を通じて、実現し
た温室効果ガス排出削減・吸
収を国際貢献として示してい
くとともに、我が国の削減目
標の達成にも資するよう二国
間オフセット・クレジット制
度（ＪＣＭ）を活用していく。
具体的には我が国の優れた低
炭素技術・システムの有効性
を最大限に引き出すプロジェ
クトの可能性調査や、我が国
の貢献による温室効果ガス削
減効果を測定・報告・検証（Ｍ
ＲＶ）するための手法開発及
び削減量の定量化事業を行
う。 
上記の取組に加えて、「エネ

ルギー・環境イノベーション
戦略」においても、省エネルギ
ー分野で削減ポテンシャル・
インパクトが大きい有望技術
として、多目的超電導、革新的
生産プロセス、超軽量・耐熱構
造材料及び二酸化炭素固定
化・有効利用技術が特定され
ており、これらの技術をはじ
めとした長期的な視点に立っ
た技術について、従来の発想
によらない革新的な技術の発
掘や開発に取り組む。 
これらの技術の社会実装を

通じて、令和１２年（２０３０
年）の省エネルギー目標（エネ
ルギー需要を対策前比１３％
削減）及びフロン削減目標（令
和１８年（２０３６年）に８
５％減）等の達成に資する。 
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加えて、特定公募型研究開
発業務として、ムーンショッ
ト型研究開発事業を行う。 

 

【産業技術分野】 
「未来投資戦略 2017」に基

づき、成長の実現に向けて、Ｉ
ｏＴ、人工知能、ロボット等の
第四次産業革命の技術革新を
あらゆる産業に取り入れ、さ
まざまな社会課題を解決する
Society5.0を世界に先駆けて
実現する必要がある。また、モ
ノとモノ、人と機械・システ
ム、人と技術、異なる産業に属
する企業と企業など、さまざ
まなものをつなげる新たな産
業 シ ス テ ム （ Connected 
Industries）への変革を推進
する必要がある。 

【産業技術分野】 
ＩｏＴ、人工知能、ロボット

等の第四次産業革命の技術革
新により様々な社会課題を解
決する Society5.0 を実現する
とともに、様々なものをつなげ
る 新 た な 産 業 シ ス テ ム
（Connected Industries）への
変革を推進すべく、以下の取組
を行う。 

【産業技術分野】 
 ＩｏＴ、人工知能、ロボット
等の第四次産業革命の技術革
新により様々な社会課題を解
決するSociety5.0を実現する
とともに、様々なものをつな
げる新たな産業システム
（Connected Industries）へ
の変革を推進すべく、以下の
取組を行う。 

    

 

 以上を踏まえ、産業技術分
野においては、 
・Society5.0 を世界に先駆け

て実現するため、技術革新
のスピード、ビジネス環境
の変化等を踏まえつつ、ビ
ッグデータのリアルタイム
処理、電子デバイス、家電、
ネットワーク／コンピュー
ティングに関する課題に係
るＩｏＴ・電子・情報技術開
発、 

・我が国の産業構造の特徴を
活かし、川上、川下産業の連
携、異分野異業種の連携を
図りつつ、革新的材料技術・
ナノテクノロジーや希少金
属代替・使用量低減技術等
の材料・ナノテクノロジー
技術開発、 

・国立研究開発法人日本医療
研究開発機構における医療
分野を除く、ゲノム情報・制
御関連技術及び細胞機能解
明・活用技術への取組等の
バイオシステム及びバイオ
テクノロジー技術開発、 

・これまでロボットが導入さ
れていなかった分野へのロ
ボット利用拡大に向けた新
しいコンセプトの産業用ロ
ボットの開発、ロボット技
術の活用への期待が高い災
害対応ロボットや無人シス
テム、ロボット技術を活用
したメンテナンス用機器の

・Society5.0 を世界に先駆け
て実現するため、技術革新の
変化等を踏まえ、ビッグデー
タのリアルタイム処理、電子
デバイス、家電、ネットワー
ク／コンピューティングに
関する課題に対応するため
のＩｏＴ・電子・情報技術開
発を行う。具体的にはエッジ
側での超低消費電力ＡＩコ
ンピューティングや、新原理
により高速化と低消費電力
化を両立する次世代コンピ
ューティング、光エレクトロ
ニクスを用いた光電子変換
チップ内蔵基板技術等に関
する技術開発に取り組む。 

・我が国の産業構造の特徴を活
かし、川上、川下産業の連携、
異分野異業種の連携を図り
つつ、革新的材料技術・ナノ
テクノロジーや希少金属代
替・使用量低減技術等の材
料・ナノテクノロジーの技術
開発、具体的には、輸送機器
の軽量化のための構造材料
の開発や、小型・高効率モー
ターを実現する高性能磁石
等の開発、高度な人工知能等
の計算科学を駆使した材料
開発システム、化学品製造プ
ロセス技術等に関する技術
開発に取り組む。 

・国立研究開発法人日本医療研
究開発機構における医療分
野を除く、ゲノム情報・制御

・Society5.0 を世界に先駆け
て実現するため、技術革新
の変化等を踏まえ、ビッグ
データのリアルタイム処
理、電子デバイス、家電、ネ
ットワーク／コンピューテ
ィングに関する課題に対応
するためのＩｏＴ・電子・情
報技術開発を行う。具体的
にはエッジ側での超低消費
電力ＡＩコンピューティン
グや、新原理により高速化
と低消費電力化を両立する
次世代コンピューティン
グ、光エレクトロニクスを
用いた光電子変換チップ内
蔵基板技術等に関する技術
開発に取り組む。 

・我が国の産業構造の特徴を
活かし、川上、川下産業の連
携、異分野異業種の連携を
図りつつ、革新的材料技術・
ナノテクノロジーや希少金
属代替・使用量低減技術等
の材料・ナノテクノロジー
の技術開発、具体的には、輸
送機器の軽量化のための構
造材料の開発や、小型・高効
率モーターを実現する高性
能磁石等の開発、高度な人
工知能等の計算科学を駆使
した材料開発システム、化
学品製造プロセス技術等に
関する技術開発に取り組
む。 

  
 
 
超低消費電力型光エレクトロニクス実装シ
ステム技術開発［2012～2021 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・2019 年度は、これまで７年間の成果に基
づき、世界最高レベルの小型・高速・省
電力デバイス（インターポーザ）とその
実装、適用の実現に向けた実装上の課題
の抽出並びにデバイス仕様検討、設計を
行い、ー最終目標達成のための中間目標
（光配線の消費電力で２ｍＷ／Ｇｂｐｓ
以下、消費電力量 30％削減をシミュレー
ションで示す等）を達成した。さらに、
最終目標を達成するための実証システム
用の集積回路のパラメータを決定した。
また。最終的な集積回路を設計しウェハ
ープロセスを開始した。 

・光通信ネットワークで光信号を電気信号
に変換する光トランシーバー向けに超小
型の光受信チップを開発。波長の異なる
４つの光を用いて 40Ｇｂｐｓの光信号
の受信動作を世界で初めて実証。 

・シリコンフォトニクス技術を活用した小
型の 16 波長多重光回路チップを開発。16
波長の多重な光信号を合分波できる低損
失かつ任意の偏波に対応した光回路チッ
プを開発、世界で初めて１波長当たり 32
Ｇｂｐｓの高密度信号伝送での動作を確
認。 

（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「40Ｇｂｐｓの光信号に対応した超小型の
４波長多重光受信チップを開発」（2019
年７月） 

評価の根拠となる点は以下のとおり。 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・シリコンフォトニクス技術を用い
て、小型の 16 波長多重光回路チッ
プを開発し、他の企業、研究機関で
追従していない世界で初めて１波
長当たり 32Ｇｂｐｓの高密度信号
伝送での動作を確認した。今後
2030 年までにデータセンターで求
められるデータ処理量に対応する
手段として、サーバー間及びＣＰＵ
間やＬＳＩ間のデータ伝送を光配
線により可能とする“光電子集積イ
ンターポーザ”の実現にいち早く近
づいた。 

・上記研究論文が世界最大級の光通
信国際学会「ECOC2019」にて、発表
されるデバイス分野の論文として
高い評価を得た「Highly Scored ペ
ーパー」として選出され、研究成果
が世界でトップクラスであると認
められ、目標値と技術レベルの高さ
が証明された。 

・最終目標であるデバイス単体の電
力消費量１ｍＷ／Ｇｂｐｓ（１／10
以下）、システム全体の電力消費量
削減 30%の達成見通しを得た。 
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開発・導入支援等及び人工
知能を含めた次世代ロボッ
ト技術等のロボット・ＡＩ
技術開発、 

・新しい製造システムとし
て、大規模な生産設備が不
要で、設備投資とエネルギ
ー消費を大幅に削減できる
少量多品種生産に対応した
製造システムの実用化に向
けた技術、ＩｏＴやＡＩ等
を活用し、サイバー空間を
活用した新たなものづくり
システムのためのネットワ
ーク型のデジタルプラット
ホーム技術開発等のものづ
くり技術開発、 

・各分野の境界分野及び分野
を跨ぐ技術の融合領域にお
ける技術開発、 

を重点的に推進するものとす
る。 

関連技術及び細胞機能解明・
活用技術への取組等のバイ
オシステム及びバイオテク
ノロジーの技術開発、具体的
には植物等による物質生産
機能を制御・改変し、省エネ
ルギー・低コストな高機能製
品を生産する技術等に関す
る技術開発等に取り組む。 

・Society5.0 の実現のための
中核技術として期待される
ロボット技術について、ロボ
ットの利用拡大に向けて、新
しいコンセプトの産業用ロ
ボット、災害対応ロボットや
無人システム、メンテナンス
用のロボットや機器、人工知
能を含めた次世代技術等の
開発を行う。具体的には、ロ
ボット導入コストの低減に
向けたプラットフォーム、災
害状況の調査のためのロボ
ット、インフラ維持管理のた
めのロボットやセンサ、同じ
空域を飛行する複数のドロ
ーンの運航を管理するシス
テム等の開発や実証を行う。
さらに、未だ実現していない
次世代の人工知能・ロボット
技術の開発に取り組む。 

・我が国が強みを有するものづ
く り 技 術 に つ い て 、
Society5.0 の実現のための
中核技術として期待される
人工知能技術等との融合を
目指し、新たな製造システム
として、ＩｏＴやＡＩ、ビッ
グデータ等を活用し、設備投
資とエネルギー消費を大幅
に削減でき、少量多品種生産
にも対応した新たなものづ
くりシステムのためのネッ
トワーク型のデジタルプラ
ットホーム技術開発等を行
う。具体的には高付加価値の
部品等の製造に適した三次
元積層造形技術（高速化、高
精度化、高機能化等）の基盤
的な開発や、これまでにない
高効率かつ高輝度（高出力・
高ビーム品質）なレーザー技
術等に関する技術開発に取
り組む。 

・各分野の境界分野及び分野を
跨ぐ技術の融合領域におけ
る技術開発、具体的には次世
代航空機をリードするよう
な、低コスト化、安全性向上
等に寄与する先進技術等に
関する技術開発に取り組む。 

・国立研究開発法人日本医療
研究開発機構における医療
分野を除く、ゲノム情報・制
御関連技術及び細胞機能解
明・活用技術への取組等の
バイオシステム及びバイオ
テクノロジーの技術開発、
具体的には植物等による物
質生産機能を制御・改変し、
省エネルギー・低コストな
高機能製品を生産する技術
等に関する技術開発等に取
り組む。 

・Society5.0 の実現のための
中核技術として期待される
ロボット技術について、ロ
ボットの利用拡大に向け
て、新しいコンセプトの産
業用ロボット、災害対応ロ
ボットや無人システム、メ
ンテナンス用のロボットや
機器、人工知能を含めた次
世代技術等の開発を行う。
具体的には、ロボット導入
コストの低減に向けたプラ
ットフォーム、災害状況の
調査のためのロボット、イ
ンフラ維持管理のためのロ
ボットやセンサ、同じ空域
を飛行する複数のドローン
の運航を管理するシステム
等の開発や実証を行う。さ
らに、未だ実現していない
次世代の人工知能・ロボッ
ト技術の開発に取り組む。 

・我が国が強みを有するもの
づく り技術に ついて、
Society5.0 の実現のための
中核技術として期待される
人工知能技術等との融合を
目指し、新たな製造システ
ムとして、ＩｏＴやＡＩ、ビ
ッグデータ等を活用し、設
備投資とエネルギー消費を
大幅に削減でき、少量多品
種生産にも対応した新たな
ものづくりシステムのため
のネットワーク型のデジタ
ルプラットホーム技術開発
等を行う。具体的には高付
加価値の部品等の製造に適
した三次元積層造形技術
（高速化、高精度化、高機能
化等）の基盤的な開発や、こ
れまでにない高効率かつ高
輝度（高出力・高ビーム品
質）なレーザー技術等に関
する技術開発に取り組む。 

・各分野の境界分野及び分野
を跨ぐ技術の融合領域にお
ける技術開発、具体的には
次世代航空機をリードする
ような、低コスト化、安全性

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101151.html 
 

「シリコンフォトニクス技術を活用した小
型の 16 波長多重光回路チップを開発」
（2019 年９月）
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101199.html 

 
「世界初、最小規格のオンボード光モジュ
ールで 400 ギガビット／秒伝送を実現」
（2019 年３月）
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101075.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・これまでの研究開発成果に基づき学会・
論文発表・講演等を実施（2019 年度：65
件）。 

・研究開発成果の論文が、世界最大級の光
通信国際会議「ＥＣＯＣ※  2019」にて、
発表されるデバイス分野の論文として高
い評価を得た「Highly Scored ペーパー」
として選出された。 

※ＥＣＯＣ：European Conference on 
Optical Communicatioｎ 

・データセンター等における情報処理量の
増大に対応した高性能低消費電力サーバ
ー等のＩＣＴ機器を実現する。 

・光配線による情報伝送により、サーバー
消費電力量を３割削減することを目指
す。 

・本プロジェクトの成果によるＣＯ２削減
量を 1,500 万ｔ／年（2030 年度時点）と
見込んでいる。 

・この光受信チップを用いることで、第５
世代移動通信（５Ｇ）ネットワークで利
用されるスモールセル基地局装置に内蔵
できる超小型光トランシーバーの開発が
可能となる。 

 
 
低炭素社会を実現する次世代パワーエレク
トロニクス［2010～2019 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・3,300Ｖ級シリコン絶縁ゲートバイポー
ラトランジスタ（ＩＧＢＴ）のゲート駆
動電圧を従来の 15Ｖから論理回路レベ
ルの電圧（５Ｖ)にする事に成功（世界
初）。パワエレのＡＩ制御に道筋を付け、
論理制御で産業用インバータの高性能化
を実証した。 

・高い熱伝導率を持つ単結晶ダイヤモンド
を放熱基板に用いたマルチセル構造の窒
化ガリウム高電子移動度トランジスタ
（ＧａＮ－ＨＥＭＴ）を世界で初めて開
発。次世代ＧＨｚ帯通信用途向けへの応
用に道筋を付けた。 

・ＳｉＣを用いたシステム開発で、ターボ
車（主力がディーゼルエンジン）の燃費
５％改善に目途をつけた。 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・高耐圧Ｓｉ－ＩＧＢＴのゲート駆
動電圧を従来の 15Ｖから論理回路
レベルの電圧（５Ｖ）にする事に成
功（世界初）。パワエレのＡＩ制御
に道筋を付け、論理制御で産業用イ
ンバータの高性能化を実証。 

・ＳｉＣを用いたシステム開発で、タ
ーボ車（ディーゼルエンジンで主
力）の燃費５％改善に目途。 

・ダイヤモンド直接接合のＧａＮを
開発(世界初）。次世代ＧＨｚ帯通信
用途向けへの応用に道筋。 
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向上等に寄与する先進技術
等に関する技術開発に取り
組む。 

「世界初、3,300Ｖ級シリコンＩＧＢＴのス
イッチング制御を５Ｖゲート駆動で実
証」（2019 年５月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101120.html 

 
「世界初、単結晶ダイヤモンド基板を用い
たマルチセル構造のＧａＮ－ＨＥＭＴを
開発」（2019 年９月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101185.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・これまでの研究開発成果に基づきシンポ
ジウム１件、プレスリリース２件、特許
出願４件に加え、学会・論文発表・講演
等を実施（2019 年４月－2020 年３月期：
59 件）。 

・2030年に予想されるパワエレ関連市場20
兆円に対し約 20％獲得を目指す。再生可
能エネルギーの更なる普及、産業機器・
家電・次世代自動車等の一層の省エネ化
に伴い、パワエレ関連の世界市場は大き
な伸びが期待。 

・ＣＯ２削減効果として 2030 年までに、パ
ワー半導体の高度化により、目標として
ＣＯ２排出量 1,515 万ｔ／年を削減。 

 
 
超先端材料超高速開発基盤技術プロジェク
ト［2016～2021 度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・第１期の成果として、機能性材料開発用
のマルチスケールシミュレータ（９種 11
プログラム）を開発。シミュレータの利
用促進を目指して、公開説明会を実施）。
シミュレータを活用する助成事業を開始
し、２件採択。 

・バイオエタノールからブタジエンを生成
する世界最高の生産性を有する触媒シス
テムを短期間で開発。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・本プロジェクトに関わる機能性材料とし
て 2030 年に約２兆円の新規市場の獲得
を目指す。また新材料開発の試作期間・
試作回数の短縮は省エネルギー効果も期
待され 2030 年におけるプロジェクト成
果の普及率が 10％と仮定して算出され
る効果はＣＯ２約 358 万ｔを達成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
植物等の生物を用いた高機能品生産技術の
開発［2016～2020 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・対象とする空間／時間スケールが
広範な８種 10 本の機能別シミュレ
ータと１本のＡＩ向けインターフ
ェースを開発、公開。８種のシミュ
レータは何れも当該機能において
世界で初めて（時間的に）実用的な
計算を可能とする性能。 

・バイオエタノールを原料とし、ブタ
ジエンを生成する世界最高性能の
生産性を有する触媒システムを短
期間において開発。また、生成した
ブタジエンを使ったブタジエンゴ
ムの合成にも成功。ＡＩを活用した
高速な材料開発成果として、2021
年度のプロジェクト終了時までの
目標であった短期間開発の一例を
達成した。 

・上記成果等の開発基盤技術が適切
な管理の元、プロジェクト終了後も
持続的にブラッシュアップできる
運営体制の構築に向け、産総研コン
ソーシアムの設立準備開始。 

・2030 年度において革新的な機能性
材料の導入による省エネ（138 万ｋ
Ｌ／年相当）を目指す。 

 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
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・新規ＤＮＡ合成技術を開発し、事業化に
向けて神戸大学発ベンチャーに実施許
諾。 

・開発する国産ゲノム編集ツール、代謝系
遺伝子発現制御・環境制御技術について
植物細胞、植物個体での評価を開始。 

・基本技術を用いて、実用植物でのターゲ
ット物質の生産性の評価に進展。 

・スマートセル創出プラットフォームを企
業などで将来事業化を想定する対象物質
に適用。 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「新規ＤＮＡ合成技術を開発、神戸大学
発ベンチャーに実施許諾」（2019 年５
月）
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101128.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・バイオ系雑誌での技術紹介記事連載、技
術セミナー３回／年、BioJapan2019 出
展、nano tech2020 出展により成果普及。 

・本プロジェクトの成果により、化学プロ
セスから植物等による生産に代替される
ことで、2030 年時に 85.8 万ｋＬ相当の
原油削減に資する。また、ＯＥＣＤにお
いて、2030 年にバイオテクノロジーを用
いたものづくり等の工業関連市場は世界
で 70兆円に拡大すると予想されており、
その内１割となる７兆円市場の獲得に貢
献。 

 
 
 
二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス
技術開発［2014～2021 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・安価な水素製造プロセスの実現が期待で
きる可視光で水を水素と酸素に分解する
酸硫化物光触媒を世界で初めて開発。英
国科学誌「Nature Materials」のオンラ
イン速報版に掲載。 
（https://www.nedo.go.jp/news/press/
AA5_101149.html） 

・太陽エネルギーを用いて水素を製造する
プロセスの試作モデルを開発し、Ｇ20（持
続可能な成長のためのエネルギー転換と
地球環境に関する関係閣僚会合）での展
示に協力。 

・光触媒モジュール評価として、100ｍ２の
光触媒パネルを作製しフィールド試験を
実施することで、所定量の水素発生の確
認と課題抽出を行った。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・2030 年時点で 2009 年次の石油由来のＣ
２～Ｃ４オレフィン類の製造量の２割で
ある 250 万ｔ／年を当該プロセスにて製
造することを想定。これにより、ＣＯ２固
定化による約 868 万ｔ／年削減が期待さ
れる。 

 

・プロジェクトで開発した技術をシ
ステムとして統合し、実際の商品化
ターゲットに適用検証した。今年度
目標は少なくとも１つのターゲッ
トにおいて、本システムが生産性の
大幅な向上に資することだったが、
ω-－３系機能性油脂を含めて２つ
のターゲットで実証できた。生物に
対して毒性の強い物質でも生物プ
ロセスを用いて高効率生産できる
ことを示し、工業的に有用な芳香族
化合物などの生産可能性を見出し
た。 

・長鎖ＤＮＡ合成技術開発において、
当初は長鎖ＤＮＡ合成にかかる時
間を従来の１／２にすることが目
標だったが、１／６にすることに成
功した。どのような配列の長鎖ＤＮ
Ａに対しても短期間でＤＮＡ合成
できる本技術は本邦初である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・酸硫化物材料は可視光を吸収して
水を分解できる次世代の光触媒と
して 2000 年頃から注目されてきた
が、触媒自身が分解するため、水素
と酸素を同時かつ持続的に発生で
きるものではなかった。今回、開発
した光触媒では、世界で初めて水を
水素と酸素に２：１の比率で 20 時
間以上発生させることに成功。人工
光合成の実現に向けたプロセス開
発の第一歩となった。 

・従来の光触媒は、吸収波長が紫外光
領域（400ｎｍ以下）に限られるも
のが多く、光触媒の吸収波長を長波
長化することが課題であった。今回
開発した触媒は、波長 640ｎｍ以下
の太陽光を吸収して水を分解でき
るため、さらに高活性化を図ること
で効率的な太陽エネルギーの活用
が期待される。さらに、この触媒は
微粒子状なのでスプレー塗布等の
簡便な方法で触媒シートを作るこ
とができるので、安価な水素製造プ
ロセスの実現が期待される。 
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ロボット・ドローンが活躍する省エネルギ
ー社会の実現プロジェクト［2017～2021 年
度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・世界初となる相対速度 100ｋｍ／ｈでの
無人航空機の衝突回避試験を実施し、成
功。 

・マルチコプター型ドローンに小型軽量な
衛星通信装置を搭載し、衛星ドローンに
よる山岳遭難者救助活動の実証実験に成
功。 

・同一空域・複数ドローン事業者のための
運航管理システムのＡＰＩ仕様書を公開
し、相互接続試験のための環境を整備。 

・福島ロボットテストフィールドを活用し
た講座を開催等に関して、機構と南相馬
市がロボット関連人材育成などに関する
協力協定を締結。 

・同一空域・複数事業者のドローン運航管
理システムとの相互接続試験の環境を構
築。 

・一般のドローン事業者も参画したドロー
ン運航管理システムの相互接続試験に成
功。 

・無人航空機が緊急時でも自律的に危険を
回避できる技術を実証。 
 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「世界初、相対速度 100ｋｍ／ｈでの無人
航空機の衝突回避試験を実施」（2019 年
７月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101167.html 

 
「衛星ドローンによる山岳遭難者救助活動
の実証実験に成功」（2019 年５月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101127.html 
 

「同一空域・複数ドローン事業者のための
運航管理システムのＡＰＩ仕様書を公
開」（2019 年６月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101147.html 

 
「ＮＥＤＯと南相馬市がロボット関連人材
育成などに関する協力協定を締結」（2019
年４月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101100.html 

 
「同一空域・複数事業者のドローン運航管
理システムとの相互接続試験の環境を構
築」（2019 年 10 月） 

・人工光合成によるプラスチック製
造の実現により、約 1,000 万ｔ／年
（2040 年）のＣＯ２排出量削減に貢
献。 

 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・離島（三河湾海）での運用を想定し
た、緊急時でも自律的に危険を回避
する飛行試験を世界で初めて実施
すると共に、本事業の成果である衝
突回避センサーシステムの検出機
能及び高度な機体制御技術を実証
した。 

・ＩＳＯ／ＴＣ２０／ＳＣ１６総会・
南京（2019 年 11 月）にてＵＴＭ機
能構造提案がＷＧ４においてＷＤ
へ移行、また、衝突回避技術につい
てＳＣ１６において小委員会を設
置・議論開始が決定され、成果の国
際標準化推進につなげた。 

・南相馬市との協力協定締結に基づ
き南相馬市「原町高校トップリーダ
ー育成講座」、南相馬市小学校へ講
師派遣及び南相馬市小学校による
相互接続試験見学会を実施。 

・官民協議会に参画することで、約
8,000 億円（2030 年）の市場創出に
貢献。 

・システム相互試験ＤＲＥＳＳ技術
委員（11 月７日）、ふくしまロボッ
ト産業協議会会員とマスコミ（約
100 名）（11 月８日）、梶山経産大臣
（12月 16 日）によるＵＴＭシステ
ム相互試験のご視察を実施するな
ど、社会受容性の向上を図るための
活動を実施。 
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https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101208.html 

 
「一般のドローン事業者も参画したドロー
ン運航管理システムの相互接続試験に成
功」（2019 年 10 月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101228.html 

 
「無人航空機が緊急時でも自律的に危険を
回避できる技術を実証」（2019 年 12 月） 
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA
5_101257.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・国際標準化活動の推進として、ＩＳＯ／
ＴＣ２０／ＳＣ１６、2019 年総会におけ
る成果報告を踏まえ、７月のＡＰＩ公開
シンポジウムにＩＳＯ議長 J.ウォーカ
ー氏を招聘。 

・運航管理システムのアーキテクチャにつ
いて、11月にＮＰ承認されＷＤへ移行。 

・衝突回避技術に関しては 12 月に Ad hoc 
Group 立ち上げ。 

・ＩＳＯ／ＴＣ２０／ＳＣ１６総会におい
て、６月にはロンドンにて、11月には南
京にて、ＮＥＤＯプロジェクト成果に係
るプレゼンを実施。 

・本プロジェクトの成果の普及により、配
送や整備、点検作業を無人航空機やロボ
ットで置き換えた場合、2030 年に物流分
野では約 8.6 万ｔ、インフラ点検分野で
は約30万ｔのＣＯ２排出削減が見込まれ
る。また、ターゲットとする分野の市場
としてのポテンシャルは、2030 年には約
8,000 億円と推測されているところであ
る。研究開発の成果は早期の市場拡大と
それに伴う日本企業による更なる海外市
場参入に寄与する。 

 
 
 
ロボット活用型市場化適用技術開発プロジ
ェクト［2015～2019 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・ロボットのシステム・インテグレーショ
ンの効率化とコスト低減を目的として、
ＯＳＳ（Open Source Software）を活用
したロボット共通ソフトウェア技術を開
発。 

・委託事業者各社がソフトウェアプラット
フォームの試作版及びハードウェアプラ
ットフォームの試作機を開発した。 

・2019 年 12 月開催の国際ロボット展にお
いて開発成果を発信するとともに、開発
成果のソフトウェアを格納したＵＳＢを
配布。（機構の年度目標の一つマッチング
件数の 200 件増加に貢献） 

・2020 年１月開催の最終成果報告会におい
て開発成果を発信するとともに、開発成
果のソフトウェアを格納したＵＳＢを配
布。（機構の年度目標の一つマッチング件
数の 200 件増加に貢献） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・①ハードウェアが購入でき、②ソフ
トウェアが簡単に導入でき、③多く
の人が使用できることを要件とし
て、ロボット未活用領域を開拓する
プラットフォーム化技術（移動系、
アーム系、ビジョン系等）を確立。
これにより、ロボット導入コストの
多くを占めるＳＩ（システム・イン
テグレーション）費用の削減と効率
化を促し、ロボット導入の障壁を下
げることに寄与した。 

・既に、プラットフォームロボットと
して、６軸アームロボットやビジョ
ンカメラ等３件が製品化されてお
り、2020 年度中には施設内走行ユ
ニット等３件、さらに 2021 年以降
にビジョンコントローラー等３件
の製品化が見込まれている。 
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・また、ロボット開発コミュニティである
GitHub 上でも成果を公開し、プロジェク
トに参画していない事業者等にも活用可
能とした。 

 
（参考：ＮＥＤＯプレスリリース） 
「「ＮＥＤＯロボット・ＡＩフォーラム
2019」の開催／「2019 国際ロボット展」
への出展」（2019 年 11 月） 
https://www.nedo.go.jp/events/CD_100
106.html 

 
「「2019 国際ロボット展」への出展、「ＮＥ
ＤＯロボット・ＡＩフォーラム 2019」な
どの開催」（2019 年 12 月） 
https://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_1009
40.html 

 
「「ロボット活用型市場化適用技術開発プ
ロジェクト」最終成果報告会の開催」
（2019 年 12 月） 
https://www.nedo.go.jp/events/CD_100
113.html 

 
「「ＮＥＤＯロボット活用型市場化適用技
術開発プロジェクト」最終成果報告会を
開催」（2020 年 1 月） 
https://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_1009
45.html 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・本プロジェクトの成果を元に、ＲＲＩよ
り４つの分野（アーキテクチャ、品質保
証、特許・ライセンス、安全）について
現場での活用可能なガイドライン案を作
成・公開。 

・本プロジェクトの開発成果に係る技術の
普及により、2020 年には 2014 年と比較
して、ロボットの市場規模が製造分野で
２倍(6,000 億円→1.2 兆円)に、非製造分
野で 20 倍（600 億円→1.2 兆円）に拡大
することに資する。 

 
 
 
次世代人工知能・ロボット中核技術開発
［2015～2019 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・日本の産業競争力の基盤となるＡＩ、ロ
ボット技術について、基礎研究と社会実
装を両輪で進め、２件の事業化を開始。
委託先による、研究成果に基づく事業を
行うための起業９件（2019 年度：３件）。 

・人工知能学会誌特集号（11月・１月）に
次世代人工知能分野の成果を 24 本の論
文として集中掲載。 

・人工知能の社会実装の加速を目的とし
た、アーリーステージの優れた人工知能
スタートアップ企業を表彰するコンテス
ト「HONGO AI 2019」を開催。14社を表
彰。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 

・成果ソフトウェア（オープンソース
ソフトウェア）および成果報告資料
をＷｅｂ上で本邦初公開し、誰でも
活用可能とすることで、新規ロボッ
ト導入時の利用促進につなげた。 

・さらに、当初予定していなかったフ
ォローアップ事業として、2020 年
度からＮＥＤＯ特別講座を開設し、
プロジェクトの参画メンバー以外
にも本事業の成果を紹介し、利活用
できる場を整備することで成果の
普及に寄与する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・2019 年度は「速やかに実用化への
道筋をつける革新的な要素技術を
研究開発する」計画に対し、企業が
参画したテーマについて、委託終了
後に成果を活用したサービスを開
始したり、世界初の技術の実用化を
開始するなど、前倒しで達成。 

・委託業務終了後の実用化への道筋
を明確にするために、当初計画にな
かった下記の取組を実施。 

・企業が参画していないテーマにつ
いては、企業とのビジネスマッチン
グを開催。連携企業候補 15 件、内
７件は実際に連携に繋がる動きが
あった。 
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・開発した次世代人工知能技術及び革新的
なロボット要素技術を応用して、「日本再
興戦略 2016」において掲げる目標年であ
る 2020 年には、ＩｏＴ、ビッグデータ、
人工知能、ロボットに係る 30兆円の付加
価値創出に資する。 

・また、2030 年には、人工知能に係る 2.3
兆円、2035 年には、ロボットに係る 9.7
兆円の我が国の市場創出に資する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
高輝度・高効率次世代レーザー技術開発 
［2016～2020 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・各種レーザー光源およびレーザー加工機
の開発を進め、ほぼ全てのテーマで 2018
年度の中間目標を達成し、レーザー光源
の開発では深紫外ピコ秒パルスレーザー
や高強度パルスレーザー、青色半導体レ
ーザーの各テーマにおいて、世界トップ
の出力達成など成果が得られた。 

・半導体レーザー励起の高出力産業用パル
スレーザー装置を開発。世界最高の 117
Ｊの出力を実現。ＬＤ励起では世界最高
出力の産業用パルスレーザー装置。 

・波長 266ｎｍの深紫外ピコ秒レーザーの
高出力化に取り組み、世界最高出力 50Ｗ
の発振に成功。高い波長変換効率を実現
する技術により、深紫外レーザーの課題
であった出力低下を抑制。 

・レーザー加工プラットフォームのユーザ
ー利用が開始し、データベースの構築が
進行中。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・・半導体レーザー励起の高出力（世界最
高の 117J）産業用パルスレーザー装置を
開発。今後レーザーピーニングの効果向
上やレーザーフォーミング、塗装剥離な
どの新たなレーザー加工の実用化が期待
される。 

・これまでの研究開発成果に基づき学会・
論文発表・講演等を実施（109 件）。 

・本事業で得られた研究成果の社会実装を
目的としてコンソーシアムを設立。レー
ザー加工プラットフォームの構築に取り
組んでいる。コンソーシアムは、現在、
事業外部から幅広い分野の企業・大学等
が参画し、2020 年３月現在 65法人 68 グ
ループが参加。事業やユーザーテストで
得られた加工データおよび知財を活用し
た社会実装に向けて活動中。 

・レーザー加工システムの世界市場は加速
的に伸びており、最近の予測では 2030 年
には５～６兆円規模となることが見込ま
れている。プロジェクトで開発するレー

・大学の研究者による大学発ベンチ
ャーが起業され、市場性のある製品
にするための社会実装に向けた研
究開発を実施中。 

・当初計画になかった世界初、世界ト
ップレベルを含む人工知能の基礎
研究結果を「人工知能学会誌特集
号」に 24 本の論文として掲載。研
究成果の周知に注力した。 

・2020 年度以降の民間移行を念頭に
置いた「HONGO AI」は、大学、スタ
ートアップ、ベンチャーキャピタル
からなるエコシステムを構築する
ことで、ＡＩ社会実装を加速するこ
とを目的として実施。 

 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・新たに開発したレーザー増幅チャ
ンバーを採用し、チャンバー内のレ
ーザー媒質を冷却する技術を確立
したことでレーザーを高出力化。ま
た、独自に考案したレーザー増幅器
の構成を適用することで、海外装置
と同等の占有サイズで世界最高の
117Ｊのエネルギーを出力するレー
ザー装置を実現し、加工材料の多様
化や加工速度向上に向けた実証を
開始。 

・ユーザーも含めてレーザー装置の
データを収集するため、ＴＡＣＭＩ
コンソーシアム（※）と連携し、プ
ロジェクト以外の加工関連企業な
どともに加工技術の実証を積み重
ね、レーザー加工の新たな応用を開
拓。 

※ＴＡＣＭＩコンソーシアム：高効率
レーザープロセッシング推進コン
ソーシアム。光科学分野の産学官連
携による研究開発を担う場として、
東京大学に設置。 
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ザー光源及びレーザー加工機の社会実装
を進めることにより、2030 年に 655 万ｔ
／年のＣＯ２削減、及びレーザー加工シ
ステムの国内メーカーによるシェア
35％の獲得を目指す。 

 

加えて、その他鉱工業に係
る重要な技術であって、民間
企業等のみでは取り組むこと
が困難な、実用化・事業化まで
に中長期の期間を要し、かつ
リスクの高い技術開発に取り
組むとともに、産業技術分野
の国際展開支援として、海外
実証事業等を推進するものと
する。 

また、我が国企業と優れた
技術を有する外国企業の国際
的な連携を促進し、海外市場
展開を推進するため、国内外
の企業による共同研究に対
し、ＮＥＤＯが外国の技術開
発マネジメント機関とともに
資金支援を行うコファンド事
業を積極的に推進するものと
する。 

「エネルギー・環境イノベ
ーション戦略」では、システム
を構成するコア技術分野（次
世代パワーエレクトロニク
ス、革新的センサー等）が削減
ポテンシャル・インパクトが
大きい技術として特定されて
おり、これらの技術をはじめ
とした長期的な視点に立った
技術について、従来の発想に
よらない革新的な技術の発掘
や開発に取り組むものとす
る。 

加えて、特定公募型研究開
発業務を行うものとする。 

その他鉱工業に係る重要な
技術であって、民間企業等のみ
では取り組むことが困難な、実
用化・事業化までに中長期の期
間を要し、かつリスクの高い技
術開発に取り組むとともに、産
業技術分野の国際展開支援と
して、海外実証事業等を推進す
るものとする。 
また、我が国企業と優れた技

術を有する外国企業の国際的
な連携を促進し、海外市場展開
を推進するため、国内外の企業
による共同研究に対し、機構が
外国の技術開発マネジメント
機関とともに資金支援を行う
コファンド事業を積極的に推
進するものとする。 
上記の取組に加えて、「エネ

ルギー・環境イノベーション戦
略」では、システムを構成する
コア技術分野（次世代パワーエ
レクトロニクス、革新的センサ
ー等）が削減ポテンシャル・イ
ンパクトが大きい技術として
特定されており、これらの技術
をはじめとした長期的な視点
に立った技術について、従来の
発想によらない革新的な技術
の発掘や開発に取り組む。 
これらの技術の社会実装を

通じて、我が国の生産性を２０
１５年までの５年間の平均値
である０．９％の伸びから２０
２０年には年２％向上に寄与
するとともに、２０２０年以降
の更なるに生産性向上等に資
する。 
加えて、特定公募型研究開発

業務として、ムーンショット型
研究開発事業を行う。 

 その他鉱工業に係る重要な
技術であって、民間企業等の
みでは取り組むことが困難
な、実用化・事業化までに中長
期の期間を要し、かつリスク
の高い技術開発に取り組むと
ともに、産業技術分野の国際
展開支援として、海外実証事
業等を推進するものとする。 
また、我が国企業と優れた技
術を有する外国企業の国際的
な連携を促進し、海外市場展
開を推進するため、国内外の
企業による共同研究に対し、
機構が外国の技術開発マネジ
メント機関とともに資金支援
を行うコファンド事業を積極
的に推進するものとする。 
上記の取組に加えて、「エネル
ギー・環境イノベーション戦
略」では、システムを構成する
コア技術分野（革新的センサ
ー等）が、削減ポテンシャル・
インパクトが大きい技術とし
て特定されており、これらの
技術をはじめとした長期的な
視点に立った技術について、
従来の発想によらない革新的
な技術の発掘や開発に取り組
む。 
これらの技術の社会実装を通
じて、我が国の生産性を平成
２６年（２０１５年）までの５
年間の平均値である０．９％
の伸びから令和２年（２０２
０年）には年２％向上に寄与
するとともに、令和２年（２０
２０年）以降の更なるに生産
性向上等に資する。 
加えて、特定公募型研究開

発業務として、ムーンショッ
ト型研究開発事業及びポスト
５Ｇ情報通信システム基盤強
化研究開発事業を行う。 

 ― ―  
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【新産業創出・シーズ発掘等
分野】 

オープンイノベーションの
推進を図りつつ、新たなイノ
ベーションの担い手として期
待される中堅・中小・ベンチャ
ー企業を技術面から支援し、
技術開発助成等による技術開
発リスクの低減に貢献するこ
とにより、エネルギーシステ
ム分野、省エネルギー・環境分
野、産業技術分野における国
内の中堅・中小・ベンチャー企
業の育成を図り、有望な技術
シーズを発掘し、新産業創出
へつなげる取組を実施するも
のとする。 

加えて、特定公募型研究開
発業務を行うものとする。 

【新産業創出・シーズ発掘等分
野 】 
オープンイノベーションの

推進を図りつつ、新たなイノベ
ーションの担い手として期待
される中堅・中小・ベンチャー
企業を技術面から支援し、技術
開発助成等による技術開発リ
スクの低減に貢献することに
より、エネルギーシステム分
野、省エネルギー・環境分野、
産業技術分野における国内の
中堅・中小・ベンチャー企業の
育成を図り、有望な技術シーズ
を発掘し、新産業創出へつなげ
る取組を実施するものとする。 
加えて、特定公募型研究開発

業務として、ムーンショット型
研究開発事業を行う。 

【新産業創出・シーズ発掘等
分野 】 
 オープンイノベーションの
推進を図りつつ、新たなイノ
ベーションの担い手として期
待される中堅・中小・ベンチャ
ー企業を技術面から支援し、
技術開発助成等による技術開
発リスクの低減に貢献するこ
とにより、エネルギーシステ
ム分野、省エネルギー・環境分
野、産業技術分野における国
内の中堅・中小・ベンチャー企
業の育成を図り、有望な技術
シーズを発掘し、新産業創出
へつなげる取組を実施するも
のとする。 
加えて、特定公募型研究開

発業務として、ムーンショッ
ト型研究開発事業を行う。 

  
 
ＮＥＤＯ先導研究プログラム［2014～2023
年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・「エネルギー・環境新技術先導研究プログ
ラム」について 44 件を採択し、エネルギ
ーシステムセグメントで４件、省エネル
ギー・環境セグメントで 11 件、産業技術
セグメントで６件、シーズ発掘・新産業
創出等セグメントにおいて 23 件の先導
研究を開始。 

・2017 年度から開始した「未踏チャレンジ
2050」については、2019 年度は９件を採
択。 

・2018 年度から開始の「新産業創出新技術
先導プログラム」については、６件を採
択し、産業技術セグメント３件、シーズ
発掘・新産業創出等セグメントにおいて
３件において先導研究を開始。 
・2017 年度に採択された案件につい
て、従来のフェノール樹脂の高分子量化
により高機能化を実現し新規用途開発が
可能となったことから、当該成果を基に
「戦略的省エネルギー技術革新プログラ
ム（2019 年度）」において実用化を目指
した研究開発を開始。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・2016、2017、2018 年度に採択し、委託期
間を終了した先導研究テーマについて、
達成度、成果の意義・波及効果、政策・
長期ビジョンへの有効性等を評価項目と
して、外部有識者による事後評価を 10 月
に実施した。その結果、評価対象案件 26
件中、「極めて優れている」「優れている」
「妥当である」という回答が 21件であっ
た。 

・国家プロジェクト等への移行は、2019 年
度は新たにに９件、2014 年度以降の累計
で 71 件移行し、技術シーズの発掘を実
現。 

・飛躍的なエネルギー効率の向上や低炭素
社会の実現に資する有望な技術、及び新
産業創出に結び付く技術シーズを発掘
し、先導研究を実施することにより有望
な技術を育成して、将来の国家プロジェ
クト等に繋げる。 

 
 
 
課題解決型福祉用具実用化開発支援事業 
［1993 年度～］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・終了事業者 226 件のうち、114 件が実用
化（実用化率 50％）。事業終了後３年間
での実用化率 50％を目標とし、2019 年度
公募で３件を採択し、支援を開始。 

・終了事業者の成果の一つとして、「WHILL」
が開発した電動車椅子（軽量で走破性に
優れる電動車椅子の前輪とモーターの開
発）が、福祉用具として一般販売が開始
された他、2019 年度には施設内での利用

評価の根拠となる点は以下のとおり。 
 
 
 
【評価の根拠】 
・「エネルギー・環境新技術先導研究
プログラム」（2014 年度～）及び「新
産業創出新技術先導研究プログラ
ム」（2018 年度～）では、累計 199
件の「先導研究」を実施。事業終了
時までに国家プロジェクトに繋が
った研究テーマ件数の目標が計 56
件である中、2019 年度は新たに９
件、2014 年度以降の累計で 71件が
国家プロジェクト等へ移行し、技術
シーズの発掘を実現。 

・2017 年度採択案件のうち、産総研
が有する「フェムトリアクターⓇ」
技術を適用し、企業と連携して行っ
た、革新的な機能を有するナノ材料
の用途開発研究については、従来の
フェノール樹脂の高分子量化によ
り高機能化を実現し新規用途開発
が可能となったことから、当該成果
を基に「戦略的省エネルギー技術革
新プログラム（2019 年度）」におい
て実用化を目指した研究開発を開
始した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・本事業の研究成果は、特定非営利活
動法人アイ・コラボレーション神戸
が主催する視覚障害者向けアイデ
アソン・ハッカソンで共有され、日
頃から視覚障害者にやさしい商品
パッケージとして類を見ないもの
で、視覚障害者向けとしては本邦初
のもの。2018 年度から継続して開
発を行い 2019 年度には製品化に向
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を想定した「WHILL 自動運転システム」を
開発し、国内外の 5 つの空港で実証実験
を行った 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・我が国の中小企業等（ベンチャー企業を
含む。）が保有する有望な技術シーズを基
にした技術開発成果を事業化に結び付
け、我が国の新エネルギーの分野におけ
るさらなるイノベーションの発展と導入
普及を推進する。具体的には、フェーズ
Ｃ・Ｄについては、助成事業終了後３年
を経過した時点で 30％以上の製品化を
達成することを目指す。 

 
 
 
 
 
 
 
研究開発型スタートアップ支援事業［2014
～2023 年度］ 
【主な成果、アウトプット等】 
・2019 年度ＳＴＳ（「シード期の研究開発
型ベンチャーに対する事業化支援」事業）
第一回・第二回公募で 11件、ＮＥＰ（NEDO 
Entrepreneurs Program）で 13件、ＳＣ
Ａ（「企業間連携スタートアップに対する
事業化支援」事業）公募で３件、ＣＲＩ
（「橋渡し研究開発促進による事業化支
援」事業）公募で３件の支援を開始。 

・地域発・大学発のシーズの発掘や事業化・
起業支援を目的に、ＴＣＰ（ NEDO 
Technology Commercialization 
Program）を実施（12 月二次審査会、２月
に最終審査会を実施。）、関係機関との連
携を強化するため、東京工業大学（５月）、
山口大学（６月）、山形大学（７月）、徳
島大学（７月）、信州大学（８月）大阪大
学（９月）及び金沢大学（11月）とそれ
ぞれ起業家支援に係る相互協力の覚書を
締結。川崎市と起業家支援のワンストッ
プ 拠 点 Ｋ - Ｎ Ｉ Ｃ （ Kawasaki NEDO 
Innovation Center）の共同運営を実施中
（運用開始は 2019 年３月。）。 

・オープンイノベーション・ベンチャー創
造協議会（ＪＯＩＣ）と共同で、事業連
携・事業化促進を目的としてピッチイベ
ントを９回実施した他、ワークショップ
３回、セミナーを３回開催。また、オー
プンイノベーション白書第三版発行に向
けて調査を実施（2020 年５月公開。）。な
お、８月 30 日にＪＯＩＣは内閣府が事務
局を務めるサイエンス＆イノベーショ
ン・インテグレーション協議会（Ｓ＆Ｉ
Ｉ協議会）と合併、オープンイノベーシ
ョン機能・会員体制の強化を行った。 

・２０１９年度ＳＳＡ（NEDO Technology 
Startup Supporters Academy）では、64
名の応募があり、31名に対して研修・Ｏ
ＪＴ等の機会を提供。 

けた準備も実施。視覚害碍者向け商
品パッケージのあり方を検討して
いた大手医薬品メーカーに採用さ
れ 2020 年４月から同包装の製品が
販売されている。 

・開発者のエクスポート・ジャパン
（株）は、今後、本開発成果を元に、
各製品メーカーに採用を働きかけ
る予定であり、従来とは着眼点が異
なる、ＳＤＧｓに配慮した包装資材
として広範な業種における市場占
有率拡大を期待できるものである。 

・普及が進めば、視覚障害者が生活に
おける様々な情報を取得しやすく
なることから、積極的な社会参加の
促進と、豊かさを実感できる社会の
実現に貢献するものとして期待で
きる。 

 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・支援事業者のうち、エレファンテッ
ク株式会社は、回路製造に必要な
水・エネルギー量を通常の１／10
とし環境負荷を劇的に下げるとと
もに、生産コストを従来の１／２～
１／３に下げる製造技術を開発。 

・日本の持つ世界最高レベルの印刷
技術と材料技術を組み合わせ、環境
意識が高まる世界市場へ進出を目
指すため、スタートアップが中心と
なり、業界のトップランナーと協業
するモデルケースとなっている。 

・2019 年度のスタートアップの平均
調達額（１社当たり）が 3.8 億円の
中で、その５倍の 18 億円の調達に
成功。 

・民間資金の入り辛い研究開発型ス
タートアップの初期において、機構
がその技術開発と顧客の獲得など
を後押しすることで、投資や事業会
社との協業を呼び込む好循環の形
成に貢献。 
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・J-Startup 事業では、セレクション企業
（J-Startup）の第二回選定を実施し 49
社を追加。加えて、コンシェルジュ機能
の具体的な構築に関する調査を開始した
他、スタートアップ企業の露出促進（イ
ノベーション・ジャパン出展）等の事務
局業務を実施。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・2019 年度ＳＴＳ第一回・第二回公募で交
付決定した 11件について、機構事業をき
っかけに、ＶＣ等から合計約 18.9 億円の
資金調達を実施。 

・2018 年度にＳＴＳ事業で採択・交付決定
したアイリス株式会社が４月に事業会
社・ＶＣ等から合計 12.5 億円の資金調達
を実施。 

・2015 年度にＳＴＳ事業で支援したエレフ
ァンテック株式会社が当該事業成果を活
用した量産実証等を開始するため９社か
ら 18億を調達。大量生産に向けて量産実
証拠点を新設した。 

・本事業により、シーズ段階から事業化ま
で一貫した支援を実施することにより、
研究開発型ベンチャーの創出、育成を図
り、経済活性化、新規産業・雇用の創出
につなげる。具体的には、ベンチャーキ
ャピタルや専門家等とのネットワークを
活用したハンズオン支援を実施すること
で、起業・事業化を促進すると同時に、
大企業とベンチャー事業との連携促進の
支援等を行うことで、民間のリスクマネ
ーの呼び込みを促進し、我が国のベンチ
ャー・エコシステムの構築を実現する。 

・また、ＪＯＩＣの運営を通じ、我が国企
業のオープンイノベーションの取組を推
進し、組織や業種等の壁を越えて、技術
やノウハウ、人材等を組み合わせた、新
たな価値の創造に貢献する。 

・加えて、J-Startup 事業において選定し
たセレクション企業を官民で連携して支
援する体制を構築することで、グローバ
ルに展開し得る日本発ユニコーン企業の
創出に寄与する。 

 

 

なお、ＮＥＤＯの積極的な
技術分野ごとの取組を促すた
め、ＮＥＤＯにおいて作成す
る中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成状況を評価するものとす
る。 

なお、機構の積極的な技術分
野ごとの取組を促すため、機構
において作成する中長期計画
又は年度計画において明示す
る第４期中長期目標期間中に
達成すべき技術水準や技術開
発目標などの達成状況を評価
するものとする。 

 なお、技術分野ごとの取組
については、中長期計画及び
年度計画において明示した技
術水準や技術開発目標の達成
向けて積極的に取り組むもの
とする。 

 ― ―  
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○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成水準の達成を目標とする。
なお、評価単位毎の目標は中
長期計画又は年度計画におい
て明示するものとする。 

○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成水準の達成を目標とする。 

○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成水準の達成状況。 

【評価軸】 
○個別のナショナル
プロジェクト等の研
究開発目標（達成すべ
き技術水準や技術開
発目標など）等が達成
できているか。また
は、達成できる見込み
であるか。 
 
【関連する評価指標】 
○中長期計画又は年
度計画で明示する第 4
期中長期目標期間中
に達成すべき技術水
準や技術開発目標な
どの達成水準の達成
状況（評価指標） 

＜各技術分野の記載内容を参照＞ ＜各技術分野の記載内容を参照＞  

 

   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成３０年度評価における指摘事項 令和２年度計画等への反映状況 

 
○ＮＥＤＯはアフターフォローをしっか
り行うべき。他方、ＮＥＤＯとしてアフ
ターフォローに力を入れても、成果が出
るのは 10年単位で先になるので評価に
つながりにくいのも事実であり、長い目
での評価を考えるべき。 

（2019 年度における取組・令和２年度（2020 年度）計画等への反
映） 
○実用化達成率を始め、各指標において事業終了後の評価や追
跡調査において、機構の研究開発成果が活用された製品・プ
ロセス等について、それらが社会にもたらした経済効果（ア
ウトカム。例：ＮＥＤＯインサイド）を把握する既存の取組
を着実に継続する。 

○2019 年度に技術開発・実証に取り組むべき革新技術の評価
の一助とすべく作成した持続可能な社会の実現に向けた技
術開発総合指針を策定。これをもとにアウトカムを算出する
などの取組をガイドラインに反映していく予定。これにより
具体的なアウトカムまでの道筋をより明確化して推計し、よ
りわかりやすいアウトカムの説明に努めていく。 

○技術シーズの発掘では、例えば公設試験
所を活用するなど、地域と連携を図るこ
とを期待する。地味な技術開発でも地方
にとっては重要なものもある。 

○地域での説明会の開催や大学の協定等を活用し、情報収集や
技術シーズ発掘に努める。 

○実用化に向けた体制整備など、アウトカ
ムを意識したプロジェクトマネジメン
トの向上を図ること。 

○研究の進捗や国際的な動向などを踏まえて、開発目標の見直
しなどを柔軟に行う、さらには、中間評価やステージゲート
など外部審査の結果の研究開発へのフィードバックなどを
実施しながら的確なマネジメントを実施した。 

○産業構造審議会産業技術分科会イノベーション小委員会に
おける各種機構の役割に係る指摘を踏まえ、組織的にプロジ
ェクト単位でのアウトプットがアウトカムにつながるよう
意識付けを行っているところ。引き続き上記のような工夫・
努力を行っていく。 

○ナショナルプロジェクトの国際標準化
の提案比率について、「標準化マネジメ
ントガイドライン」に基づき、プロジェ
クト関係者が標準及び標準化活動に対
して共通認識をもち、効率的かつ確実な
標準化提案を行うこと。 

○引き続き「標準化マネジメントガイドライン」に基づき、プ
ロジェクト関係者が標準及び標準化活動に対して共通認識
を持ち、効率的かつ確実な標準化提案を行うことに努め、中
長期計画の国際標準化提案に係る目標の達成を目指す。 

○プロジェクトの特性に応じて、標準化の専門家による助言を
得る取組を開始。 

○若手研究者等のプロジェクト参加人数
について、目的達成に向けてＮＥＤＯ事
業全体での最適化を検討すること。 

○若手研究者等支援に向けて「官民による若手研究者支援事
業」を実施。引き続き若手研究者の支援を強化していく。 

○若手研究員や WLB の推進企業（えるぼし認定）等が実施体制
に含まれることに対して、審査時に加点する等の取組を、
2018 年度下期より順次実施。今後もこの取組を持続予定。 

○「ＫＰＩによる評価」に関して、評価す
る側と評価される側がしっかりとＫＰ
Ｉを意識した上で設定できれば、最終的
な業績が評価出来ると考える。非連続ナ
ショナルプロジェクトの新産業創出・シ

○ご指摘を踏まえ、引き続き各セグメント単位での割合に加え
て、機構全体での割合についても報告・説明を行う。 
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ーズ発掘分野の実績に関して、実質的に
実績が出ているのであれば、次年度の報
告の仕方について工夫されたい。 

○今までない分野を創出する、あるいはリ
スクの高い分野を開拓する時は、その新
規分野等における専門家の確保が困難
になる可能性が想定されるため、ＮＥＤ
Ｏとして常日頃から専門家確保に向け
て努力されたい。 

○ＲＤ２０の具体的な形の一つとして、2020 年度新規事業の
公募を開始した。我が国研究機関等が、世界の主要国（Ｇ２
０）等の諸外国研究機関等と連携関係を構築・強化しながら、
国外の先進的な技術・研究資源を活用し、2030 年以降の実
用化を見据えた新たな革新的クリーンエネルギー技術を生
み出すことを目指している。次回のＲＤ２０では、機構とし
ても国際連携の取組をアピールすると共に、海外の研究開発
機関と直接情報交換を行い、相互理解に努める。 

○また、ＩＣＥＦなど他の国際会議とも連携し、社会実装に向
けた研究活動の連携などを図る予定。 

○エネルギー・環境大臣会合等でも、イノ
ベーションの必要性が言われたところ。
特にＲＤ２０においては、組織と組織を
結ぶということになる。個人の研究者同
士をつなぐというより、圧倒的にパワー
が違ってくる。この（産総研が幹事役と
なる）ＲＤ２０において、ＮＥＤＯにも
日本全体の取組に貢献していただける
ことを期待している。また、国民の視点
から大事なのは、政府全体として費用対
効果を考慮して研究開発を進めていた
だくことであり、研究開発法人同士の連
携が図られることを期待する。 

○特定分野における専門的かつ先端的な技術開発事業を実施
しているが故に随意契約になっていることなどについて、委
員の理解が得られるよう、丁寧に説明を実施している。また、
委員会の議論において、委員からそれぞれの知見により参考
となる意見も頂いているところであり、今後も「監視」に偏
ることのないよう、委員会を運営する。 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

０３７１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０３７９国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

一般管理費・業務経費

の合計（一部を除く）

の効率化の実績値 

1.10％ 

(毎年度平均) 

― 7.60％ 5.61％     

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 

業務実績 自己評価  
      ＜自己評価＞ Ｂ 

○以下の内容のとおり、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己

評価をＢとした。 

評定  

 

Ⅳ．業務運営の効率化に関す
る事項 
１．柔軟で効率的な業務推進
体制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間中、
一般管理費（人件費を除く）
及び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規に
追加されるものや拡充され
る分及びその他所要額計上
を必要とする経費を除き、平
成２９年度を基準として、毎
年度平均で前年度比１．１
０％の効率化を行うものと
する。新規に追加されるもの
や拡充される分は翌年度か
ら１．１０％の効率化を図る
ものとする。 

Ⅱ．業務運営の効率化に関す
る事項 
１．柔軟で効率的な業務推進
体制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間
中、一般管理費（人件費を
除く）及び業務経費（特殊
要因を除く）の合計につい
て、新規に追加されるもの
や拡充される分及びその他
所要額計上を必要とする経
費を除き、平成２９年度を
基準として、毎年度平均で
前年度比１．１０％の効率
化を行うものとする。新規
に追加されるものや拡充さ
れる分は翌年度から１．１
０％の効率化を図るものと
する。 

Ⅱ．業務運営の効率化に関す
る事項 
１．柔軟で効率的な業務推進
体制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間中、
一般管理費（人件費を除く）
及び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規に
追加されるものや拡充され
る分及びその他所要額計上
を必要とする経費を除き、平
成２９年度を基準として、毎
年度平均で前年度比１．１
０％の効率化を行うものと
する。新規に追加されるもの
や拡充される分は翌年度か
ら１．１０％の効率化を図る
ものとする。 
総人件費については、政府

の方針に従い、必要な措置を
講じる。 

 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
１．柔軟で効率的な業務推進体制 
（１）業務の効率化 
・第４期中長期目標期間中、一般管理費（人
件費を除く）及び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規に追加されるも
のや拡充される分及びその他所要額計上
を必要とする経費を除き、2018 年度を基
準として 2019 年度は 5.61％の効率化を
達成。 

【外部有識者（業績点検委員）の主な意
見】 
・ガバナンスを強化する等という視点か
らは、2019 年度には、新たな組織を構
築し、新制度を導入し、着実に成果を上
げている。 

・引き続き業務の効率化、機動的な組織・
人員配置、電子化等着実に推進してい
る。 
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 また、総人件費について
は、政府の方針に従い、必要
な措置を講じるものとする。 
 さらに、給与水準について
は、ラスパイレス指数、役員
報酬、給与規程、俸給表及び
総人件費を引き続き公表す
るとともに、国民に対して納
得が得られるよう説明する
ものとする。また、給与水準
の検証を行い、これを踏まえ
必要な措置を講じることに
より、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取組
状況を公表するものとする。 

 給与水準については、ラス
パイレス指数、役員報酬、給
与規程、俸給表及び総人件費
を引き続き公表するととも
に、国民に対して納得が得ら
れるよう説明する。また、以
下のような観点からの給与
水準の検証を行い、これを踏
まえ必要な措置を講じるこ
とにより、給与水準の適正化
に取り組み、その検証結果や
取組状況を公表する。 
 
・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としている等、給与水
準が高い原因について、是
正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類似
の業務を行っている民間
事業者の給与水準等に照
らし、現状の給与水準が適
切かどうか十分な説明が
できるか。 

・その他、法人の給与水準に
ついての説明が十分に国
民の理解の得られるもの
となっているか。 

 給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報
酬、給与規程、俸給表及び
総人件費を引き続き公表す
るとともに、国民に対して
納得が得られるよう説明す
る。また、以下のような観
点からの給与水準の検証を
行い、これを踏まえ必要な
措置を講じることにより、
給与水準の適正化に取り組
み、その検証結果や取組状
況を公表する。 
・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としている等、給与
水準が高い原因につい
て、是正の余地がない
か。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類
似の業務を行っている民
間事業者の給与水準等に
照らし、現状の給与水準
が適切かどうか十分な説
明ができるか。 

・その他、法人の給与水準
についての説明が十分に
国民の理解の得られるも
のとなっているか。るも
のとなっているか。 

 ・2019 年度のラスパイレス指数等について
以下の通り公表。 

 ラスパイレス指数は102.9となっており、
国家公務員の給与水準を上回っている
が、当機構は技術的知見を駆使した専門
性の高い技術開発マネジメント業務を実
施していることから、大学院卒が高い割
合（全体の約４割）を占めており、国家公
務員に比べて高い給与水準となってい
る。 

 2019 年度支出予算の総額に占める国から
の財政支出額は約 97.3％と高い割合を占
めているが、当機構が実施している日本
の産業競争力強化、エネルギー・地球環境
問題の解決のための産業技術開発関連事
業、新エネルギー・省エネルギー関連事業
等は、いずれも民間単独で行うことが困
難であり、国からの財政支出によって実
施されることを前提としていることによ
るものである。従って国からの財政支出
の割合の高さは給与水準と直接結びつく
ものではないと考えられる。また、当機構
の支出総額 1,666 億円に占める給与、報
酬等支給総額 62 億円の割合は約 3.7％で
あり、割合としては僅少であることから
給与水準は適切であると考えられる。 

 

―  

 

 また、既往の政府の方針等
を踏まえ、組織体制の合理化
を図るため、実施プロジェク
トの重点化を図るなど、引き
続き必要な措置を講じるも
のとする。 
 さらに、ＮＥＤＯ・事業実
施者間の双方でプロジェク
ト進捗に係る管理情報の共
有が可能となる新たなプロ
ジェクトマネジメントシス
テム（ＰＭＳ）の導入を図り、
業務の効率化を図るものと
する。 

 また、既往の政府の方針等
を踏まえ、組織体制の合理化
を図るため、実施プロジェク
トの重点化を図るなど、引き
続き必要な措置を講じるも
のとする。 
ＮＥＤＯ・事業実施者間の双
方でプロジェクト進捗に係
る管理情報の共有が可能と
なる新たなプロジェクトマ
ネジメントシステム（ＰＭ
Ｓ）の導入を図り、業務の効
率化を図るものとする。 
さらに、業務の効率化の一

環として、制度面、手続き面
の改善を、変更に伴う事業実
施者の利便性の低下にも留
意しつつ行うとともに、毎年
度、事業実施者に対してアン
ケートを実施し、制度面、手
続き面の改善点等について、
回答者の８割以上から肯定
的な回答を得る。また、制度
面、手続き面等について、事
業実施者に対する説明会を
毎年全国で行う。 

 また、既往の政府の方針等
を踏まえ、組織体制の合理化
を図るため、実施プロジェク
トの重点化を図るなど、引き
続き必要な措置を講じるも
のとする。 
ＮＥＤＯ・事業実施者間の

双方でプロジェクト進捗に
係る管理情報の共有が可能
となる新たなプロジェクト
マネジメントシステム（ＰＭ
Ｓ）の導入を図り、業務の効
率化を図るものとする。昨年
度までに行ったシステム設
計・開発に基づき、システム
のリリースに向けた準備を
進め、事業実施者への案内、
操作説明会等を経て平成３
１年度中に運用を開始する。 
さらに、業務の効率化の一

環として、制度面、手続き面
の改善を、変更に伴う事業実
施者の利便性の低下にも留
意しつつ行うとともに、毎年
度、事業実施者に対してアン
ケートを実施し、制度面、手

 ・新プロジェクトマネジメントシステム(新
ＰＭＳ)の導入については、機構内職員を
対象に本格運用を開始。また、機構事業を
利用する外部事業者に対する運用につい
ては、一部の機能（情報共有機能）の利用
を開始した（（４）に詳述）。 

・契約・検査制度及び制度改善の取組内容に
係る事業実施者への説明会を、2019 年度
は全国において 23回開催し、延べ 962 名
が参加した。 

 また、2019 年度の「ＮＥＤＯ事業に係る
業務改善アンケート」については、前年度
の制度改善の効果を確認するとともに、
事業実施者から目標値（８割）を上回る約
93％の肯定的な回答を得ており、目標を
達成している。 

・機構内における業務改善の取組の取りま
とめ・推進機能として、2019 年４月に「業
務改善推進室」を設置。初年度から、約 150
件もの改善提案が機構職員から寄せられ
た。対応部等への確認・調整により改善が
図り得る提案（日常の疑問・トラブルシュ
ート）については，効率的な対応等工夫し
ながら、鋭意改善を進めている（150 件中
101 件は対応済もしくは対応部で検討中
のステータス）。機構横断的に取組を推進

【評価の根拠】 
（業務改善推進室の設置） 
・設置初年度の今年度は 150 件の改善提
案あり、うち 76 件を解決。 

・マニュアル化未実施により資料が分散
した運用ルールについて調査・整理し、
結果（39件）を明示。 

・各部で個別に発注していた議事録の外
注について一括外注化を実現し各部の
発注手続き時間を削減。 

・職員の業務スケジュールの共有化や委
員会資料の簡素化等、既存業務の見直
しを実施。 

・業務改善活動の認知度向上を図るため
「業務改善キャラバン」を実施し、機構
内 20部・室を訪問。 

・上記の成果により、業務の改善がより一
層進んだ。引き続きの改善に向けた取
組を実施中。 
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続き面の改善点等について、
回答者の８割以上から肯定
的な回答を得る。また、制度
面、手続き面等について、事
業実施者に対する説明会を
全国延べ１５回以上行う。 
また、機構内における業務

改善に向けた取組を引き続
き行っていくとともに、平成
３１年４月に「業務改善推進
室」を総務部に設置し、機構
内の業務の効率化を推進す
る。 

することで大きな改善成果を得られる案
件については、プロジェクト体制を敷い
た上で取組を推進（議事録作成業務の一
括外注化、ＲＰＡツールの導入、公募プロ
セスの電子化等）。 

 

（２）機動的・効率的な組織・
人員体制 
 関連する政策や技術動向
の変化、業務の進捗状況に応
じ機動性・効率性が確保でき
るような柔軟な組織・人員体
制を整備するものとする。そ
の際、人員及び財源の有効利
用により組織の肥大化の防
止及び支出の増加の抑制を
図るため、事務及び事業の見
直しを積極的に実施すると
ともに、人員及び資金の有効
活用の目標を設定し、その達
成に努めるものとする。 
 特に、ＰＭ等、高度の専門
性が必要とされる役職につ
いては、産学官からの優れた
人材の登用を行うこととす
る。また、外部人材の登用等
に当たっては、利益相反に留
意し、更なる透明性の確保に
努めるものとする。 

（２）機動的・効率的な組織・
人員体制 
 関連する政策や技術動向
の変化、業務の進捗状況に応
じ、機動的な人員配置を行
う。また、産業界、学術界等
の専門家・有識者等の外部資
源の有効活用を行う。 
特に、ＰＭ等、高度の専門性
が必要とされるポジション
については、積極的に外部人
材を登用する。なお、外部人
材の登用等に当たっては、利
害関係者排除の措置を徹底
する等、引き続き更なる透明
性の確保に努める。 

（２）機動的・効率的な組織・
人員体制 
 業務の改善を図りつつ、関
連する政策や技術動向の変
化、業務の状況に応じ、外部
人材も含め適切な人員配置
を行い、固有職員の充実等人
員の増強を図る。また、産業
界、学術界等の専門家・有識
者等の外部資源の有効活用
を行う。 
特に、ＰＭ等、高度の専門

性が必要とされるポジショ
ンについては、積極的に外部
人材を登用する。なお、外部
人材の登用等に当たっては、
利害関係者排除の措置を徹
底する等、引き続き更なる透
明性の確保に努める。 

 （２）機動的・効率的な組織・人員体制 
・固有職員の充実を図るべく、2019 年度は
新卒職員を 13名、中途採用職員を 6名採
用。2020 年度の新卒採用では、18 名に内
定を発出。2020 年度当初採用予定の中途
採用を 2019 年度中に実施し、14 名を採
用。うち 10 名については 2019 年度下期
に前倒して着任。 

・また、産業界、学術界等の専門家・有識者
として、外部からアドバイザーとして４
名、技術戦略の検討等を担うフェローと
して９名を登用。 

・さらに、政策の方針に応じてムーンショッ
ト型研究開発事業推進室を設置した際、
同室に対して人員配置を行った。 

・なお、外部人材登用にあたっては、利害関
係者の有無について逐一確認し、透明性
の確保に努めた。 

―  

 

 また、ＮＥＤＯ職員の大学
を始めとする研究機関や民
間企業への派遣も含め、人材
の流動化を促進するととも
に、ＮＥＤＯのマネジメント
人材の育成に努め、ＮＥＤＯ
のマネジメント能力の底上
げを図るものとする。 

 機構職員の民間企業への
派遣も含め、人材の流動化を
促進するとともに、機構のマ
ネジメント人材の育成に努
め、機構のマネジメント能力
の底上げを図る。 

 機構職員の民間企業への
派遣も含め、人材の流動化を
促進するとともに、機構のマ
ネジメント人材の育成に努
め、機構のマネジメント能力
の底上げを図る。 

 ・国の政策や民間企業の開発戦略等の策定
にかかる知見・経験を深めるべく、国、民
間企業等へ 20名の職員を派遣。 

 機構内職員の技術経営力の強化を図るた
め「出口戦略強化セミナー」（３講座）及
びプロジェクトマネジメント力強化のた
めの「プロジェクトマネージャー育成講
座」（全 10講座）を実施。 

【評価の根拠】 
・2019 年度は新たに東北大学、理化学研
究所、旭化成への派遣を新規に開始す
るなど、派遣先をさらに拡大。 

 

 

 さらに、常に時代の要請に
対応した組織に再編を行い、
本部、国内支部、海外事務所
についても、戦略的・機動的
に見直しを行うものとする。 

 さらに、常に時代の要請に
対応した組織に再編を行い、
本部、国内支部、海外事務所
についても、戦略的・機動的
に見直しを行うものとする。 

 さらに、常に時代の要請に
対応した組織に再編を行い、
本部、国内支部、海外事務所
についても、戦略的・機動的
に見直しを行うものとする。 
機構が理事長のリーダー

シップの下、自立的、戦略的
に組織を運営し、高度化を図
ることができる持続的な組
織体制を確立していくため、
平成３１年４月に「経営企画
室」を総務部に設置し、経営
企画機能の強化を図る。 

 ・機構が理事長のリーダーシップの下、自立
的、戦略的に組織を運営し、高度化を図る
ことができる持続的な組織体制を確立し
ていくため、2019 年４月に「経営企画室」
を総務部に設置した。経済産業省の政策
を踏まえた機構としての対応方針や体制
の検討、働き方改革の取組方針や部門ご
とのベストプラクティスの展開等につい
て役員と共働して検討・実施。また、機構
の総合指針の策定・発信、プロジェクトマ
ネジメントの強化、組織体制やマネジメ
ントの強化等に向けた取組を実施した。 

【評価の根拠】 
（経営企画室の設置） 
・産業構造審議会 研究開発イノベーシ
ョン小委員会「中間取りまとめ」を受け
たＮＥＤＯとしての対応方針を取りま
とめ、速やかに実行フェーズに移行。 

・機構が打ち出した「持続可能な社会を実
現する３つの社会システム（ＥＳＳ）」
シンボルマークについて、関係部署と
連携して対外的に賛同を呼びかけるた
めの方策を検討・実施。 

・組織の活性化に向けた職場コミュニケ
ーションの向上を図るべく、先輩職員
が後輩に対し自らのキャリアヒストリ
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ーを話す「ロールモデル座談会」を実
施。若手職員を中心に機構内職員の再
発見・モチベーション向上に寄与した。 

 

（３）外部能力の活用 
 費用対効果、専門性等の観
点から、ＮＥＤＯ自ら実施す
べき業務、外部の専門機 
関の活用が適当と考えられ
る業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部委
託を活用するものとする。 
 なお、外部委託を活用する
際には、ＮＥＤＯの各種制度
の利用者の利便性の確保に
最大限配慮するものとする。 

（３）外部能力の活用 
 費用対効果、専門性等の観
点から、機構自ら実施すべき
業務、外部の専門機関の活用
が適当と考えられる業務を
精査し、外部の専門機関の活
用が適当と考えられる業務
については、外部委託を活用
するものとする。 
なお、外部委託を活用する際
には、機構の各種制度の利用
者の利便性の確保に最大限
配慮するものとする。 

（３）外部能力の活用 
 費用対効果、専門性等の観
点から、機構自ら実施すべき
業務、外部の専門機関の活用
が適当と考えられる業務を
精査し、外部の専門機関の活
用が適当と考えられる業務
については、外部委託を活用
するものとする。 
なお、外部委託を活用する

際には、機構の各種制度の利
用者の利便性の確保に最大
限配慮するものとする。 

 （３）外部能力の活用 
・会議・委員会等の議事録作成業務につい
て、これまで各部・各課室単位で行ってい
たものを総務部にて取りまとめ、2020 年
度からは専門事業者へ一括して外部委託
を行うための準備を実施。また、引き続
き、「関連公益法人等調査業務」について、
外部委託を活用。 

―  

 

（４）業務の電子化の推進 
 電子化の促進等により事
務手続きの一層の簡素化・迅
速化を図るとともに、ＮＥＤ
Ｏの制度利用者の利便性の
向上に努めるものとする。ま
た、幅広いネットワーク需要
に対応できるＮＥＤＯ内情
報ネットワークの充実を図
るものとする。 

（４）業務の電子化の推進 
 ホームページの利便性の
確保、電子メールによる新着
情報の配信等を通じ、機構の
制度利用者の利便性の向上
に努めるとともに、既に行っ
ている各種申請の電子化の
範囲を拡大し、その有効活用
を図る。 
幅広いネットワーク需要に
対応しつつ、職員の作業を円
滑かつ迅速に行うことがで
きるよう、機構内情報ネット
ワークの充実を図る 

（４）業務の電子化の推進 
 ホームページの利便性の
確保、電子メールによる新着
情報の配信等を通じ、機構の
制度利用者の利便性の向上
に努めるとともに、既に行っ
ている各種申請の電子化の
範囲を拡大し、その有効活用
を図る。 
幅広いネットワーク需要

に対応しつつ、職員の作業を
円滑かつ迅速に行うことが
できるよう、機構内情報ネッ
トワークの充実を図る。 
また、業務の効率化、高度

化の観点からセキュリティ
に十分配慮した上で研究開
発プロジェクトのマネジメ
ントを支援する業務アプリ
ケーションシステムの導入、
更なる業務の電子化推進の
観点から、機構内文書の電子
決裁を行う新文書管理シス
テムの導入を図る。 

 （４）業務の電子化の推進 
・機構の制度利用者等に対するホームペー
ジの利用環境整備を行うとともに、利便
性向上を図るため、Ｗｅｂサイトのデザ
イン改修を検討し、改修を実施した。 

・研究開発プロジェクトのマネジメントを
支援する新たなプロジェクトマネジメン
トシステム（新ＰＭＳ）の開発を行ない、
2019 年５月から機構内職員を対象に、本
格運用を開始。引き続き、機構事業実施者
を対象に新システムの導入を予定してい
たが、機能強化の必要性から、一部機能
（情報共有機能）について、利用を開始。
本格導入の時期を 2020 年に延期し、シス
テム開発を継続中。 

・また、更なる業務の電子化推進の観点か
ら、機構内文書の電子決裁を行う新文書
管理システムを 2019 年４月から導入し、
本格運用を開始。 

【評価の根拠】 
・新プロジェクトマネジメントシステム
の開発、導入による更なる業務の電子
化を推進。 

 

 

 「独立行政法人等の業務・
システム最適化実現方策（平
成１７年６月２９日各府省
情報化統括責任者（ＣＩＯ）
連絡会議決定）に基づきＮＥ
ＤＯが作成した業務・システ
ム最適化計画を実施するも
のとする。 

「独立行政法人等の業務・
システム最適化実現方策」に
基づき策定した「ＮＥＤＯ 
ＰＣ－ＬＡＮシステムの最
適化計画」を踏まえ、効率的
な情報システムの構築に努
めるとともに、ＰＤＣＡサイ
クルに基づき継続的に実施
する。 

 「独立行政法人等の業務・
システム最適化実現方策」に
基づき策定した「ＮＥＤＯ 
ＰＣ－ＬＡＮシステムの最
適化計画」を踏まえ、情報セ
キュリティの強化及び職員
の利便性向上に主眼をおい
て、継続的に改善を行いなが
ら情報基盤サービスの安定
的なサービス提供を実施す
る。 
また、次期情報基盤のサー

ビス提供業者の調達を行い、
令和２年１１月の運用開始
に向けシステム構築作業に
着手する。 

 ・情報基盤サービスにおいては運用上の重
大障害やセキュリティ上の重大事故はな
く安定的にサービスが提供されている。
未知の不正プログラムによる被害の未然
防止や拡大防止を図るため、昨年度に国
内で導入したエンドポイントで異常を検
知する仕組みを、今年度は海外事務所に
展開し、情報セキュリティの強化を実施。 

・また、次期情報基盤サービス（2020 年 11
月運用開始）については、１月７日に開札
し、次期ベンダーと２月から要件定義作
業開始。 

―  

 

２．公正な業務執行とアカ
ウンタビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価
の徹底 
 全ての事業につき適正な
評価を行い、不断の業務改
善を行うこととする。ま

２．公正な業務執行とアカウ
ンタビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価の
徹底 
 全ての事業につき適正な
評価を行い、不断の業務改善
を行うこととする。また、評

２．公正な業務執行とアカウ
ンタビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価の
徹底 
 平成３１年度に評価を行
う全ての事業について、不断
の改善を行う。また、評価に

 ２．公正な業務執行とアカウンタビリティ
の向上 
（１）自己改革と外部評価の徹底 
・2019 年度に評価対象であった全ての事業
について、外部有識者を活用した最適な
構成により、必要性、効率性、有効性の観
点から評価を実施。 

―  
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た、評価に当たってはＮＥ
ＤＯ外部の専門家・有識者
を活用するなど適切な体制
を構築するものとする。そ
の際、必要性、効率性、有
効性の観点にも留意しなが
ら適切に評価し、その後の
事業改善へ向けてのフィー
ドバックを適正に行うもの
とする。また、ＰＤＣＡサ
イクルにより、マネジメン
ト・サイクル全体の評価が
可能となるような仕組みを
深化させ、「成果重視」の視
点を貫くものとする。 

価に当たっては機構外部の
専門家・有識者を活用するな
ど適切な体制を構築するこ
ととする。その際、必要性、
効率性、有効性の観点にも留
意しながら評価し、その後の
事業改善へ向けてのフィー
ドバックを行うこととする。 

当たっては産業界、学術界等
の専門家・有識者を活用する
など適切な体制を構築する。 
評価は、必要性、効率性、

有効性の観点にも留意しな
がら評価し、その後の事業改
善へ向けてのフィードバッ
クを行う。 

・中間評価結果をその後の事業運営に反映
させ、事後評価結果は以後の機構のマネ
ジメントの改善に活用。 

 

（２）適切な調達の実施 
 ｢独立行政法人における調
達等合理化の取組の推進に
ついて｣（平成 27 年 5 月 25 
日総務大臣決定）に基づく取
組を着実に実施し、引き続
き、外部有識者等からなる契
約監視委員会を開催するこ
とにより契約状況の点検を
徹底するとともに、2 か年以
上連続して一者応札となっ
た全ての案件を対象とした
改善の取組を実施するなど、
契約の公正性、透明性の確保
等を推進し、業務運営の効率
化を図るものとする。 

（２）適切な調達の実施 
 ｢独立行政法人における調
達等合理化の取組の推進に
ついて｣（平成２７年５月２
５日総務大臣決定）に基づき
策定された「調達等合理化計
画」に基づく取組を着実に実
施するとともに、引き続き、
外部有識者等から構成する
契約監視委員会による契約
状況の点検・見直しを行い、
競争性のない随意契約や一
者応札・応募となった契約を
対象とした改善の取組を実
施するなど、契約の公正性、
透明性の確保等を推進する。 

（２）適切な調達の実施 
 「調達等合理化計画」に
基づく取組として、特に一
者応札・応募については、
これまで取り組んできた仕
様書の具体性の確保、参加
要件の緩和、公告期間の見
直し、情報提供の充実等を
通じて、引き続き競争性の
確保に努める。また、契約
監視委員会による契約の点
検・見直しの結果を踏ま
え、過年度に締結した競争
性のない随意契約のうち、
可能なものについては競争
性のある契約に移行させる
など、契約の公正性、透明
性の確保に取り組む。 

 （２）適切な調達の実施 
・「調達等合理化計画」に基づく取組として、
これまで競争参加者拡大のため取り組ん
できた入札予定の事前公表、メール配信
サービスの登録の推奨、研究開発事業等
の委託事業の公募において一者応募だっ
た場合の公募期間の延長、仕様書の具体
性の確保等を通じて、引き続き競争性の
確保に努めた。 

・また、契約監視委員会を開催し、契約の点
検・見直しを行った結果、競争性のない随
意契約の必要性や一者応札・応募の改善
に向けた取組の妥当性について、同委員
会において了承を得たところであるが、
引き続き、公募期間の延長や仕様書の見
直し等に取り組み、一般競争入札による
契約を原則として、競争性の確保に努め
た。 

―  

 

   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成３０年度評価における指摘事項 令和２年度計画等への反映状況 

 
○契約監視委員会について、ＮＥＤＯは技術
研究、技術開発を実施していることから、随
意契約がいけないという観点だけで点検す
るのではないことに留意が必要である。ま
た、「監視」だけではなくて、アドバイスも
得られるような形で運用していくことが望
ましい。 

（2019 年度における取組・令和２年度（2020 年度）計画等へ
の反映） 
○特定分野における専門的かつ先端的な技術開発事業を実施
しているが故に随意契約になっていることなどについて、委
員の理解が得られるよう、丁寧に説明を実施している。また、
委員会の議論において、委員からそれぞれの知見により参考
となる意見も頂いているところであり、今後も「監視」に偏
ることのないよう、委員会を運営する。 
 

 

 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

０３７１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０３７９国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

期末における運営費

交付金債務残高 

― ― 307 億円 491 億円     

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 

○以下の内容のとおり、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己

評価をＢとした。 

評定  

 

２．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化
に努めるとともに、資金回
収の徹底を図り、繰越欠損
金を減少させる。具体的に
は、技術開発委託先等の技
術開発成果の事業化や売上
等の状況把握を行い、収益・
売上納付の回収を引き続き
進めるものとする。 
 基盤技術研究促進勘定に
おいて、償還期限を迎えた
保有有価証券に係る政府出
資金については、順次、国
庫納付を行うこととする。 

５．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化に
努めるとともに、資金回収の
徹底を図り、繰越欠損金を減
少させる。 
具体的には、技術開発委託先
等の技術開発成果の事業化
や売上等の状況把握につい
て、報告徴収のみならず、技
術開発委託先への現地調査
を行うなど、委託契約に従っ
た売上等の納付を慫慂し、収
益・売上納付の回収を引き続
き進めるものとする。 
 基盤技術研究促進勘定に
おいて、償還期限を迎えた保
有有価証券に係る政府出資
金については、順次、国庫納
付を行うこととする。 

４．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業につ
いては、管理費の低減化に努
めるとともに、資金回収の徹
底を図り、繰越欠損金を減少
させる。 
具体的には、技術開発委託

先等の技術開発成果の事業化
や売上等の状況把握につい
て、報告徴収のみならず、技
術開発委託先への現地調査を
行うなど、委託契約に従った
売上等の納付を慫慂し、収益・
売上納付の回収を引き続き進
めるものとする。 
基盤技術研究促進勘定にお

いて、償還期限を迎えた保有
有価証券に係る政府出資金に
ついては、順次、国庫納付を
行うこととする。 

 ４．繰越欠損金の減少 
・基盤技術研究促進事業については、研究
開発成果の事業化や売上等の状況につい
て 42件の報告書を徴収した他、研究委託
先等への現地調査を 12回実施し、売上等
の納付を慫慂。その結果、８件の収益実
績を確認し、12百万円の収益納付があっ
た。また、本事業におけるこれまでの収
益納付の累計額は約 193 百万円となって
いる。 

・基盤技術研究促進勘定において、2019 年
度に償還期限を迎えた保有有価証券に係
る政府出資金については、2020 年４月に
国庫納付済。 

【外部有識者（業績点検委員）の主な意
見】 
・財務内容の改善目標については、繰越
欠損金に関しては、売上等の状況調査
や現地調査を行い、計画通り着実に回
収・納付を促している。 
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３．自己収入の増加へ向け
た取組 
 独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用 
し、国以外から自主的かつ
柔軟に自己収入を確保して
いくことが重要である。 
 このため、補助金適正化
法における研究設備の使用
の弾力化、成果把握の促進
による収益納付制度の活用
など、自己収入の増加に向
けた検討を行うとともに、
自己収入の獲得に引き続き
努めるものとする。 

６．自己収入の増加へ向けた
取組 
 独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用し、国以外から自主的かつ
柔軟に自己収入を確保して
いくことが重要である。この
ため、補助金適正化法におけ
る研究設備の使用の弾力化、
成果把握の促進による収益
納付制度の活用など、自己収
入の増加に向けた検討を行
うとともに、自己収入の獲得
に引き続き努めるものとす
る。 

５．自己収入の増加へ向けた
取組 
 独立行政法人化することに
よって可能となった事業遂行
の自由度を最大限に活用し、
国以外から自主的かつ柔軟に
自己収入を確保していくこと
が重要である。このため、補
助金適正化法における研究設
備の使用の弾力化、成果把握
の促進による収益納付制度の
活用など、自己収入の増加に
向けた検討を行うとともに、
自己収入の獲得に引き続き努
めるものとする。 

 ５．自己収入の増加へ向けた取組 
・研究開発資産の売却等により、引き続き
自己収入の獲得に努めた。 

―  

 

４．運営費交付金の適切な
執行に向けた取組 
 各年度において適切な予
算執行を行うことにより、
運営費交付金債務の不要な
発生を抑制する。 

７．運営費交付金の適切な執
行に向けた取組 
 各年度において適切な予
算執行を行うことにより、運
営費交付金債務の不要な発
生を抑制する。 

６．運営費交付金の適切な執
行に向けた取組 
 年度末における契約済又は
交付決定済でない運営費交付
金債務を抑制するために、事
業の進捗状況の把握等を中心
とした予算の執行管理を行
い、国内外の状況を踏まえつ
つ、事業の推進方策を検討し、
費用化を促進する。 

 ６．運営費交付金の適切な執行に向けた取
組 
・年度末における契約済又は交付決定済で
ない運営費交付金債務を抑制するため
に、事業の進捗状況の把握等を中心とし
た予算の執行管理を実施。2019 年度末の
運営費交付金債務は 491 億円。 

【外部有識者（業績点検委員）の主な意
見】 
・運営費交付金の適切な執行等着実に実
施している。 

 
【評価の根拠】 
・適切な予算の執行管理を実施 

 

 

― ８．短期借入金の限度額 
 運営費交付金の受入の遅
延、補助金、受託業務に係る
経費の暫時立替えその他予
測し難い事故の発生等によ
り生じた資金不足に対応す
るための短期借入金の限度
額は、４００億円とする。 

７．短期借入金の限度額 
 運営費交付金の受入の遅
延、補助金、受託業務に係る
経費の暫時立替えその他予測
し難い事故の発生等により生
じた資金不足に対応するため
の短期借入金の限度額は、４
００億円とする。 

 ７．短期借入金の限度額 
（実績無し） 

―  

 

― ９．剰余金の使途 
各勘定に剰余金が発生し

たときには、後年度負担に配
慮しつつ、各々の勘定の負担
に帰属すべき次の使途に充
当できる。 
・技術開発業務の促進 
・広報並びに成果発表及び
成果展示等 

・職員教育、福利厚生の充
実と施設等の補修、整備 

・事務手続きの一層の簡素
化、迅速化及び委託・助
成先の事業管理に必要
なデータベースの充実
等を図るための電子化
の推進 

・債務保証に係る求償権回
収及び事業実施により
発生した債権回収等業

８．剰余金の使途 
 各勘定に剰余金が発生した
ときには、後年度負担に配慮
しつつ、各々の勘定の負担に
帰属すべき次の使途に充当で
きる。 

・ 技術開発業務の促進 
・ 広報並びに成果発表及

び成果展示等 
・ 職員教育、福利厚生の

充実と施設等の補修、
整備 

・ 事務手続きの一層の簡
素化、迅速化及び委託・
助成先の事業管理に必
要なデータベースの充
実等を図るための電子
化の推進 

・ 債務保証に係る求償権
回収及び事業実施によ

 ８．剰余金の使途 
・機構の主たる業務である研究開発関連業
務は、運営費交付金等を財源として着実
に実施しており、第４期中長期目標期間
の最終年度に達するまでの間は、費用相
当額を収益化することから、利益剰余金
が発生することはない。 

・2019 年度末の利益剰余金は、３勘定（一
般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給
勘定）で主に研究開発資産売却収入等で
25 億円を計上。 

・なお、これらの利益は、総務省の示す認
定基準に合致しないことから、目的積立
金の申請はしていない。 

 

―  
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務に係る経費 り発生した債権回収等
業務に係る経費務に係
る経費 

 

５．債務保証経過業務 
 新エネルギーの導入に係
る債務保証業務について
は、平成２２年度に新規引
受を停止しているが、債務
保証先の適切な管理に加え
て、既に発生した求償権に
ついては、回収の最大化に
努め、本中長期目標期間中
に業務を終了し、国から受
けた出資金の残額を確定さ
せたうえで国庫返納を完了
することを目指す。 

１０．債務保証経過業務 
 新エネルギーの導入に係
る債務保証業務については、
保証継続案件及び求償権を
有している案件について、債
務保証先を適切に管理する
とともに求償権の回収の最
大化に努め、業務の終了を目
指す。また、これを踏まえ、
国から受けた出資金の残額
を確定させたうえで国庫返
納を完了することを目指す。 

９．債務保証経過業務 
 新エネルギー債務保証業務
については、平成２２年度に
新規引受を停止しているが、
債務保証先等を適正に管理
し、代位弁済の発生可能性を
低減させるとともに、財務状
況が改善された保証先につい
ては繰上弁済を求める。 

 ９．債務保証経過業務 
・新エネルギー債務保証業務については、
債務保証中の３社について事業の実施状
況の確認及び財務状況の把握に努め、適
正に管理。このうち１社は３月末に完済。
（2020年３月末保証残額２社6.5億円）。 

 
【評価の根拠】 
・１事業者が完済。新規の代位弁済も発
生せず、完済した事業者も含め機構と
して適正に管理してきていると言え
る。 

 債務保証中の２社について引き続き、
事業の実施状況の確認及び財務状況の
把握に努め、適正に管理していく。 

 

 

― １１．その他主務省令で定め
る事項等 
（１）施設及び設備に関する
計画（記載事項なし） 

１０．その他主務省令で定め
る事項等 
（１）施設及び設備に関する
計画（記載事項なし） 

 １０．その他主務省令で定める事項等 
（１）施設及び設備に関する計画 
（該当無し） 

―  

 

― （２）人事に関する計画 
（ア）方針 
 技術開発マネジメントの
質的向上、知識の蓄積、継承
等の観点から職員の更なる
能力向上に努めるとともに、
組織としての柔軟性の確保、
多様性の向上等の観点から、
産学官から有能な外部人材
を積極的に登用し、一体的に
運用する。 
 
（イ）人員に係る指標 
 技術開発マネジメント業
務については、業務のマニュ
アル化の推進等を通じ、定型
化可能な業務は極力定型化
し、可能な限りアウトソーシ
ング等を活用することによ
り、職員をより高次の判断を
要するマネジメント業務等
に集中させるとともに、人件
費の抑制を図る。 
 
（参考１）常勤職員数 
・期初の常勤職員数       
１０００人  

 
・期末の常勤職員数の見
積もり： 
総人件費については、
政府の方針に従い、必
要な措置を講じる。 

 
（参考２）中長期目標期間
中の人件費総額 

 第４期中長期目標期間中
の人件費総額見込み 
３５，０６２百万円 

（２）人事に関する計画 
（ア）方針 
技術開発マネジメントの質

的向上、知識の蓄積、継承等
の観点から職員の更なる能力
向上に努めるとともに、組織
としての柔軟性の確保、多様
性の向上等の観点から、産学
官から有能な外部人材を積極
的に登用し、一体的に運用す
る。 
 

（イ）人員に係る指標 
技術開発マネジメント業務

については、業務のマニュア
ル化の推進等を通じ、定型化
可能な業務は極力定型化し、
可能な限りアウトソーシング
等を活用することにより、職
員をより高次の判断を要する
マネジメント業務等に集中さ
せるとともに、人件費の抑制
を図る。 

 （２）人事に関する計画 
（ア） 
・機構内職員の技術経営力の強化を図るた
め「出口戦略強化セミナー」（３講座）及
びプロジェクトマネジメント力強化のた
めの「プロジェクトマネージャー育成講
座」（10 講座）を実施。 

・外部人材の登用に関しては、プロジェク
ト管理等を担う実務経験を有する外部人
材を 21 名中途採用。 

 
（イ） 
・技術開発マネジメント業務については契
約業務のマニュアル化の推進等を行い、
出張・外勤管理支援業務ついてはアウト
ソーシング等を活用することにより、職
員をより高次の判断を要するマネジメン
ト業務等に集中させるとともに、人件費
の抑制を図った。 

―  
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 ただし、上記の額は、
役員報酬並びに職員基本
給、職員諸手当、超過勤
務手当に相当する範囲の
費用である。 

 

― （３）中長期目標の期間を超
える債務負担 
 中長期目標の期間を超え
る債務負担については、業務
委託契約等において当該事
業のプロジェクト基本計画
が中長期目標期間を超える
場合で、当該債務負担行為の
必要性、適切性を勘案し合理
的と判断されるものについ
て予定している。 

（３）中長期目標の期間を超
える債務負担 
 中長期目標の期間を超える
債務負担については、業務委
託契約等において当該事業の
プロジェクト基本計画が中長
期目標期間を超える場合で、
当該債務負担行為の必要性、
適切性を勘案し合理的と判断
されるものについて予定して
いる。 

 （３）中長期目標の期間を超える債務負担 
（実績無し） 

―  

 

― （４）国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発
機構法第１９条第１項に規
定する積立金の使途 
 前中長期目標期間以前に
自己収入財源で取得し、第４
期中長期目標期間へ繰り越
した有形固定資産の減価償
却に要する費用等に充当す
る。 

（４）国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発
機構法第１９条第１項に規定
する積立金の使途 
 前中長期目標期間以前に自
己収入財源で取得し、第４期
中長期目標期間へ繰り越した
有形固定資産の減価償却に要
する費用等に充当する。 

 （４）国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構法第 19 条第１項に規
定する積立金の使途 
・第３期中長期目標期間からの繰越積立金
1,318 百万円のうち 559 百万円を有形固
定資産の減価償却に要する費用等に充当
した。 

―  

 

   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成３０年度評価における指摘事項 令和２年度計画等への反映状況 

 
― 

（2019 年度における取組・令和２年度（2020 年度）計画等へ
の反映） 
― 

 

 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

  



79 

 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

０３７１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０３７９国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

新規研修コース設置

数 

５コース以上 

(５年累積) 

― １コース ２コース     

外部の技術開発現場

等への派遣数 

１名以上 

(毎年度) 

― 17 名 20 名     

博士号、修士号等の

取得数 

５名以上 

(５年累積) 

― ０名 

（在学中２名） 

１名 

（在学中１名） 

    

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 

○以下の内容のとおり、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己

評価をＢとした。 

評定  

 

１．積極的な広報の推進 
 産業界を含め、国民全般に
対し、ＮＥＤＯの取組や、そ
れにより得られた具体的な
技術開発成果の情報発信を
図り、また、ＮＥＤＯがこれ
まで実施してきた技術開発
マネジメントに係る成功事
例を積極的にＰＲするなど、
国内外に向けた幅広いソリ
ューションの提供を行うも
のとする。 

１．積極的な広報の推進 
 産業界を含め、国民全般に
対し、機構の取り組む事業や
それにより得られた技術開
発成果の情報発信を図ると
ともに、これまで実施してき
た技術開発マネジメントに
係る成功事例を積極的にＰ
Ｒするなど、国内外に向けた
幅広いソリューションの提
供を行うこととする。 

１．積極的な広報の推進 
 産業界を含め、国民全般に
対し、機構の取組や、それに
より得られた具体的な技術
開発成果の情報発信を図る
べく、ニュースリリース・広
報誌・パンフレットの制作
や、展示会・セミナーの出展・
開催等を行う。また、機構が
これまで実施してきた技術
開発マネジメントに係る成
功事例を積極的にＰＲする
べく「実用化ドキュメント」
の制作等を行う。 
その際、必要に応じ、外国語
版の媒体を製作することに
より、世界への情報発信も行
うものとする。 
また、更なる広報活動強化

を目指し、外部の専門人材を

 １．積極的な広報の推進 
・産業界を含め、国民全般に対し、機構の
取組や、それにより得られた具体的な技
術開発成果の情報発信を図るべく、ニュ
ースリリースを 174 件、ホームページで
の機構の取組紹介ページ「最近の動き」
を 106 件、記者会見（現地見学会を含む）
を 24件実施、広報誌を９冊発行、展示会
19 件に出展、成果報告会・セミナー・シ
ンポジウムを 47 件開催。世界に向けた
情報発信として、ニュースリリース 15
件、広報誌８冊、ホームページでの機構
の取組紹介ページ「最近の動き」を 95件、
英訳して発信。 

・ＮＥＤＯプロジェクトの成功事例を紹介
するＷｅｂコンテンツ「ＮＥＤＯ実用化
ドキュメント」に７事例を新規掲載する
とともに、新たに７事例を選定し、コン
テンツ作成。さらに、新規掲載７事例の

 
【評価の根拠】 
・Ｇ２０等情勢に合わせた広報活動を積
極的に展開。 

・イノベーションのスピーディな社会実
装手段の一つとして、ニュースリリー
ス 174 件、記者会見・現場見学会 24 回
等の報道発表を実施。その結果、新聞記
事 1,535 件以上、テレビ放映 23 件以上
の露出により、成果普及・標準化活動支
援、地元地域での理解促進、新技術への
期待創出など、事業推進に貢献する報
道結果が得られた。 
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活用し、これまで以上に広報
活動を推進できる体制を整
備する。 

要約及び過去事例の主題を掲載した冊
子版（日英）を作成。 

 

２．法令遵守等内部統制の充
実及びコンプライアンスの
推進 
 内部統制については、「独
立行政法人の業務の適正を
確保するための体制等の整
備」（平成 26年 11 月 28 日総
務省行政管理局長通知）を踏
まえ、内部統制の推進に関す
る規程を整備し、当該規程に
基づきＮＥＤＯ自身が作成・
公表している「内部統制の推
進に関する基本方針」・「行動
計画」を定めるとともに、内
部統制・リスク管理推進委員
会を設置し、役職員の職務の
執行が法令・規定等に適合す
ることを確保するための体
制、役職員の職務の執行に係
る情報の保存及び管理に関
する体制の確保、業務の適正
を確保される体制等につい
て、引き続き、着実に実行す
るものとする。また、内部統
制の仕組みが有効に機能し
ているかの点検・検証を踏ま
え、当該仕組みが有効に機能
するよう、更なる充実・強化
を図るものとする 
 なお、法令遵守や法人倫理
確立等コンプライアンスの
取組については、今後更なる
徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、ＮＥＤ
Ｏが果たすべき責任・機能と
の関係でプライオリティを
つけながら、事業部との連携
強化等の内部統制機能の強
化を図るとともに、講じた措
置については全て公表する
ものとする。特に、コンプラ
イアンス体制については、必
要な組織体制・規程の整備に
より、ＰＤＣＡサイクル確立
の観点から体系的に強化す
るものとする。 

２．法令遵守等内部統制の充
実及びコンプライアンスの
推進 
 内部統制については、「独
立行政法人の業務の適正を
確保するための体制等の整
備」（平成２６年１１月２８
日総務省行政管理局長通知）
を踏まえ、内部統制の推進に
関する規程を整備し、当該規
程に基づき機構自身が作成・
公表している「内部統制の推
進に関する基本方針」・「行動
計画」を定めるとともに、内
部統制・リスク管理推進委員
会を設置し、役職員の職務の
執行が法令・規定等に適合す
ることを確保するための体
制、役職員の職務の執行に係
る情報の保存及び管理に関
する体制の確保、業務の適正
を確保される体制等につい
て、引き続き、着実に実行す
るものとする。また、内部統
制の仕組みが有効に機能し
ているかの点検・検証を踏ま
え、当該仕組みが有効に機能
するよう、更なる充実・強化
を図るものとする。 
 なお、法令遵守や法人倫理
確立等コンプライアンスの
取組については、今後更なる
徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構が
果たすべき責任・機能との関
係でプライオリティをつけ
ながら、事業部との連携強化
等の内部統制機能の強化を
図るとともに、講じた措置に
ついては全て公表するもの
とする。特に、コンプライア
ンス体制については、必要な
組織体制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイクル確立の
観点から体系的に強化する
ものとする。 

２．法令遵守等内部統制の充
実及びコンプライアンスの
推進 
 内部統制については、「独
立行政法人の業務の適正を
確保するための体制等の整
備」（平成２６年１１月２８
日総務省行政管理局長通知）
を踏まえ、内部統制の推進に
関する規程を整備し、当該規
程に基づき機構自身が作成・
公表している「内部統制の推
進に関する基本方針」・「行動
計画」を定めるとともに、内
部統制・リスク管理推進委員
会を設置し、役職員の職務の
執行が法令・規定等に適合す
ることを確保するための体
制、役職員の職務の執行に係
る情報の保存及び管理に関
する体制の確保、業務の適正
を確保される体制等につい
て、引き続き、着実に実行す
るものとする。また、内部統
制の仕組みが有効に機能し
ているかの点検・検証を踏ま
え、当該仕組みが有効に機能
するよう、更なる充実・強化
を図るものとする。 
なお、法令遵守や法人倫理

確立等コンプライアンスの
取組については、今後更なる
徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構が
果たすべき責任・機能との関
係でプライオリティをつけ
ながら、事業部との連携強化
等の内部統制機能の強化を
図るとともに、講じた措置に
ついては全て公表するもの
とする。特に、コンプライア
ンス体制については、必要な
組織体制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイクル確立の
観点から体系的に強化する
ものとする。 

 ２．法令遵守等内部統制の充実及びコンプ
ライアンスの推進 
・内部統制については、整備された規程に
基づき、内部統制・リスク管理推進委員
会を開催し、内部統制の仕組みが有効に
機能しているか点検・検証するととも
に、すでに策定されている「内部統制・
リスク管理の推進に関する基本方針」に
沿って今年度の「行動計画」を策定しこ
れを実行することにより、更なる強化を
図った。 

・法令遵守や法人倫理確立等コンプライア
ンスの取組については、内部統制機能の
強化を図るべく、機構が果たすべき責
任・機能を徹底することを目的として、
毎月、機構職員を講師とするコンプライ
アンス基礎研修を実施し、さらに役職員
のコンプライアンス意識向上のため、外
部講師によるコンプライアンス研修を
実施した。また、営業秘密官民フォーラ
ムが配信しているメールマガジン「営業
秘密のツボ」及び外部ツールを利用した
「コンプライアンスメールマガジン」を
イントラネットを利用して機構内全役
職員に対して発信した。 

―  

 

 さらに、監査については、
独立行政法人制度に基づく
外部監査の実施に加え、内部
業務監査や会計監査を、毎年
度必ず実施するものとする。 

 監査については、独立行政
法人制度に基づく外部監査
の実施に加え、内部において
業務監査や会計監査を毎年
度必ず実施する。その際に
は、監査組織は、単なる問題
点の指摘にとどまることな
く、可能な限り具体的かつ建
設的な改善提案を含む監査
報告を作成する。 

 監査については、独立行政
法人制度に基づく外部監査
の実施に加え、内部において
業務監査や会計監査を実施
する。その際には、単なる問
題点の指摘にとどまること
なく、可能な限り具体的かつ
建設的な改善提案を含む監
査報告を作成する。 

 ・内部監査規程に基づき、内部監査計画及
び内部監査実施計画を作成し、監査を実
施した。 

・監査については、業務の適正かつ効率的
な運営及び業務改善の観点から重点項
目を定め実施するとともに、過去に実施
した監査のフォローアップ等について
も業務監査・会計監査を適切に実施し
た。 

・監査報告書には、問題点及び課題を提示
し、具体的な改善提案を記載した。 

―  
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３．不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中
に発生した研究費不正使用
事案を踏まえ、 
① 外注費が一定割合・一定

金額以上の事業であって、
外注先が研究助成先と関
係が深い会社である場合
などには、検査時に外注先
への調査を実施する、 

② 確定検査又は中間検査に
は、必要に応じて、当該事
業に関連する専門家を参
加させる、 

③ 平成 26 年度以降実施す
ることとしている「抜き打
ち検査」の頻度を高める、 

などの再発防止策を策定す
るものとする。 
 ＮＥＤＯの活動全体の信
頼性確保に向け、これら再発
防止策を含む取組を徹底し
て実行し、外部からの通報へ
の的確な対応を含め、ＮＥＤ
Ｏ自身が研究費不正使用事
案を発見するよう努めるも
のとする。 
 また、それでも発生する研
究費不正使用事案について
は、不正行為の態様に応じて
厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な
再発防止策を改めて講じて
いくものとする。 

３.不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中
に発生した研究費不正使用
事案を踏まえ、 
①外注費が一定割合・一定金
額以上の事業であって、外
注先が研究助成先と関係
が深い会社である場合な
どには、検査時に外注先へ
の調査を実施する、 

②確定検査又は中間検査に
は、必要に応じて、当該事
業に関連する専門家を参
加させる、 

③平成２６年度以降実施す
ることとしている「抜き打
ち検査」の頻度を高める、 

などの再発防止策を策定す
るものとする。 
 機構の活動全体の信頼性
確保に向け、これら再発防止
策を含む取組を徹底して実
行し、外部からの通報への的
確な対応を含め、機構自身が
研究費不正使用事案を発見
するよう努めるものとする。 
 また、それでも発生する研
究費不正使用事案について
は、不正行為の態様に応じて
厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な
再発防止策を改めて講じて
いくものとする。 

３.不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中
に発生した研究費不正使用
事案を踏まえ、 
①外注費が一定割合・一定金

額以上の事業であって、外
注先が研究助成先と関係
が深い会社である場合な
どには、検査時に外注先へ
の調査を実施する、 

②確定検査又は中間検査に
は、必要に応じて、当該事
業に関連する専門家を参
加させる、 

③平成２６年度以降実施す
ることとしている「抜き打
ち検査」の頻度を高める、
などの再発防止策を策定、
実行していく。 

機構の活動全体の信頼性確
保に向け、新たに「リスク管
理統括部」を設置し、外部か
らの通報への的確な対応を
含め、機構自身が研究費不正
使用事案を発見するよう努
めるものとする。 
また、それでも発生する研

究費不正使用事案について
は、不正行為の態様に応じて
厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な
再発防止策を改めて講じて
いくものとする。 

 ３.不正事案への対処 
・第３期中長期目標期間中に発生した研究
費不正使用事案を踏まえ策定を進めて
いる再発防止策を実施。具体的には、事
業実施者からの発注先情報を記載する
よう様式を変更するなど関係マニュア
ルの一部改正を行うとともに、臨時検査
（抜き打ち検査）の頻度を高める取組や
外注費が一定以上の事業実施者に対す
る調査、外部専門家の検査への同行など
を実施している。なお、関係マニュアル
の改正については、事業実施者に対し公
募要領への反映や、事業者説明会などの
場を通じて周知徹底を図っている。 

・また、2020 年４月に設置したリスク管理
統括部を中心に、事業実施者に対する各
種説明会、機構内説明会で不正・不適切
行為に対する措置についての研修を開
催するとともに、不正行為を発見した場
合は、事業実施者に対して十分な調査を
行った上で、事案の内容に応じた事業実
施者の処分及び処分内容の公表を検討
するなど適切に対応している。 

 
【外部有識者（業績点検委員）の主な意
見】 
・再発防止の取組が着実に進んでいる。問
題の本質は職員一人一人の姿勢。 

・機構全体の信頼を損ねたという記憶は
年々薄れていくが、この教訓を風化さ
せないための努力を形としていくべ
き。 

 
【評価の根拠】 
・事業実施者に対する検査に係る説明会
について、18 回開催するとともに、採
択決定時には事業実施者に対して事務
取扱説明会や経理指導、代表者面談の
実施を徹底し、公的研究費の適正な執
行確保を着実に実施。 

・研究費の不正使用事案を踏まえ、再発防
止策を検討し、一部試行運用を実施し
たほか、2019 年度から機構内の組織体
制を強化するなど、再発防止に向けた
取組を着実に実施。 

 

 

４．情報セキュリティ対策等
の徹底 
 独立行政法人における情
報セキュリティ対策の推進
について（平成 26 年 6 月情
報セキュリティ対策推進会
議）を踏まえ、情報システム、
重要情報への不正アクセス
に対する十分な強度を確保
するとともに、震災等の災害
時への対策を確実に行うこ
とにより、業務の安全性、信
頼性を確保するものとする。 
 また、一部の部署において
平成２８年度から順次取得
を開始した情報セキュリテ
ィマネジメントシステム（Ｉ
ＳＭＳ）の国際認証であるＩ
ＳＯ／ＩＥＣ２７００１の
全部署への適用を第４期中
長期目標期間中のなるべく
早い段階で実施し、情報セキ
ュリティ対策の一層の強化
を図るものとする。 

４．情報セキュリティ対策等
の徹底 
 情報システム、重要情報へ
の不正アクセスに対する十
分な強度を確保するととも
に震災等の災害時への対策
を行い、業務の安全性、信頼
性を確保する。 
 また、一部の部署において
平成２８年度から順次取得
を開始した情報セキュリテ
ィマネジメントシステム（Ｉ
ＳＭＳ）の国際認証であるＩ
ＳＯ／ＩＥＣ２７００１の
全部署への適用を第４期中
長期計画期間中のなるべく
早い段階で実施し、情報セキ
ュリティ対策の一層の強化
を図る。 

４．情報セキュリティ対策等
の徹底 
 情報システム、重要情報へ
の不正アクセスに対する十
分な強度を確保するととも
に震災等の災害時への対策
を行い、業務の安全性、信頼
性を確保する。 
また、平成３０年度に全部

署が取得した情報セキュリ
ティマネジメントシステム
の国際規格であるＩＳＯ／
ＩＥＣ２７００１の認証に
ついて有効期限の更新を進
め、セキュリティマネジメン
トの定着を図る。 

 ４．情報セキュリティ対策等の徹底 
・2015 年 11 月から提供を開始した情報基
盤サービスでは、振る舞い検知や常駐者
による監視等により出口対策を強化す
るとともに、データのバックアップを新
たにオンラインで取得し遠隔地に蓄積
するなど、災害時への対策にも配慮して
いる。さらに、標的型攻撃への対応や、
ＭＤＭ（モバイルデバイスマネジメン
ト）の導入等、情報セキュリティ対策を
一層強化すべく取組を推進。 

・また、情報セキュリティマネジメントシ
ステムの国際規格であるＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ27001 の更新審査にて、2022 年 12 月
までの有効期限延長の認定を受けた。 

 
【外部有識者（業績点検委員）の主な意
見】 
・情報セキュリティマネジメントシステ
ムの対応に着実に推進している。更な
る精度を期待。【今後の期待】 

 
【評価の根拠】 
・中長期計画に掲げられた全部署認証取
得（国内）は 2018 年度に達成し、2019
年度は引き続き全部署を対象として、
2022年12月までの有効期限更新を果た
した。 
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５．情報公開・個人情報保護
の推進 
 適正な業務運営及び国民
からの信頼を確保するため、
適切かつ積極的に情報の公
開を行うとともに、個人情報
の適切な保護を図る取組を
推進するものとする。具体的
には、「独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する
法律」（平成 13 年 12 月 5 日
法律第 140 号）及び「独立行
政法人等の保有する個人情
報の保護に関する法律」（平
成 15 年 5 月 30 日法律第 59
号）に基づき、適切に対応す
るとともに、職員への周知徹
底を行うものとする。 

５．情報公開・個人情報保護
の推進 
 適正な業務運営及び国民
からの信頼を確保するため、
適切かつ積極的に情報の公
開を行うとともに、個人情報
の適切な保護を図る取組を
推進するものとする。具体的
には、「独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する
法律」（平成１３年１２月５
日法律第１４０号）及び「独
立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律」
（平成１５年５月３０日法
律第５９号）に基づき、適切
に対応するとともに、職員へ
の周知徹底を行うものとす
る。 

５．情報公開・個人情報保護
の推進 
 適正な業務運営及び国民
からの信頼を確保するため、
適切かつ積極的に情報の公
開を行うとともに、個人情報
の適切な保護を図る取組を
推進するものとする。具体的
には、「独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する
法律」（平成１３年１２月５
日法律第１４０号）及び「独
立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律」
（平成１５年５月３０日法
律第５９号）に基づき、適切
に対応するとともに、職員へ
の周知徹底を行うものとす
る。 

 ５．情報公開・個人情報保護の推進 
・「独立行政法人等の保有する情報の公開
に関する法律」（平成 13 年 12 月５日法
律第 140 号）及び「独立行政法人等の保
有する個人情報の保護に関する法律」
（平成 15 年５月 30 日法律第 59 号）に
基づき適切に対応するとともに、毎月、
機構職員を講師とする情報公開・個人情
報保護研修を実施。さらに、役職員の意
識向上のため、外部講師による研修を実
施。 

―  

 

６．職員の能力向上と長期的
なキャリア開発 
 職員の意欲向上と能力開
発として、個人評価において
は、適切な目標を設定し、そ
の達成状況を多面的かつ客
観的に適切にレビューする
ことにより、評価結果を賞与
や昇給・昇格に適切に反映さ
せるとともに、職員の勤労意
欲の向上を図るものとする。 

６．職員の能力向上と長期的
なキャリア開発 
 個人評価においては、適切
な目標を設定し、その達成状
況を多面的かつ客観的に適
切にレビューすることによ
り評価する。また、個人評価
の運用に当たっては、適切な
タイミングで職員への説明
や研修等を行うことにより、
職員に対する人事評価制度
の理解度の調査を行い、円滑
な運用を目指す。さらに、評
価結果の賞与や昇給、昇格へ
の適切な反映を行うことに
より、職員の勤労意欲の向上
を図る。 
限られた時間で成果を挙

げる生産性の高い働き方に
変えていくため、価値観・意
識の改革、職場における仕事
改革、働く時間と場所の柔軟
化を進め、働き方改革に取り
組んでいく。 

６．職員の能力向上と長期的
なキャリア開発 
 職員の意欲向上と能力開
発に関し、平成３１年度は以
下の対応を行う。 
・人事評価制度の定着と円
滑な運用を図る。 

・人事評価制度に対する理
解度向上のための研修に
加え、管理職に対し、評価
者の視点の統一と部下の
管理・育成能力強化のた
め、評価者向け研修を実施
する。 

・「働き方改革」を積極的に
推進するため、平成３０年
度に導入したテレワーク
制度について平成３１年
度は実施者、非実施者双方
へのアンケート調査を行
い、さらに利用しやすい制
度へ向けて検討する。また
次世代育成支援対策推進
法に基づき策定した行動
計画に挙げた、育児支援制
度の積極的な情報発信や、
育児や介護をしながら就
業を継続し、活躍できるた
めの働き方や業務効率化
の研修等の取組を引き続
き実施する。 

 ６．職員の能力向上と長期的なキャリア開
発 
・新規入構者に対する評価制度の理解促進
を図るべく、研修を６回実施するととも
に、目標設定の際には「目標設定手引き」
等を周知することにより、人事評価制度
の定着と円滑な運用を実施。 

・また、人事評価制度における評価者の視
点の統一と部下の管理・育成能力強化の
ため、評価者向け研修を６回実施。 

・「働き方改革」を推進するため、テレワー
ク制度を導入して運用を行い、68 名が制
度を利用。また、プレミアムフライデー
の定着のため、事前周知とともに該当日
には一斉放送による呼びかけを実施。 

 
 
【評価の根拠】 
・職員による学術論文等の発表は、2019年
度は 28 件実施。 

・研究開発・イノベーションに関する産学
官の研究者が集う研究・イノベーショ
ン学会年次大会において、機構職員は
毎年実践的研究成果を報告しており、
2019 年度は３件の発表を実施。 

 

 

 また、職員の能力開発を図
るため、業務を行う上で必要
な知識の取得に向けた研修
の機会を設ける、 

 現行の研修について、効果
等を踏まえ必要に応じ見直
しを行い、業務を行う上で必
要な研修の充実を図るため、
第４期中長期目標期間中に
新規の研修コースを５コー
ス以上設置する。 

・現行の各階層別研修、技術
開発マネジメント能力の
向上に資する研修、専門知
識の向上に関する研修、語
学研修他、各種業務を行う
上で必要な研修を継続的
に実施するとともに新規
の研修コースを１コース
以上設置する。 

 ・固有職員に対し、各階層別研修を実施。 
・機構内職員の技術経営力の強化を図るた
め、「出口戦略強化セミナー」（３講座）
を実施。 

・職員に対し、文書管理、契約・検査、知
財管理、システム操作等、各種業務を行
う上で必要な研修を実施。 

・国際関連業務の円滑化を図るため、新卒
入構職員に対するビジネス基礎英語の
研修を実施。 

・今年度は新規で、職員の広報業務の能力
向上のため、広報部主催の「ニュースリ
リース執筆研修」「広報研修」を実施。ニ

【評価の根拠】 
・2019 年度は新たに東北大学、理化学研
究所、旭化成への派遣を新規に開始す
るなど、派遣先をさらに拡大。 
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ュースリリース執筆研修に関しては、９
回開催。 

 

技術開発マネジメントの専
門家を目指す職員に外部の
技術開発現場等の経験を積
ませる、他機関からの出向職
員受入による人材交流の促
進、 

 技術開発マネジメントの
専門家を目指す職員を外部
の技術開発現場等に毎年度
１名以上派遣し、その経験を
積ませるとともに、大学にお
ける技術経営学、工学等の博
士号、修士号等について、第
４期中長期目標期間中に５
名以上の取得を行わせる等、
技術経営力の強化に関する
助言業務実施に必要な知識、
技能の獲得に資する能力開
発制度を充実する。 
 技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際して
は、機構における業務が「技
術の目利き」の能力向上の機
会としてその後のキャリア
パスの形成に資するよう、人
材の育成に努める。 
 技術開発マネジメント、契
約、会計処理の専門家等、機
構職員に求められるキャリ
アパスを念頭に置き、適切に
人材の養成を行うとともに、
こうした個人の能力、適性及
び実績を踏まえた適切な人
員配置を行う。 

・職員の技術開発マネジメ
ント能力の更なる向上の
ため、１名以上の職員を外
部の技術開発現場等に派
遣し、その経験を積ませ
る。 

・プロジェクト・マネジメン
トに必要な専門知識を習
得させるため、２名の職員
を大学のＭＯＴコース等
に派遣し、博士号、修士号
等の取得を目指す。 

・技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際し
ては、機構における業務が
「技術の目利き」の能力向
上の機会としてその後の
キャリアパスの形成に資
するよう、人材の育成に努
める。 

・技術開発マネジメント、契
約・会計処理の専門家等、
機構職員に求められるキ
ャリアパスを念頭に置き、
適切に人材の養成を行う
とともに、こうした個人の
能力、適性及び実績を踏ま
えた適切な人員配置を行
う。 

 ・国の政策や民間企業の開発戦略等の策定
にかかる知見・経験を深めるべく、国、
民間企業等へ 20 名の職員を派遣。 

・経営・マネジメント等の知見の更なる習
得、深化を図るため、国内外の大学院に
３名を派遣。うち１名については 2019年
度中にＭＢＡを取得。 

・マネジメント業務を担う者に対しては、
技術開発マネジメント力を養成する「プ
ロジェクトマネージャー育成講座」及び
「出口戦略強化セミナー」、管理事務業
務を担う者に対しては、契約・会計処理
力の養成に向けた各種事務処理研修、ま
た関連する各省主催の研修等、業務に求
められる能力を向上させる研修を受講
させることで、職員の人材育成を図ると
ともに、適材適所に配置。 

【評価の根拠】 
・固有職員向けの階層別研修のほか、年次
を問わない研修で新規に２件研修メニ
ューを追加。 

 

 

内外の技術開発マネジメン
ト機関との情報交換を実施
する、技術開発マネジメント
関係の実践的研究発表を行
うなど、当該業務実施に必要
な知識・技能の獲得に資する
能力開発に努めるものとす
る。 

 内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を実
施する、技術開発マネジメン
ト関係の実践的研究発表を
行うなど、当該業務実施に必
要な知識・技能の獲得に資す
る能力開発に努めるものと
する。 

・内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を
実施する、技術開発マネジ
メント関係の実践的研究
発表を行うなど、当該業務
実施に必要な知識・技能の
獲得に資する能力開発に
努めるものとする。 

 ・内閣府、（国）科学技術振興機構、米国エ
ネルギー省等の内外機関との定期的な
情報交換を 16回実施。また、研究・イノ
ベーション学会年次大会において職員
による研究発表を３件実施。 

 

―  

 

   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成３０年度評価における指摘事項 令和２年度計画等への反映状況 

 
― 

（2019 年度における取組・令和２年度（2020 年度）計画等へ
の反映） 
― 

 
 

 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 


